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平成27年６月24日（水曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成27年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第７号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例及び宮崎県鳥獣保

護区等の標識の寸法に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第10号 工事請負契約の変更について

○議案第11号 工事請負契約の変更について

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○報告事項

・平成26年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙３）

○その他報告事項

○環境森林部

・地球温暖化対策の現状と課題について

・平成26年度「大気、水質等の測定結果」

について（概要）

・平成27年度海水浴場水質調査結果につい

て

・県庁講堂の木質化について

・木材利用分野における川崎市との連携の

進捗状況について

・林業技術センターの取組状況について

・木材利用技術センターの取組状況につい

て

○農政水産部

・「第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

（後期計画）」の策定について

・「第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計画

（後期計画）」の策定について

・農水産物の輸出の現状と今後の取組につ

いて

・大淀川左岸地区「広沢ダム管理制御シス

テム」の更新について

出席委員（８人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

環境森林部次長
甲 斐 正 文

（ 総 括 ）

環境森林部次長
佐 藤 浩 一

（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
川 添 哲 郎

環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
廣 津 和 夫

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 黒 木 裕 一

循環社会推進課長 温 水 豊 生

自 然 環 境 課 長 下 沖 誠

森 林 経 営 課 長 西 山 悟

山村･木材振興課長 石 田 良 行

み や ざ き ス ギ
長 友 善 和

活 用 推 進 室 長

平成27年６月24日(水)
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林業技術センター所長 那 須 幸 義

木 材 利 用 技 術
小 田 久 人

セ ン タ ー 所 長

工 事 検 査 監 山 本 知 治

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺委員長 それでは、ただいまから環境農

林水産常任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてでございます。

お手元に配付をしております日程案のとおり

に行うということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

おはようございます。それでは、本委員会に

付託されました議案の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いをいたします。

○大坪環境森林部長 おはようございます。環

境森林部でございます。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。

それでは、お手元に配付しております環境農

林水産常任委員会資料の表紙をごらんください。

本日の説明事項ですが、予算議案が１件、そ

して特別議案が１件、報告事項が１件、その他

報告事項が７件でございます。

まず、Ⅰの予算議案としまして、議案第１号

「平成27年度宮崎県一般会計補正予算（第１号）」

であります。この内容につきましては、後ほど

御説明をいたします。

その次に、Ⅱの特別議案といたしまして、議

案第７号「宮崎県における事務処理の特例に関

する条例及び宮崎県鳥獣保護区等の標識の寸法

に関する条例の一部を改正する条例」について

であります。

それから、Ⅲの報告事項は、平成26年度繰越

明許費につきまして御報告するものであります。

最後のⅣのその他報告事項は、地球温暖化対

策の現状と課題についてなど７項目を御報告い

たします。

それでは、１ページをごらんください。

１ページの表は、議案第１号に関します歳出

予算を課別に集計したものでございます。

今回の補正につきましては、一般会計で、表

の中ほどになりますが、補正額のＢの列ですが、

小計の欄にありますように、70億1,966万9,000

円の増額でございます。補正後の一般会計予算

額は、補正後の額、Ｃの列の小計にありますと

おり、224億1,889万6,000円となります。

この結果、補正後の予算総額は、一般会計と

特別会計合わせまして、同じくＣの列の一番下、

合計欄にありますとおり、230億2,618万7,000円

となりまして、平成26年度当初予算、右側と比

較しますと、合計で約33億円の減額となってお

ります。これにつきましては、後ほど担当課長

が説明いたしますが、国の森林整備加速化・林

業再生事業というものがございますが、これが31

億円ほど減額になったことが主な理由でござい

ます。

なお、参考資料としまして、２ページに表を

添付しておりますが、これは、今回の６月補正

後の予算額に、平成26年度の２月追加補正予算

平成27年６月24日(水)
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で本年度へ繰り越しをする額を加えた表でござ

います。この分を合計しますと、一番下の列、

Ｃのところになりますが、265億6,699万7,000円

となりまして、前年度の当初予算とほぼ同額に

なっているところでございます。

次に、３ページ、４ページをごらんいただけ

ますでしょうか。

平成27年度環境森林部の重点推進事業につい

てであります。これは、今回提案しております

宮崎県総合計画のアクションプランに掲げてお

ります８つのプログラムの中で、環境森林部に

関連します５つのプログラムにつきまして、主

な事業を掲載したものであります。

（１）が人財育成プログラム、それから、（２）

が産業成長プログラム、そして右側、４ページ

になりますが、（３）が地域経済循環構築プログ

ラム、（４）がいきいき共生社会づくりプログラ

ム、（５）が危機管理強化プログラムでありまし

て、それぞれの項目に沿って、環境森林部とし

てもいろんな事業を積極的に推進してまいりた

いと考えているところであります。

それから、それぞれ説明事項の詳細につきま

しては、担当課長等が御説明申し上げますので、

どうぞよろしくお願いいたします。以上でござ

います。

○川添環境森林課長 環境森林課の補正予算に

ついて御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料115ページでござい

ます。

一番上の行の左から２列目の補正額の欄にあ

りますように、今回の環境森林課の補正額は13

億9,302万4,000円の増額補正をお願いしており

ます。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

になりますが、39億9,154万円となります。

それでは、以下、主な内容について御説明い

たします。

117ページをお開きください。

まず、上から５段目になりますが、（事項）エ

ネルギー対策推進費860万1,000円でございます。

主なものとしましては、説明欄の１にござい

ますが、新エネルギー地産地消推進事業でござ

います。これは、自家消費目的の新エネルギー

設備、例えば太陽光発電設備等を設置します民

間施設、保育所とか幼稚園等を対象にしており

ますが、ここに対しての補助や、新エネルギー

の導入機運を高めるための普及啓発等を行うも

のでございます。

次に、一番下にあります（事項）地球温暖化

防止対策費6,007万9,000円でございます。

内容につきましては、次のページをお開きく

ださい。

一番上のほうにあります説明欄の２、再生可

能エネルギー等導入推進基金事業5,987万7,000

円でございますが、これは後ほど常任委員会資

料のほうで御説明いたします。

次に、一番下にあります（事項）森林環境税

基金積立金２億8,762万円でございます。これは、

下の説明欄にありますとおり、森林環境税の税

収を森林環境税の基金に積み立てるものでござ

います。

119ページをごらんください。

一番上にあります（事項）わが町の水とくら

しを守るいきいき森林づくり推進事業1,500万円

でございます。これは、下の説明欄にあります

とおり、水源地域など公益上重要な森林につき

まして、市町村による公有林化を支援するもの

でございます。

次に、一番下にあります（事項）林業公社費10

億1,155万4,000円でございます。説明欄の１の
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貸付金でございますが、この事業につきまして

も、先ほどの再生可能エネルギーと同様、委員

会資料で御説明いたします。

では、お手元の常任委員会資料のほうに移っ

ていただきまして、５ページをお開きください。

まず、再生可能エネルギー等導入推進基金事

業についてでございます。

１の事業の目的・背景でございますが、公共

施設等に再生可能エネルギー等を導入すること

によりまして、低炭素社会の実現を推進します

とともに、災害に強い地域づくりを促進するこ

とを目的としております。

事業内容は、右のページの中ほどに、対象事

業というのがございますが、ここをごらんくだ

さい。災害時に地域住民の生活の場などとなり

ます市町村の公共施設等に、再生可能エネルギ

ーを導入するものでございまして、補助率で10

分の10、対象施設は庁舎とか学校等としており

ます。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要でございますが、（１）の予算額は、ご

らんのとおり、5,987万7,000円、（４）の平成27

年度の事業内容ですが、本年度につきましては、

日向中学校と本城小学校での整備支援を計画し

ております。

３の事業効果でございますが、低炭素社会や

災害に強いエネルギーシステム構築が図られる

というふうに考えております。

次に、７ページをお開きください。

林業公社費貸付金についてでございます。

１の事業の目的・背景でございますが、公社

におきましては、第３期経営計画の改訂計画に

基づきまして、経営努力や利息の軽減などの経

営改善に取り組んでいるところでございます。

その上で、なお不足します資金につきましては、

県と12市町村において貸し付けを行い、林業公

社の円滑な運営を図るものでございます。

２の事業の概要でございますが、（１）の予算

額は10億1,155万4,000円、（４）の事業内容です

が、日本政策金融公庫等からの長期借入金の償

還財源としまして、右のページになりますが、

別表の改善計画に基づき、必要な資金を貸し付

けるものでございます。

具体的には、太線で囲んでおりますが、平成27

年の欄の上から５段目の（１）の県貸付金の増

額（Ｄ）の欄の１億1,256万6,000円と、下から

２段目、第３期経営計画における県貸付額（Ｅ）

の欄になりますが、８億9,898万8,000円を合わ

せた額、一番下の段にありますが、先ほどの10

億1,155万4,000円を貸し付けるものでございま

す。

左のページに戻っていただきまして、３の事

業効果でございますが、林業公社の分収林の適

正な管理等を通じまして、山村地域の経済に寄

与できますとともに、県内唯一の森林整備法人

でございますので、その役割を果たすことがで

きるものと考えております。

環境森林課からの説明は以上でございます。

○黒木環境管理課長 環境管理課でございます。

歳出予算説明資料の121ページをお開きくださ

い。

環境管理課の補正額は、左から２列目の補正

額の欄のとおり、一般会計で１億388万5,000円

であります。その結果、補正後の額は、右から

３列目の３億6,044万7,000円となります。

主なものについて御説明します。

123ページをごらんください。

中ほどの（事項）大気保全費794万2,000円で

あります。これは、大気汚染常時監視を強化す

るため、ＰＭ2.5等の測定機器を追加整備するも
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のであります。

次に、124ページをお開きください。

最初の（事項）合併処理浄化槽等普及促進

費9,347万3,000円であります。

（１）浄化槽整備事業補助金は、合併処理浄

化槽を設置する際の補助で、（２）単独処理浄化

槽転換促進補助事業は、単独処理浄化槽の撤去

への補助であります。

なお、（１）につきましては、常任委員会資料

で御説明します。

引き続きまして、常任委員会資料の９ページ

をごらんください。

１、事業の目的等についてですが、平成25年

度の生活排水処理率74.7％を、平成32年度まで

に83％に引き上げることを目標とした第２次宮

崎県生活排水対策総合基本計画を改訂しました

ので、目標を達成するため、合併処理浄化槽の

整備促進のための補助を行うものであります。

次に、２、事業の概要ですが、（１）予算額

は、8,636万9,000円です。

次に、（５）事業内容です。

①の補助金は、個人が合併処理浄化槽を設置

する際の補助で、単独処理浄化槽またはくみ取

り槽からの転換を伴うものについて補助するも

のです。昨年度までは、新築時に合併処理浄化

槽を設置する場合も補助しておりましたが、新

築時に浄化槽を設置する場合には、法により、

合併処理浄化槽の設置が義務づけられておりま

すので、限られた予算の中で生活排水対策の効

果を上げるために、今年度から新築時の補助を

廃止し、単独処理浄化槽等からの転換に集中的

に補助を行うこととしております。

また、②の補助金は、市町村が主体となって

合併処理浄化槽を設置する際の補助で、昨年度

と同様、新築または単独処理浄化槽等からの転

換を問わず補助するものであります。

10ページの３、補助の枠組みをごらんくださ

い。

（１）の個人設置型では、通常型の合併処理

浄化槽の場合は、県は３分の１を補助し、低炭

素型、いわゆる省エネ型の場合は国の補助率が

３分の１から２分の１に高くなりますので、県

は４分の１を補助します。

また、（２）市町村設置型では、通常型の場合

と低炭素型の場合、県はいずれも市町村負担額

の約４分の１を補助しますけれども、県の補助

金は個人設置型と同様、低炭素型が少なくなっ

ております。

再度、９ページをごらんください。

最後に、事業効果ですけれども、これらの事

業を行うことにより、河川浄化が図られ、県民

の生活環境等の向上が促進されます。説明は以

上です。

○温水循環社会推進課長 続きまして、循環社

会推進課の補正予算について御説明をいたしま

す。

歳出予算説明資料の125ページをお開きくださ

い。

補正額は、左から２列目、補正額欄にありま

すように、一般会計で２億6,322万3,000円の増

額であります。補正後の額は、右側から３列目

にありますように、18億4,962万円となります。

それでは、主なものについて御説明をいたし

ます。

127ページをお開きください。

まず、上から５行目の（事項）一般廃棄物処

理対策推進費が1,144万6,000円であります。

このうち、説明欄の１、海岸漂着物発生抑制

対策事業500万円でありますが、これは、海岸漂

着物発生を抑制するための広報及び啓発を行う
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ものであります。

２の海岸漂着物地域対策推進事業基金返還

金644万6,000円でありますが、これは、平

成25、26年度に国の補助により積み立てました

基金の残額を、事業終了に伴い、国へ返還する

ものであります。

次に、その下、（事項）産業廃棄物処理対策推

進費が２億1,532万3,000円であります。

このうち、説明欄の１、産業廃棄物処理監視

指導事業、（１）ダイオキシン類等濃度測定監視

事業でありますが、これは、産業廃棄物処理施

設から排出されますダイオキシン類の濃度等を

測定し、指導を行うものであります。

２の産業廃棄物税基金積立金１億9,4 4 5

万4,000円でありますが、これは、産業廃棄物税

の使途事業に充てるため、平成27年度の産業廃

棄物税の税収等から徴税に要する経費を除いた

ものを基金に積み立てるものであります。

次に、その下の（事項）廃棄物減量化・リサ

イクル推進費が3,645万4,000円であります。

次のページ、128ページをお開きいただきたい

と思います。

説明欄の１の循環型社会推進総合対策事業で

ありますが、この事業につきましては、委員会

資料のほうで御説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、委員会資料の11ページをお

開きいただきたいと思います。

それでは、循環型社会推進総合対策事業につ

いて御説明いたします。

この事業は、１の事業の目的にありますよう

に、循環型社会形成の実現に向けまして、産業

廃棄物のリサイクル施設の整備支援及びリサイ

クル製品の利用促進に向けた総合的な施策を実

施するものであります。予算額は、3,645万4,000

円をお願いをいたしております。

事業の内容につきましては、（４）にあります

ように、２つの事業に分かれております。

①施設整備支援は、産業廃棄物のリサイクル

施設の整備等を行う処理業者及び排出事業者に

対し、その事業に要する費用の一部を支援する

ものであります。

②リサイクル製品の利用促進は、県内産業廃

棄物を原料としますリサイクル製品の認定制度

を実施しております宮崎県産業廃棄物協会に対

しまして、製品の認定やＰＲに要する費用を支

援するものであります。

12ページをごらんいただきたいと思います。

ここに、当該事業の全体概要をお示ししてお

ります。

上段のほうに、ただいま御説明いたしました

２つの産業廃棄物のリサイクル推進事業につい

て記載をいたしております。

また、中段には、骨格予算で御承認をいただ

いております普及啓発事業について記載をして

いるところであります。

そして、最後、一番下になりますが、下段に

ありますように、これらの取り組みを総合的に

推進することによりまして、循環型社会の形成

を図ってまいりたいと考えております。

循環社会推進課の説明は以上でございます。

○下沖自然環境課長 それでは、自然環境課の

補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の129ページをお開

きください。

自然環境課の補正額は、左から２列目の補正

額の欄にありますように、一般会計で９億8,382

万7,000円の増額であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の34億7,714万5,000円となります。

それでは、以下、主なものについて御説明い
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たします。

131ページをお開きください。

上段の、（事項）未来へつなぐ森保全対策事業

費の説明欄１の「ふるさとの宝 巨樹古木等保

全事業」140万3,000円であります。これは、先

人から引き継いできた巨樹古木や、県木フェニッ

クスを健全な姿で次世代へ引き継いでいくため

に、害虫防除や治療等の保全対策を実施するも

のであります。

次に、その下の（事項）荒廃渓流等流木流出

防止対策事業費の1,500万円であります。これは、

渓流沿いにある不安定な流木や土砂等を除去す

ることによりまして、集中豪雨などによる海岸

等への流出を防止するものであります。

次に、その下の（事項）山地治山事業費で６

億8,010万1,000円であります。これは、台風や

集中豪雨等により荒廃した山地の復旧整備や災

害の未然防止のため、予防治山事業や、その次

のページになりますが、地滑り防止事業などを

実施するものであります。

次に、132ページの一番下の段の（事項）保安

林整備事業費で8,587万5,000円であります。こ

れは、水源涵養など、保安林機能が低下した森

林において、保安林機能を強化するために植栽

や下刈り、間伐等を実施するものであります。

次に、133ページ上段の（事項）県単治山事業

費1,450万円及びその下の（事項）県単補助治山

事業費の600万円であります。これは、国庫補助

とならない小規模な災害復旧や治山施設の維持

管理等を実施するものであります。

次に、その下の（事項）保安林管理事業費の

説明欄１の森林の公益的機能高度発揮推進事業

の800万円であります。これは、集落の上流など

に位置します水源地域の森林や、山地災害危険

地区周辺の森林等を対象に、保安林指定に向け

た調査等を行い、保安林の指定による公益的機

能の充実強化を図るものであります。

134ページをお開きください。

上段の（事項）鳥獣管理費の説明欄１の 新○ ○新

指定管理鳥獣捕獲等事業の1,000万円であります

けれども、この事業につきましては、後ほど委

員会資料で御説明いたします。

次に、下段の（事項）自然公園事業費で3,799

万円であります。これは、自然公園を県民が安

全かつ快適に利用できますように、九州自然歩

道の案内表示板の設置や国定公園の給水施設の

改修などを行うものであります。

最後に、下の135ページの（事項）治山施設災

害復旧費の6,000万円であります。これは、台風

等による治山施設の被害に備えまして、予算を

お願いするものであります。

続きまして、先ほど説明を後回しにしており

ました事業を説明させていただきます。

恐れ入りますが、委員会資料の13ページと14

ページをごらんください。

指定管理鳥獣捕獲等事業についてであります。

まず、14ページのほうから説明いたします。

現状と課題でありますが、農林作物被害額が

依然として高額で推移しておりまして、一方で

捕獲を担う狩猟者は減少・高齢化が急速に進ん

でおります。このような中で、県は、このたび、

鹿の推定個体数を見直しまして、平成35年度ま

でに個体数を６万3,000頭まで半減させる管理計

画を策定したところでありますが、適正な捕獲

を継続していくためには、少人数の狩猟者で実

施できる新しい捕獲技術の確立が必要でありま

す。

対策としまして、一般的な捕獲方法に加えま

して、下の段の写真にありますように、一時的

に餌づけをして、群れごと捕獲を行う誘引狙撃
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法など、少人数で効率よく捕獲できる手法を確

立して、普及させていく必要があると考えてお

ります。

13ページに戻っていただきまして、１の事業

の目的・背景でありますけれども、鳥獣保護法

が改正されまして、環境大臣が定めた指定管理

鳥獣については、県の捕獲事業が可能になった

ことから、本県においては、特に個体数の多い

鹿について、国の事業を活用して試験的な捕獲

を実施しまして、より効率的な捕獲手法の確立

を目指すというものであります。

２の事業の概要の（５）の事業内容ですが、

①の事業で、実施方法等の検討や実施計画の策

定、事業効果の評価・検証等を行いまして、②

の事業で、誘引狙撃法など試験的な鹿捕獲を実

施しまして、効率的な捕獲手法の確立を目指す

ものであります。

３の事業効果でありますが、鹿の適正管理が

促進されますとともに、被害の軽減や高度な捕

獲技術を有する狩猟者の育成が図られるものと

考えております。

予算議案については以上でございます。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。

委員会資料の23ページをお開きください。

議案第７号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例及び宮崎県鳥獣保護区等の標識の

寸法に関する条例の一部を改正する条例」につ

きまして御説明いたします。

今回の改正は、１の改正の理由にありますと

おり、法律施行規則の名称が変更されることに

伴いまして、２の（１）の条例、それから（２）

の条例につきまして、関係規定における引用法

令の名称変更を行うものであります。

施行期日は、公布の日としております。説明

は以上であります。

○西山森林経営課長 森林経営課の補正予算に

ついて説明させていただきます。

お手元の歳出予算説明資料の137ページをお開

きください。

森林経営課の補正額は、左から２列目にあり

ますように、25億7,012万1,000円の増額をお願

いしておりまして、この結果、補正後の額は、

右から３列目にありますように、84億5,848

万1,000円となります。

それでは、主な事業について説明いたします。

139ページをお開きください。

まず、上から５段目の（事項）森林計画樹立

費1,370万5,000円であります。これは、森林法

に基づく地域森林計画を樹立するため、森林資

源調査に必要な空中写真の整備に要する経費な

どであります。

次に、一番下の（事項）森林整備地域活動支

援交付金事業費３億1,930万3,000円であります。

これは、森林所有者等が森林経営計画を作成す

るための、森林調査などの地域活動に対して支

援するものであります。

140ページをお開きください。

中段やや下にあります（事項）森林整備事業

費５億7,836万8,000円であります。これは、造

林や間伐などの保育、作業道開設などに対して

助成を行うものであります。

次に、その下の（事項）再造林推進事業費130

万円であります。これは新規事業でありまして、

一年中植栽が可能なコンテナ苗を活用して、伐

採即再造林の一貫作業システム構築により、林

業従事者の年間就業機会の拡大を図るものであ

ります。

141ページをごらんください。

一番上の（事項）未来へつなぐみやざきの森
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林若返り対策事業費につきましては、後ほど常

任委員会資料で説明させていただきます。

次に、その下の（事項）森林機能保全対策総

合整備事業費２億4,531万円であります。これは、

間伐を実施し、その間伐材の利用を促進するた

め、伐倒・集材経費や作業道の開設などを支援

するものであります。

次に、一番下の（事項）道整備交付金事業費

４億8,833万3,000円であります。これは、山村

地域交通のネットワーク化や、適切な森林整備

に必要な林道の開設や舗装などを行うものであ

ります。

142ページをお開きください。

一番上の（事項）林業専用道整備事業費１

億9,622万3,000円であります。これは、間伐作

業等を推進するため、林業専用道を整備するも

のであります。

次に、その下の（事項）緑資源幹線林道整備

事業負担金１億4,164万8,000円であります。こ

れは、緑資源機構が実施した緑資源幹線林道宇

目・須木線に対する県負担金であります。

次に、その下の（事項）県単林道事業費3,235

万円であります。これは、林業や生活の利便性

を高めるため、国庫補助の対象とならない作業

道の開設等に対する支援などを行うものであり

ます。

143ページをごらんください。

一番上の（事項）林道災害復旧費５億493万円

であります。これは、林道の災害復旧に要する

経費であります。

次に、その下の（事項）県単林道災害復旧費853

万2,000円であります。これは、ただいま説明し

ました国庫補助の林道災害復旧事業の対象とな

らない小規模の災害復旧に要する経費でありま

す。

続きまして、主な新規・重点事業について御

説明いたします。

恐れ入りますが、常任委員会資料の15ページ

をお開きください。

新規事業「未来へつなぐみやざきの森林若返

り対策事業」です。

１の事業の目的・背景にありますように、中

山間地域の振興を図るためには、林業の活性化

・成長産業化に向けた取り組みが重要でありま

す。このため、本県の有する自然環境を有効活

用し、宮崎ならではの森林の若返り対策、具体

的には、今後、増加が予想される伐採跡地の再

造林対策を総合的に推進しようとするものであ

ります。

２の事業の概要ですが、予算額は2,926万4,000

円で、財源や事業期間等はごらんのとおりであ

ります。

（５）の事業内容につきましては、右のペー

ジで説明いたします。

まず、①のみやざきの森林循環利用推進事業

は、マーケットニーズを勘案した造林樹種、例

えばセンダンなど、成長の早い樹種などの検討

や、その下にありますが、耕作放棄地の活用の

検討を行うものです。

次の②の苗木安定供給推進事業は、四角の中

ですが、現在、約420万本を生産している杉苗木

は、平成32年度では約620万本必要と見込んでお

りまして、その量を確保するため、下に写真を

つけていますけれども、県採穂園等の再整備や、

民間の自家採穂園の整備支援、さらには下の段

の写真ですが、優良苗木生産施設の整備支援な

どに取り組むものであります。

一番下の③の未来へつなぐ森づくりパートナ

ーシップ推進事業は、造林経費の負担能力を有

する県内外企業など、新たなパートナーを確保
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しようとするものであります。

左のページに戻っていただきまして、下の３

の事業効果ですが、苗木の安定供給体制の構築

等により、伐採跡地の再造林を確実に実施する

ことで、資源循環型林業の実現等が図られるも

のと考えております。私からの説明は以上であ

ります。

○石田山村・木材振興課長 山村・木材振興課

の補正予算につきまして御説明申し上げます。

歳出予算説明資料の145ページをお開きくださ

い。

当課の補正額は、左から２列目、補正額の欄

にありますように、一般会計で17億558万9,000

円の増額でございます。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますように、一般会計、特別会計合わせ

まして、48億8,895万4,000円となっております。

それでは、以下、主な内容につきまして御説

明申し上げます。

147ページをお開きください。

まず、一番下の（事項）林業・木材産業構造

改革事業費４億5,512万3,000円でございます。

説明欄の２の森林整備加速化・林業再生事業に

つきましては、冒頭、部長のほうから御説明申

し上げました、前年度に比べて大幅に減額して

いるという件も含めまして、後ほど御説明させ

ていただきたいと存じます。

では、ページをめくっていただきまして、148

ページでございます。

一番上の木材産業振興対策費８億9,3 6 8

万4,000円でございます。説明の欄をごらんくだ

さい。

１の木材産業振興対策資金と３の木材産業等

高度化推進資金、こちらにつきましては、素材

生産ですとか、乾燥材の生産などに必要な資金

を融資するものでございます。

新規事業２の、素材生産事業体資金制度強化

事業につきましては、素材生産体制の充実・強

化を図るため、先ほども御説明申し上げました

これらの資金を拡充いたしまして、素材生産事

業体が素材生産を円滑に進める上で必要な資金

調達面の強化を行うものでございます。

次に、その下の（事項）木製材品普及促進費

でございます。2,034万6,000円でございます。

説明の欄をごらんください。

改善事業３の、みやざき大径材の家支援事業

につきましては、大径材を積極的に活用いたし

ました産直団体等による住宅のＰＲ活動や、木

材業界と住宅業界の連携グループによる大径材

を活用した家づくりの提案、また、その取り組

みに対して支援を行うものでございます。

次に、一番下の（事項）木材需要拡大推進対

策費で、1,970万5,000円でございます。

説明の欄の新規事業３、チームみやざきスギ

海外展開促進事業につきましては、後ほど委員

会資料で御説明させていただきます。

次に、下のページ、149ページをごらんくださ

い。

上から２つ目の林業担い手総合対策基金事業

費で１億509万3,000円でございます。説明の欄

をごらんください。

新規事業４の「ウェルカム林業！担い手確保

対策事業」では、就業相談会の開催等による新

規就業者の確保や、新規就業者を採用した林業

事業体が負担いたします社会保険の掛金、こう

いったものに対する支援、また伐採等の技術に

すぐれた個人や労働安全等の模範となる事業体

の表彰などを行いまして、就業者の定着と育成

を促進するものでございます。

次に、一番下の（事項）しいたけ等特用林産
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振興対策事業費でございます。5,222万8,000円

でございます。

１、しいたけ等特用林産物生産体制強化事業

は、シイタケ等の特用林産物の生産振興を図る

ため、生産意欲の高い生産者等の組織化を推進

するとともに、経営安定・強化及び増産体制の

構築に必要な基盤・施設整備等を支援するもの

でございます。

新規事業５、みやざき乾しいたけ魅力発掘推

進事業につきましては、委員会資料で御説明さ

せていただきます。

それでは、先ほど説明を割愛いたしました事

業につきまして、常任委員会資料で御説明申し

上げます。

委員会資料の17ページをお開きください。

まず、みやざき乾しいたけ魅力発掘推進事業

について御説明申し上げます。

１の事業の目的・背景でございます。

本県の乾しいたけならではの魅力発掘のため

に、機能性等の成分分析の実施や機械選別によ

る価格上昇効果の検討を行いまして、商品力・

販売力の向上や取引価格の上昇及び作業の省力

化対策に取り組みまして、生産者の経営の安定

と担い手の確保、また山村地域の活性化を図ろ

うとするものでございます。

予算額につきましては、280万円をお願いして

ございます。

（５）の事業内容でございます。

こちらにつきましては、右のページをごらん

ください。次の２つのことに取り組むこととし

てございます。

まず、①県産乾しいたけ魅力アップ事業につ

いてでございます。

この表にございますとおり、乾しいたけは、

タンパク質やビタミンＤはもとより、食物繊維

が豊富な食品でございます。また、血中コレス

テロールですとか、血圧を下げる効果、また免

疫を高める効果も期待されてるところでござい

ます。

本事業では、本県の気候風土の中で育まれた

乾しいたけの成分分析を実施いたしまして、本

県産の乾しいたけならではの魅力を発掘し、機

能性検証の成果を消費拡大のＰＲに活用してま

いりたいと考えているところでございます。

次に、②の価格向上モデル事業でございます。

表にございます平成25年度の産地別山成品、

いわゆる未選別品の出荷割合をごらんいただき

ますと、本県は25％でございまして、全国平均

の14.8％と比べても、かなり高い数字となって

ございます。選別がされておりませんと、当然

のことながら、価格に響いてまいるということ

でございます。

このため、グラフの右側に掲載してございま

すような小型のシイタケの選別機を用いた選別

の実施を行いまして、この価格の上昇効果を検

証いたしまして、生産者等にこの効果を実感し

ていただき、選別の促進を図ることにより、取

引価格の上昇ですとか、作業の効率化を図って

まいりたいと考えているところでございます。

このような取り組みを通じまして、３の事業

効果にございますとおり、宮崎の風土が育んだ

県産乾しいたけならではの魅力を発掘すること

によりまして、商品力・販売力の向上、生産者

の経営の安定と担い手の確保を図ってまいりた

いと考えてございます。

次に、19ページをお開きください。

チームみやざきスギ海外展開促進事業につい

て御説明申し上げます。

１の事業の目的・背景でございます。

近年、東アジア向けの原木輸出がかなり増加
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してございますが、原木につきましては、為替

によっては他国の材にかわる可能性があること、

また国内需要が人口減少に伴って縮小すること

が想定されているような状況にございますこと

から、今後は、いかに付加価値が高い代替困難

な製材品の輸出につなげていくかが大きな課題

というふうに考えているところでございます。

製材品の輸出に当たりましては、昨年度まで

韓国に派遣しておりました林業職員等によりま

して、プレカットした材料と、これを組み立て

る建築技術、これをパッケージにいたしました

材工一体のシステムで売り込む手法が有効であ

ることが判明してございます。

このため、国別にこの材工一体の普及に必要

な調査等を行いますとともに、効率的・効果的

に売り込むための販売促進ツールを開発いたし

まして、海外展開を強力に推進するものでござ

います。

予算額は、２の（１）にございますとお

り、1,200万円をお願いしてございます。

（５）の事業内容でございますが、①の海外

の市場調査では、木材の利用の実態が国によっ

てさまざまであることから、ＪＥＴＲＯやクレ

ア等の協力を得ながら、各国の木材利用の状況、

また当県のいわゆる材工一体、プレカット等の

建築手法をその国に当てはめるに当たりまして

踏まえるべき各国の建築基準法等の法規制、ま

た商習慣等、さらには競合する海外の建築シス

テムと販売戦略、こういったものを調査いたし

まして、本県独自の海外の販売戦略というのを

策定してまいりたいと考えてございます。

②の販売促進ツールの開発でございますが、

①の市場調査の結果を踏まえまして、材工一体

型を訴求するための各国の状況に応じました販

売促進ツールを開発することとしてございます。

このような取り組みを通じまして、３の事業

効果にありますとおり、付加価値の高い製材品

の海外輸出が促進されることにより、持続的な

林業・木材産業の成長産業化と地域経済の活性

化が図られるものと考えているところでござい

ます。

次に、21ページをおめくりください。

森林整備加速化・林業再生事業につきまして

御説明申し上げます。

説明に入ります前に、冒頭、部長から申し上

げました、当初予算で対前年度33億円の減の主

な理由としまして、国の森林整備加速化・林業

再生事業が31億円減額となっているということ

について御説明を申し上げます。

森林整備加速化・林業再生事業につきまして

は、これまで平成21年度の国の補正予算以降、

その都度、当該補助金を県の基金に積み立てま

して、これを翌年度取り崩す形で年度当初の予

算に計上していたというところでございます。

しかしながら、国におきまして、基金事業全

般を見直すという方針が出まして、この事業に

つきましても、国の平成26年度補正予算から、

基金方式から一般的な交付金の形式に転換され

ているところでございます。この仕組みの転換

に伴いまして、昨年度、補正予算でいただきま

した交付金につきましては、県の平成26年度の

補正予算で受け入れまして、それをそのまま27

年度に繰り越すという形で整理をいたしてござ

います。したがいまして、平成27年度の当初予

算には計上されなくなったということでござい

ます。

国の平成25年度の補正予算による当県の配分

額、こちらが37億1,200万円でございます。一方、

国の平成26年度補正予算による当県への配分額、

いわゆる交付金化された後の配分額でございま
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すが、これが33億6,400万円ということでござい

まして、さほどの差はございませんが、見かけ

上、大幅な減額と見えることとなった理由は、

以上申し上げた理由によるということでござい

ます。

長くなりましたが、資料にお戻りください。

次に、今回お願いしてございます森林整備加

速化・林業再生事業について御説明申し上げま

す。

先ほど御説明申し上げましたとおり、国の平

成21年度の補正予算以降、累計で184億円の配分

を得まして、先ほども申し上げましたけれども、

これも県の基金に積み立てまして、これを取り

崩しながら各種の事業を実施してきたところで

ございます。この基金でございますが、先般、

国より、基金の積立額の残金につきましては、

県が事業計画を立てまして国の承認を得た上で

あれば、引き続き、同様のメニューで使ってよ

いという御承認をいただいたところでございま

す。今回お願いしております本件は、これまで

積み立てました基金の残金の活用をお願いする

ものでございます。

したがいまして、１の事業目的・背景及び２

の（５）の事業内容は、従前同様の、例えば高

性能林業機械の導入ですとか、製材工場への木

材加工施設等の導入支援、こういったものを内

容としているものでございます。

予算額につきましては、２の（１）にありま

すとおり、４億5,425万6,000円をお願いしてる

ところでございます。

このような取り組みを通じまして、３の事業

効果にございますとおり、県産材の安定的・効

率的な生産体制、高品質で低コストな木材製品

の加工・供給体制の構築が図られるとともに、

木質バイオマスの利用及び木材また原木シイタ

ケの需要拡大が促進されるということで、林業

・木材産業の成長産業化の実現が図られるもの

と考えるところでございます。

山村・木材振興課の説明は以上でございます。

○渡辺委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終了しました。

議案についての質疑はございませんでしょう

か。

○右松委員 まず、１つの事業の中身について

ちょっと伺いたいんですけど。19ページのチー

ムみやざきスギ海外展開促進事業についてなん

ですが、現在の原木と製材品の輸出の状況を

ちょっと教えてもらえるとありがたいです。

○長友みやざきスギ活用推進室長 現在の原木

の輸出の状況でございますけれども、現在、県

内で輸出に取り組んでおります事業体の状況を

調べたところによりますと、原木で現在４

万5,000立方輸出しております。

内訳は、中国が１万8,000立方、台湾が２

万1,000立方、韓国が6,000立方となっておりま

す。

○右松委員 製材は。

○長友みやざきスギ活用推進室長 製材品につ

きましては、1,500立方は韓国に輸出しておりま

す。

○右松委員 お隣の大分県と比較をすると、原

木はかなり本県が優位性があるのかなと思って

おりますけど、製材品がやはり1,500立方という

ことで、大分県が3,417立方という数字が出てま

すので、このあたりにターゲットを絞られてい

かれるのがいいのかなと思います。

問題は、やはりどういう形で販促をしていく

のかなんですけど。ちなみに今、中国、台湾と

それから韓国の話が出ましたけれども、今後、

製材品を輸出をしていく中で、具体的なターゲッ
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トというか、とりわけこの国にというのはある

わけでしょうか。そのあたりをちょっと教えて

ください。

○長友みやざきスギ活用推進室長 まず、昨年

まで、韓国に県の林業職員を派遣しておりまし

て、そちらのほうで、実際、材工一体型の販売

について、県内の集成材工場とかプレカット工

場等と連携して販売をしてきた経緯がございま

す。実際、２年間で50棟を超える成果を上げて

おります。また、韓国につきましては、伝統的

な住宅が日本の在来軸組工法と割と似た様式に

なっております。それで、韓国については、材

工一体型を早く定着させたいと思っております。

それから、中国につきましては、今年度、木

造設計規範といいまして、日本の建築基準法に

当たりますけれども、これの改定が行われる予

定になっております。この中で、木造建築物の

構造材として杉、ヒノキが加えられると。また、

日本の軸組工法の規定も中に設けられるという

ことになっておりますので、そういうのが整え

ば、在来軸組工法の材工一体型での輸出の可能

性も出てくると考えております。

ほかのベトナムとかにつきましては、現状を

もう少し詳しく調べた上で販促ツールをつくっ

ていきたいと考えております。

○右松委員 わかりました。ちなみに、韓国は、

国内で日本からの丸太を製材する動きというの

がかなり拡大してると聞いてまして、そういっ

た意味では、韓国向けの輸出は今後減少するん

じゃなかろうかという話もあるみたいですが、

もし、そのあたりの状況等を把握されておられ

れば、教えてもらうとありがたいです。

○長友みやざきスギ活用推進室長 韓国の製材

工場の状況につきまして、詳しい状況を把握し

ておりませんけれども、韓国でも2000年以降、

木造住宅が少しずつふえてきているという状況

はつかんでおります。

○石田山村・木材振興課長 若干補足説明させ

ていただきます。

先ほど、委員から御指摘がございましたとお

り、大分県につきましては、韓国ではヒノキが

健康にいいということで、特に内装材、いわゆ

る床材ですとか壁に張るようなもの、こういっ

たものを製造する工場がございまして、そこか

らの輸出がかなり多いと伺っているところでご

ざいます。

韓国の国内で製材をしてるところは、いわゆ

るヒノキを輸入をしまして、同じような製品を

つくっているという状況があると伺ってるとこ

ろでございますが、やはり製品のできが余りよ

くないということで、また日本産に回帰をし始

めたんではないかというような状況というふう

に伺ってるところでございます。

ちなみに、当県から輸出をしているのは、専

ら杉でございまして、どちらかといいますと、

いわゆる構造材の部分でございます。構造材の

部分につきましては、韓国にはなかなか大工さ

んがいないということでございますので。先ほ

ど推進室長のほうからも御説明申上げましたけ

れども、向こうに技術者さんがいないので、プ

ラモデルのようにというと語弊がございますけ

れども、組み立てるだけで販売ができますよと

いう形で、今回、韓国のほうにはいろいろと輸

出を促進してまいりたいと。そういったやり方

が非常に有効であるということがわかってきま

したので、そういった手法を広めていきたいと

いうふうに考えてるところでございます。

○右松委員 わかりました。あと、中国に関し

て、先ほどちょっと話がありましたが、スギと

ヒノキを構造材として追加をされたということ
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で、今後、需要が当然見込まれるとは思うんで

すが、例えばちょっと日本とは違うんですけど、

カナダがかなり力を入れて中国に木材輸出を

図ってるということで。カナダのやり方は、上

海と北京の事務所を拠点として、モデルハウス

によるＰＲをかなり展開してきてるという話を

聞いてるんです。

本県がどういうふうな形で販売促進を展開し

ていくのか、そのあたりの戦略的なものを教え

てもらうとありがたいです。

○長友みやざきスギ活用推進室長 カナダにつ

きましては、ツーバイフォーを主体に、中国あ

たりでの販売を促進をしております。本県につ

きましても、材工一体型で進めていこうと思っ

ておりますけれども、今後の進め方につきまし

ては、ＪＥＴＲＯ等の協力をいただきながら進

めていきたいなと考えておりまして、今年度、

市場調査等でその辺を詳しく調べた上で決めて

いきたいと考えております。

○右松委員 予算額の1,200万円の内訳ですけ

ど、まだツールの開発ということですから、例

えばバイヤーを招聘するとか。今回の今年度事

業と、それから今度の展開も最後にちょっと伺っ

ていきたいと思います。

○長友みやざきスギ活用推進室長 今回の事業

につきましては、市場調査と販売促進ツールの

開発ということで、現地の企業等の招聘につき

ましては、既存の別事業がございますので、そ

ちらのほうでそういう招聘等は行っていきたい

と考えております。

○右松委員 最後に、製材品、県木も含めて、

今後の目標数値とか、そのあたりを決めていらっ

しゃれば教えてもらうとありがたいです。

○長友みやざきスギ活用推進室長 済みません。

そこまでは、まだ決めておりません。

○右松委員 わかりました。

○黒木委員 中国に輸出する場合、丸太は薫蒸

する必要がありますけれども、薫蒸する土場が

非常に問題だという業者の人の話もあるんです

けれども。例えば細島港は今回岸壁が整備され

ましたけれども、中国木材が大きくとっており

ますから、薫蒸場所は細島港の場合、十分なの

か。

それから、今後輸出がふえる場合、志布志港

からかなり中国向けに出ておりますけれども、

あそこは薫蒸場所が狭いということで、宮崎県

がどこかに中間の土場をつくって、薫蒸施設が

欲しいというような話も聞くんですけれども、

そういうような取り組みの状況はどのように

なっておりますでしょうか。

○長友みやざきスギ活用推進室長 今、中国へ

の輸出につきましては、志布志港を中心に行わ

れております。志布志港につきましては、やは

り丸太を薫蒸する広いストックヤードを有して

いるということで、こちらのほうがよく使われ

てるようでございます。

細島につきましても、港の整備が進んでおり

まして、ある程度の広さのストックヤードが整

備されたと聞いております。

○黒木委員 今、いろいろ山側にしてみまして

も、バイオマス関係もあるんでしょうけれども、

木材を積んでストックしてるわけですよね。そ

ういうところを見ると、今の時期はシロアリと

か線虫とか害虫が発生する心配が非常にありま

すし。

国内向けもそうですけれども、海外、例えば

東アジアに、今の時期に伐採したものを輸出し

た場合に、何らかの影響といいますか。一番い

いのは、寒倒しとか、その時期に倒したのが一

番いいんですけれども、今、もう時期なんて全
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く関係なしに大型機械が入って木材を切ってい

ますけれども、いつの時期に切ったらいいのか、

林業技術センター、木材利用技術センターあた

りで、そういったものの試験とかは、これから

される予定はないのか。また、されてるのであっ

たら教えていただきたいと思うんですけれども。

○小田木材利用技術センター所長 伐採時期に

関してですけれども、スギの場合ですと、冬の

ほうが含水率が低いとか昔から言われてるんで

すけれども、実際、静岡県のほうで、１年間を

通して伐採して測定した例があります。品種も

同じものを切って調べてるわけですけれども、

それを見ると、年間通してほぼ同じ、同程度で

あるというのがわかっています。水分でいう

と、120％から150％という範囲ですので、120％

のものが150％になったり、150％のものが120％

になってるというぐあいで、ほぼ１年間、水分

量としては同じぐらいというのがわかっており

ます。

構造材として考えた場合には、乾燥とかが入っ

てきますので、いつがいいのかというのは、現

在のような使い道であれば、そう差はないので

はないかと考えます。

○黒木委員 この事業は、まず韓国でというこ

とですけれども、コンテナに積む場合、丸太で

積むか、生産品を積むかで全く効果が─例え

ば中国のベトナムに近い港のほうに輸出してる

人に話を聞きますと、やはり中国でも、加工場

で雇用の場がないといけないということで、２

メーター20の大径木を持っていって引いて、そ

して、富裕層の棺おけにしたりするという話を

聞いたんですけれども、できることならば、こっ

ちで引いて持っていったほうが。例えば、バイ

オマス対応とか、そういったものに還元しても

いいんですけれども。

韓国の事業は、製材品にしていくという話も

出ましたけれども、海外における製材所の状況、

雇用の状況で、やはり丸太がどうしても欲しい

ということが言われてるんでしょうか。これか

ら韓国で調査するということですけれども、ど

ういう状況なんでしょうか。

○石田山村・木材振興課長 韓国につきまして

は、製材工場等を回らせていただいてございま

す。また、台湾につきましても、専ら、いわゆ

る型枠ですとか、土木工事用の工場がほとんど

でございまして、構造材等に使われてるという

ことはございません。

ただ、中国につきましては、先ほど委員から

お話がございましたとおり、棺おけですとか、

構造用の型枠ですとか、いわゆるパレット材、

コンテナに入れるときのものですとか、こん包

用の材料、こういったものを引く簡単な製材工

場が動いてると伺っているところでございます。

今、日本から中国に輸出されている原木の量、

たしか30万立方程度だったと理解してございま

すが、この総量を全部足しましても、中国の総

需要量の１％にも満たないという状況でござい

ます。たしか、0.03％だか、0.3％だったか忘れ

ましたが、そういったかなり膨大な量を中国の

中では消費してるということでございまして。

中国が今、引いているものにつきましては、あ

る種、安ければよいと言っては変ですけれども、

いわゆる構造材として使えませんので、一番安

いものを全世界から買い求めてる状況だと伺っ

ているところでございます。

○黒木委員 この事業では、主としてＡ材、Ｂ

材を、いかに海外に有効に売るかという、そう

いう事業と考えていいわけですね。

○石田山村・木材振興課長 そのとおりでござ

います。これまでの売り方ではなくて、県内で
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製材までして、付加価値をより高めたものを海

外に持っていきたいと考えているところでござ

います。

○黒木委員 わかりました。

○徳重委員 環境管理課に浄化槽整備について

お尋ねをいたします。浄化槽の処理状況の数字

が出ておりますが、農業集落排水事業はもうほ

とんど行われていないと思っておりますし、公

共下水道もこれからそんなに大きく拡大される

ことは少ないんじゃないかなと想定しますとき

に、合併浄化槽が今後主流になっていくだろう

と考えております。

宮崎県は、まだまだ浄化槽の処理率が低いわ

けでございますので、あと５年後には83％とい

う数字が示されているようでございます

が、8,636万9,000円のことしの予算、これは３

年間で使われる予算と理解していいんですか。

それとも、毎年これぐらいつくということでい

いんですか。

○黒木環境管理課長 この予算は、平成27年度

の予算であります。事業は３年間なんですけれ

ども、後半２年間がどうなるかはちょっとわか

りません。

○徳重委員 この予算額は、何戸数を想定され

てるんですか。

○黒木環境管理課長 昨年度の実績で申し上げ

ますと、約1,900基補助しておりまして、その半

数が単独処理浄化槽等からの転換でございます

ので、約950基です。今年度も、その程度の基数

を見込んでおります。

○徳重委員 これからは、単独からの浄化槽、

新築については補助がないということですよね。

そうなりますと、もうちょっとふやしていいん

じゃないかなという気がするわけで。単独から

の切りかえっていうのはかなりふえると理解し

ていいんですか。

○黒木環境管理課長 この補助金につきまして

は、市町村からの要望を積み上げて、その金額

を予算化してるものです。市町村が950基ぐらい

を予定してるということでございます。

○徳重委員 そうすると、５年後には83％まで

引き上げる可能性は、この数字からでも可能と

理解していいんですか。

○黒木環境管理課長 83％というのは、合併処

理浄化槽だけじゃなくて、公共下水道等も含め

ての生活排水処理率です。平成32年度の合併処

理浄化槽の率は23.2％です。その23.2％を達成

するための基数に、十分見込めるということで

ございます。

○徳重委員 宮崎県は、非常にまだおくれてい

るような状況でございますので、このことにつ

いては、私は、もう前から何回も質問させてい

ただいておりますが、ぜひ頑張っていただきた

いと思っております。

○押川委員 関連で。今年度の新築時の合併処

理浄化槽の補助は取りやめるということであり

ますが、25、26年度はどのくらいの設置で、ど

のくらいの補助を出してたか教えてください。

○黒木環境管理課長 26年度、総基数が1,893基、

そのうち、新築が952基、くみ取りと単独を合わ

せて941基です。25年度、総基数が2,128基、新

築が1,196基、くみ取りと単独からの転換が932

基です。

予算額につきましては、平成26年度が１

億5,283万6,000円、25年度が２億42万2,000円で

ございます。

○押川委員 今回、新築時には、もうそういう

補助はつけないということで、利用者方にされ

ると、下水道があるところは下水道を利用され

るんでしょうが。今まで補助が出てたというこ
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とで、１基当たり、新築でどのぐらい出てたん

ですか。

○黒木環境管理課長 県の補助は、市町村が補

助した分について補助をしてるわけです。昨年

度の実績を申し上げますと、今、1,893基を県が

補助したと申し上げましたが、市町村の聞き取

り調査によりますと、市町村が補助してない基

数もあるわけです。それが、家庭用ですと約2,500

基程度。600基は市町村が補助してない状況です。

○押川委員 わかりました。そういうことで、

もう新たな新築ではやらないということで予算

がかなり減ってきてるわけですけれども、そう

いう中で、今、質問がありましたとおり、単独

あるいはくみ取り槽も市町村からの要望という

ことでありますから、これもなかなか経費がか

かるというようなことで、単独からなかなか合

併処理浄化槽に移行してないというのがやはり

結構多いんですよね。市町村との連携はどうい

う形の中で県はやっていらっしゃるのか、ちょっ

と教えてください。

○黒木環境管理課長 まず、市町村につきまし

ては、浄化槽の次年度の補助要望のときにヒア

リングをしますので、そのときに積極的に働き

かけてくださいということと、もう一つは、浄

化槽協会。浄化槽協会は、保守点検業者とか清

掃業者が加盟されてるんですけれども、特に、

保守点検業者は浄化槽の設置者と接触が多いも

のですから、その業者さんたちを活用して、単

独から合併への切りかえをお願いしているとい

う状況でございます。

○押川委員 大体、目標というものは先ほどあ

りましたから、それに伴ってやっていかれると

いうことでありますが、これで行った場合に、

例えば32年度で本当に83％まで上がるのかとい

うことは、計画としては間違いないということ

でよろしいですか。

○黒木環境管理課長 積み上げておりまして、

それに間違いございません。

○押川委員 ２の、市町村の合併処理浄化槽を

整備する場合ということで、今、市町村設置型

というのはどのような状況になってます。

○黒木環境管理課長 今、市町村設置型を導入

してるのは、宮崎市、日南市、綾町でございま

す。資料の10ページをごらんいただきたいんで

すが、市町村設置型の場合には、個人の負担金

は小さくなるんですけれども、市町村の負担額

が少し大きくなるということ。それと、市町村

がこの浄化槽を所有しますので、清掃、保守点

検、法定検査という、いわゆる維持管理もしな

ければならないという、そういう事務の煩雑さ

からなかなか導入が進んでない状況であります。

県としましては、維持管理が非常にうまくいき

ますので、市町村に対しては、これまでも働き

かけてまいりましたし、今後も導入していただ

くように働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○押川委員 やはり市町村も財政的にはかなり

厳しいわけですから、市町村の負担が多くなる

ということになってくると、なかなか市町村型

は、単独からあるいはくみ取りからなかなか変

換できないのかなという気がするんです。だか

ら、やはり新築のときにしっかりした予算をつ

けて、計画の中で、新しいものにはしっかりそ

ういう合併処理浄化槽を導入するんだというよ

うな姿勢がないとなかなか厳しいのかなという

気がするんですけれども、そこのあたりはどん

なですか。

○黒木環境管理課長 合併処理浄化槽について

も、10ページに示してますように、通常型と低

炭素型の２つがありまして、低炭素型、いわゆ
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る省エネ型を設置すると、国の負担補助率が３

分の１から２分の１、その分、市町村の負担も

減っていくわけです。これについても市町村に

積極的に働きかけてますし、現在、約90％ほど

がこの低炭素型になっております。

ただ、低炭素型だと、国の要件がございまし

て、１市町村に30基以上つけなきゃいけないと

いうことで、小さな市町村については、なかな

かこの要件を満たすことができませんので、来

年度の国の予算に向けて要望してまいりたいと

考えております。

○押川委員 しっかりそういう形の中で国のほ

うにも要望をしていきながら、やはり宮崎県と

して独自の浄化槽を普及させていく。あるいは、

単独から、くみ取りから変えていくようにスピ

ード感を持ってやらないと、なかなか。話を聞

くと、経費がかかるからもうこのままでいいよ

という人たちが結構いらっしゃるというふうに

聞くんです。それであれば、新しいのから入っ

ていったほうが、宮崎県のこの事業というのは

確率が高くなるかなというような気がしますの

で。また国のほうにも積極的に、新しい中でも

予算が取れるような形の中で努力をしていただ

きますようにお願いをしておきたいと思います。

○徳重委員 関連で。

この公共下水道が、これからどれぐらいふえ

ていくと予定されてますかね。

○黒木環境管理課長 10ページの資料で、平成25

年度が49.3％ですが、生活排水の基本計画によ

りますと、32年までに56％までに伸びるという

ふうに見込んでおります。

○徳重委員 56％といっても、まだ全国平均を

かなり下回っておりますよね。どうしても、先

ほどから出ていますように、これには行政が積

極的にかかわらないと、なかなか前に進まない

わけですから、もう少しスピードアップできる

ような努力をしてもらわないといけないなと考

えておりますし。

新築の場合はもう義務づけられておるわけで

すからいいとしても、今さっきから話が出てお

りますように、単独から合併処理浄化槽に切り

かえる努力を全県的にしていただかないと、一

部のところだけがよくても、上流から流れてく

れば一緒だということになりますので、ぜひ、

ひとつ川上のほうから川下まで、ほとんどの市

町村が同じようなレベルになっていただくよう

に努力をしていただきますようお願いをしとき

たいと思います。

それから、自然環境課の鹿の捕獲のことでご

ざいますが。年々被害が大きくなっておりまし

て、ことしも約1,000万円という大きな金額で補

助をされるわけでありますが、鹿の誘引狙撃法

というんですか、これが非常に効果を示してお

りますよね。恐らくそういう方向で進められる

と思いますが、宮崎県では、何カ所ぐらい計画

を立ててらっしゃるのか。

○下沖自然環境課長 この事業の実施につきま

しては、捕獲班の体制が不十分な地域、それか

ら鹿の生息密度が高い地域ということで、３カ

所を予定しております。

○徳重委員 場所、地域を教えてください。

○下沖自然環境課長 13ページの①の実施計画

策定等事業で、実施地域の選定等をやりまして、

それから実施方法の検討等を、大体７月ごろか

ら行いまして、実際に場所をそれで選定しまし

て、②の事業を大体10月から12月ぐらいに実施

しようと考えておりまして、場所の選定はこれ

からということで考えております。

○徳重委員 そうですか。霧島山系も非常に多

いわけでございますので、ぜひ、ひとつ入れら
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れるように努力していただきたいと思います。

それから、イノシシはどうなんでしょう。こ

ういう可能性があるものかどうか、お尋ねして

おきたいと思います。

○下沖自然環境課長 イノシシにつきましては、

有害鳥獣の被害もあるんですけれども、狩猟者

の捕獲意欲が高いということと、それから肉に

したときの歩どまりが結構あるということで、

かなりイノシシについては有効的に利用される

と考えておりまして。鹿の場合は、なかなか歩

どまりが悪くて、狩猟者の人気がないというの

もありまして、この事業を考えたところでござ

います。

○徳重委員 イノシシの被害、非常に大きいと

思うんです。イノシシもかなりふえてると想定

されるわけでありますが、実際、数はどれぐら

い想定されてるんですか。

○下沖自然環境課長 イノシシについては、環

境省のほうで調査をしておりますけれども、平

成24年度末で、全国の数字で約89万頭、九州で

は約35万頭ということで、各県別には統計は出

ておりません。

○徳重委員 九州全体ということになりますと、

大体積み上げていかなきゃいけないと思うんで

すが、宮崎県ではどれぐらいおるんですか。

○下沖自然環境課長 先ほど言いましたように、

調査方法というのがなかなか確立しておりませ

ん。県でも調査はやっておりませんで、環境省

の調査で35万頭という数字になっております。

○徳重委員 ぜひ、ひとつ、ある程度の数字を

把握されて、地域にどれぐらい生息してるかと

いうことぐらいは把握してなければ、捕獲の方

法っていうのもなかなか出てこないと。我々が

聞くところによると、鹿も大変ですが、イノシ

シのほうがひどいと言われておりますので、も

しわかっていれば教えていただきたいが、なかっ

たら、またひとつよろしくお願いします。

○下沖自然環境課長 イノシシも、被害がかな

りあると認識しております。捕獲数に関しまし

ては、鹿は先ほどの資料にありますとおり、２

万5,000頭ほどとっておりますけれども、イノシ

シについても約１万6,000頭弱は捕獲をしており

ます。

○徳重委員 山村の皆さん方がせっかくつくっ

たものが、最終的に収穫できないで終わるとい

うことになっては非常に申しわけないと思いま

すので、ぜひひとつよろしくお願いいたします。

○黒木委員 歳出予算書の134ページに、特定鳥

獣生息実態調査事業というのがあるんですけど、

これは具体的にどういう調査をするんでしょう

か。

○下沖自然環境課長 これは、今回、鹿の生息

調査を見直しましたけれども、その見直し方法

を全県下で行うための費用と、鹿の数の調査を

するための費用と、それから猿の頭数の調査を

するためのモニタリング調査とか、イノシシと

か鹿をどれぐらい捕獲したかという狩猟者に対

するアンケート調査の費用でございます。

○黒木委員 鹿は２万5,000頭ぐらい捕獲してい

るんですけど、そのうち、わなで捕獲している

のはどれぐらいでしょうか。今度、特命チーム

が食肉の利用法を考えるといった場合、県外の

状況を見ますと、わなで捕獲をして、電気ショッ

ク法で、そして運ぶというようなことも取り組

んでいるようですけれども、今後、指定管理鳥

獣捕獲等事業で新しい捕獲の方法を考えるとい

うならば、そういったところも考えた捕獲方法

の必要があるんじゃないかなという気がするん

ですけれども。

○下沖自然環境課長 わなで捕獲したものと銃
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で捕獲したものというのを、区別はしておりま

せんけれども、狩猟者の数でいきますと、わな

が2,600名、銃器を持ってる方が3,100名という

ふうな数字はございます。

わなと銃との捕獲の内訳はつかんでおりませ

ん。

○黒木委員 極めて少ないんじゃないかなとい

う気がします。銃とか、くくりわなですか。あ

あいうのがあって、囲ってというのは余りしな

いのかなというような……。はい、いいです。

○徳重委員 森林経営課にお尋ねしたいんです

が、苗木の生産が非常に間に合わない状況にあ

るという、うれしい悲鳴というか、そういう気

持ちなんですが。

そこで、この苗木の生産というのは二、三年

で更新をずっとしていくわけでありますので、

事業主体を県とか種苗組合とか森林組合とかに

お願いするんでなくて、山村の方はほとんど土

地を持っていらっしゃるわけですから、林家の

方にお願いして苗木の生産をさせたらいかがか

なと思ったところです。所得があると、二、三

年で更新していくというようなことになってい

くと思うんです。そこ辺を考えられたことはな

いものかなと思ったものですから。現金収入と

いうようなことで、それができないのかどうか。

○西山森林経営課長 苗木の生産につきまして

は、最近足らないということで、委員おっしゃっ

たとおりでございまして。現実に、植える人が

自分たちで穂をとって苗をつくってる方々も、

既にいらっしゃいます。この事業も、事業主体

のところで、後ろのほうに「等」となっており

ますけれども、この中には、そういう協業体と

いいますか、何人かで集まってやるとかいうこ

とであれば、この事業でやれると思っておりま

す。

○徳重委員 生産をして採算が合うものかどう

か。10アール単位で考えた場合、例えば、穂木

をとって自分で苗木を生産して、どれぐらいに

なるものか。

○西山森林経営課長 苗木は、今、杉が１本72

円で売れております。生産者の方々を集めた組

合が、樹苗農業協同組合。１人でやるとなかな

か大変なので、生産の技術も向上させて、販売

もみんなで一緒にやりましょうということで組

合等をつくっております。その中で苗木の生産

というのは、規模にもよりますけれども、林業

関係の中ではもうかるといいますか、希望のあ

る職種というふうに考えております。

そういうことで、おっしゃったように、本業

として苗木を植える人もそうですけれども、こ

の間も、建設業の方が苗木の生産に取り組みた

いということでうちにも参っておりますので、

そういう方々には、うちのほうとしましても情

報提供なり技術支援等々、この補助事業等もそ

うですけれども、もちろんこういう事業がある

ということも説明をしたところですが、そうい

うことで取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○徳重委員 耕作放棄地等がかなり出てるとい

う状況の中では、ぜひ、これを何とか林家個人

の所得につなげられるような体制づくりをして

ほしいなと思ったところです。

○押川委員 みやざきの森林循環利用推進事業

ということで、新たにこういったもので山づく

りをされるということでありますけれども、イ

メージとしては、集成材関係だから杉を植えて、

その間に早生樹を植えるというような形でいい

んだろうというふうに思いますが、これはどう

いう形で植栽をしていけばこういうものができ

るのか、ちょっと想像がつきませんので、話を
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してください。

○西山森林経営課長 ここに絵を描いておりま

すけれども、一番左、現在、杉とかの単層林、

杉を植えて皆伐してという取り組みをしていま

す。今後はそういうところを切った後に広葉樹

を生やすとか、早生樹で、広葉樹だけを植えて

それを利用するとかいうイメージでございまし

て。委員がおっしゃいましたように、杉と杉の

間に広葉樹を植えるというのもありますけれど

も、ここで考えていますのは、今、ちょうど杉

が主伐時期に入っておりますので、この切る時

期にまた杉を植えていいのか。一遍植えますと40

年は切れませんので、杉でいいのかどうかをき

ちっと今検討しましょうということでやってお

ります。

ですから、先ほど徳重委員からもありました

けれども、耕作放棄地を活用して、例えば成長

の早い木を植えるとか、適地適木といいますか、

そういうのを、今回この事業で検討していきた

いということでございます。

○押川委員 そういうところで、多分、モデル

という形でされるんでしょうけれども、山は山

としてそういう早生樹等を植えて、耕作放棄地

あたりはセンダンとか柳とか、そういうものを

植えられて。このバイオマス関係の材料であっ

たり、あるいは畜産関係のおが粉あたりも、今、

相当少ないということですから、そういったこ

とに利用されるんだろうと思います。こういっ

たことは、例えばどこがするのか、個人がする

のか、あるいは森林組合あたりに委ねていかれ

るのか、そこあたりをもう少し詳しく。

○西山森林経営課長 この事業につきましては、

そういう検討については委託でやろうと思って

おります。当然、その中の委員としては我々県

も入って、いろいろ助言といいますか、意見も

述べていきたいと思っております。

○押川委員 考え方としては理解できるんです

が、この宮崎の山とかそういうものを想定した

ときには、やはり材として適地じゃないところ

が結構あるんです。だから、材として適地であ

るところはしっかりそういうものを植えて、そ

うでないところは広葉樹とかそういうものに分

けるという形でしていかないと、こういった紛

らわしいことをしても、なかなか管理が大変だ

ろうと思ってるんです。それよりは、もうすっ

きり、宮崎の山づくりはこういう方向で行くん

だということをやはり計画の中に持ってやられ

たほうがいいんではないかなという考え方をし

ておりますので、できればそういう方向でお願

い申し上げたいと思います。

それから、耕作放棄地、これは、条件として

は、例えば農地の除外とかいったものをしてい

かなくちゃならないんですが、想定される耕作

放棄地に植えられる早生樹はどういったところ

を想定すれば可能なのか、ちょっと教えてくだ

さい。

○西山森林経営課長 今、先ほど言いましたセ

ンダンとか、そういう成長の早いところという

ことで考えていますけれども、おっしゃったよ

うに、農振地域とか耕作放棄地でもいろんな法

律がありますので、これについては、当然農政

水産部と連携しながら。

それと、委員がおっしゃいましたように、こ

の事業を考えた一つは、畜産関係の敷料等が足

らない。そこについては、早生樹でおがくずに

回すとか、そういうのもあるんじゃないかとい

うことで、いずれにしましても、そういうとこ

ろを含めて農政水産部と連携して取り組んでい

きたいと思います。

○押川委員 これも、中山間地じゃなくて、私
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たちの平場のところでも、山裾、条件不利地と

いったところは、自己保全ということで、もう

放置されているところがやはり相当あるんです。

それと、迫田。こういったところは、農振地あ

たりを除外できるのかできないのか、ちょっと

わからないけど、農政に聞くと、そういうとこ

ろは大丈夫ですよとは言うけれども、結局、自

己保全管理になってる部分あたりは、なかなか

農振地除外ができてないのかなという気がしま

すので、それはしっかり農政と、あるいは市町

村あたりと協議をしていただいて、そういう対

策をやはりやってもらわないと。これから５年

先、10年先、もう高齢化の中で後継者がいない

状況ですから、どういう形でそこあたりを利用

するかということもしっかり考えていかないと、

荒れ果ててきて、もうどうもこうもならない。

今でも、５年、10年放置した水田は、もう木が

生え、竹が生えてきてるわけですから、個人で

しろと言ってもなかなか。これはもう、機械あ

たりを入れて制度化していかないと。そういう

状況が多いということを理解していただいて、

事業に取り組んでいただきたいと思います。

それから、141ページ、未利用間伐材利用促進

対策及び森林路網の整備という中で、未利用間

伐材利用促進対策事業と間伐推進加速化事業と

いうのがありますけれども、これをちょっと教

えてください。

○西山森林経営課長 まず最初、資料の141ペー

ジですが、１の未利用間伐材利用促進対策事業

につきましては、原則としまして35年生以下の

山の間伐をするという事業でございます。通常、

公共事業でも間伐はできるんですけれども、今

回、国の補正がなかなか、加速化の話もありま

したけれども、そういうことで予算が非常に厳

しいということで、今回、この事業を、国のほ

うで非公共事業で間伐をするという事業を仕組

んで、うちもこれに乗っかろうということでご

ざいます。

２の間伐推進加速化事業につきましては、そ

の間伐のために必要な作業路、道を抜きましょ

うという事業でございます。

この２つを合わせて、間伐をより進めていこ

うということでございます。

○押川委員 わかりました。この事業で、27年

度はどういうところをどのくらいの面積でやっ

ていかれるような計画があるのか、ないのか、

ちょっと教えてください。

○西山森林経営課長 今、数字的に計上してる

のが600ヘクタールぐらいを、この補正の分で実

施しようと考えております。市町村森林組合等

に要望をとりまして、ある程度出てきて、交付

決定等をしたところでございます。

○押川委員 どこらあたりで。

○西山森林経営課長 どの地区というよりも、

県下で間伐をやるところ全部が対象になります。

○押川委員 市町村から、そういう要望等があ

ればあげるということでよろしいですか。

○西山森林経営課長 今回は１億5,000万の増額

補正をお願いしておりますけれども、前年度の

補正で６億円ついておりますので、合わせて７

億5,000万の予算がございますので、十分要望に

応えられると。今、４億5,000万ぐらい要望が来

ておりますけれども、まだ余裕がありますので、

県としても市町村、森林組合等に働きかけてま

いりたいと考えております。

○渡辺委員長 関連はありますか。

○太田委員 先ほどのみやざきの森林循環利用

推進事業でありますが、今の押川委員とのやり

とりでイメージがだんだんわかってきたんです

けど、これだけでは何のために─例えば、セ
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ンダンという言葉も一般質問でも出てきて、ど

ういうことかなと思いながら聞いてたわけです

が。

畜産との関係もあるというようなこともあり

ましたよね。なるほどなということもありまし

た。例えば、昔から言われてるのはモザイク林

とか、そういう考え方もありましたよね。セン

ダンとかそういったものを杉の中に植えていく

というのは、例えば保水能力を高めるためとか、

山の崩壊を防ぐためとか、それからバイオマス、

有害鳥獣被害、そういったのを避けるためとい

うか、有害鳥獣を山に戻すためにも、そういっ

たところに広葉樹とかいろいろ植えとかないと

いかんねとかいう、何かそんな思想があるのか

なと思って。ただ、畜産というのを聞いて、あ

あ、なるほど、そういう意味で植えられるんだ

なと思いますが、そういった保水能力とかいっ

たものを含め、何かこの説明の中に、あるとす

るなら書いていかないとわかりづらいかなと

ちょっと思ったところです。

○西山森林経営課長 この事業は、事業名にあ

りますように、循環利用推進事業ということで

ございますので、あくまでも木材を利用するサ

イドに立った事業ということで理解をいただき

たいと思います。

委員がおっしゃいましたように、広葉樹を含

めて、そういう多面的な機能、水源涵養機能と

か鳥獣対策、そういうのを含めた全体的な森づ

くり、これも非常に大事だと思っておりますけ

れども、今回の事業では、あくまでも利用に重

きを置いてということで、今までのスギ、ヒノ

キももちろんですけれども、そのほかに、成長

の早い木を植えてバイオマスの原料として使う

とか、のこくずの原料として使うということで。

例えば、今言いましたセンダンは、材として

も非常にきれいでかたくて、利用も多いという

ことでございますので。あと、ここには書いて

ませんが、成長が早いということでユーカリと

かも考えてるんですけれども、そういうのはと

にかく太らせてバイオマス原料とするとか、そ

ういうふうに、樹種によっていろんな使い方を

考えていこうという事業でございます。

○太田委員 そうでしたね。利用することなん

ですね。一般質問でも化粧材とかいう話が出て、

なるほど、そういうことかなと思いました。わ

かりました。

最後になりますけど、今度は、未来へつなぐ

森づくりパートナーシップ推進事業。これは県

内外の企業と何らかの提携をしてということだ

ろうと思いますが、これは、例えば旭化成とか、

もうこういったパートナー事業で植林なりをさ

れてるように聞いてるんですが。これは新規事

業でありますが、パートナー事業として何かあっ

たんじゃないですか。

○西山森林経営課長 今、委員がおっしゃいま

した事業は、旭化成とか、企業の方々が皆さん

と一緒になって山をつくっていきましょうとい

うことで、例えば、旭化成は延岡にありますけ

れども、日之影にとか、上流のところに木を植

えて、水源涵養機能とか、そういうのを発揮さ

せましょうということで、植えることが目的と

いいますか。

今回、うちのパートナーシップ事業につきま

しては、ここにありますように、造林経費。今、

なかなか木材価格の低迷等で、森林所有者は非

常に厳しい状況にありますので、植える費用を

出してくれる企業を探して、植えたら、最後に

収入を得るときに、例えば、費用負担者が４割

もらえます、土地所有者が６割もらえますとか、

そういう収穫をしたときに分収をしましょうと
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いうところが、委員がおっしゃったのとは違う

ところでございます。

○渡辺委員長 関連でありますか。

○黒木委員 関連してちょっと。

製材所から出るおがくずは、今、どういう状

況になってますか。足りない、値段が高い。あ

る養鶏農家では非常におがくずが少なくて、環

境が悪くなってるという指摘も聞くんですけれ

ども。実際、木材の流通センターとかに、おが

くずにするような材料、もう用材としては使わ

ないような材料を探しに行ってる人もいます。

私も、連れられて行ったこともありますけど、

そういう非常に深刻な状況じゃないかなと思う

んですけれども。

林業関係者の中には、木材価格が7,000円を

割ったときに畜産農家からも協力してもらった

んだと、何とかしておがくずを提供すべきだと

いう話を聞くんです。今のおがくずの状況はど

うなっておりますでしょうか。

○石田山村・木材振興課長 畜産敷料用のおが

粉につきましての御質問だというふうに理解し

てございます。

畜産敷料用のおが粉につきましては、委員御

指摘のとおり、いわゆる製材工場で製材のとき

に発生するおが粉というのが大半を占めてござ

います。75％を占めていると理解してるところ

でございます。

一方で、先ほど委員からお話がございました

ように、例えばＣ材ですとかＤ材ですとか、市

場などでいわゆるくずとして扱われるようなも

のを細かくして、おが粉にしてるものが25％あ

るというふうに考えてるところでございます。

26年度でございますが、おが粉全体の出荷量

につきましては、約55万立方ほどございまして、

このほとんどが畜産の敷料用のおが粉に使われ

ているという状況でございます。

御指摘のとおり、ことしの年初めぐらいから

おが粉が不足してる、もしくは高くなってると

いう声が上がったという状況にございまして、

早速、農政水産部と連携いたしまして、まず、

どのぐらい足りないのか、もしくはどのぐらい

値段が上がってるのかという実態調査を、今、

実施してるところでございます。特に、製材工

場から発生するものにつきましては、これまで

のおつき合いといいますか、関係もございます

ので、引き続き、畜産農家さんに供給されてる

と伺ってるところでございますが、残りの25％、

端材ですとか、そういったものを細かくしてお

が粉を製造している業者さんにおきましては、

やはり原木価格、特にＣ材、Ｄ材の価格が上がっ

てるということに伴いまして減産されていたり、

もしくは廃業していたりという状況も見られる

ところでございます。

このため、農政水産部と連携いたしまして、

製材工場に対する協力要請を早速行うとともに、

支庁ですとか農林振興局単位におが粉の相談窓

口を設けまして、いろいろとその相談を受けて

いるところでございます。

また、国有林ですとか、関係企業等と連携い

たしまして、林地残材の情報提供、また竹のチッ

プですとか、これは児湯のほうでございますけ

れども、シイタケをとった後の廃ほだ木、こう

いったものを活用したおが粉、これを畜産農家

さんに使ってもらって、使えるのかどうかといっ

たような実証も、今、進めてるところでござい

ます。

○黒木委員 価格も相当上がってるんでしょう

かね。

○石田山村・木材振興課長 まず、先ほど25％

ほど全体の量を占めると申し上げました、いわ
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ゆる原木を買ってきて細かくするものにつきま

しては、今、原木価格が昨年度比でやはり６割

ぐらい上がってるという状況だそうでございま

すので、それに伴いまして、おが粉の値段とい

うのも、そこまでの額ではないんですけれども、

上がっているという状況にございます。

○黒木委員 当然、バイオマスとの取り合いと

いうのもあっての影響だと思いますし、これは

宮崎県だけじゃなくて、全国的にそういう話が

ありますから、農政のほうと連携して、畜産農

家が困らないように対応を考えていただきたい

と思います。

○渡辺委員長 質疑の途中ですけれども、お昼

が近づきつつありますので、残りの質疑につい

ては午後１時から再開をしたいと思いますので、

ここで一旦休憩といたします。

午前11時51分休憩

午後０時58分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

○徳重委員 自然環境課にお尋ねします。

131ページなんですが、ふるさとの宝というこ

とで巨樹古木の保全事業が140万。県内に、この

予算で実施しようとされてる巨木は、どれぐら

いあるもんでしょうか。

○下沖自然環境課長 今、県では、巨樹古木と

いうのを、百選ということで指定しております

けれども、昨年は１本治療を行いまして、今年

度、予算上で予定しておりますのは、４本程度

を治療等しようということで考えております。

○徳重委員 140万3,000円というのは、治療費

ということですか。

○下沖自然環境課長 県内にあります巨樹古木

等の診断とか治療、それから県の木に指定され

ておりますフェニックス、これの防除について

実施するものでございます。

○徳重委員 神社仏閣等に、非常に大きな巨木

がたくさんあるわけです。これは全く入ってな

いんですか。

○下沖自然環境課長 これは、市町村のほうに

事業の要望をとりまして、こういった指定され

た木でなくても、神社仏閣等で貴重な樹木があ

れば申請いただきまして、治療に当たりたいと

考えております。

○徳重委員 風の被害しかないかなと思うんだ

けど、こういう巨木が倒れたりしたときの処理

はもう全部、神社なりあるいはその地域が─

処理の方法は何かあるもんですか。

○下沖自然環境課長 これは、まだ生きている

ものに対して保存を図るものですので、倒れた

ものについての処分というのは、この事業では

考えてないところでございます。

○徳重委員 倒れたときの処理はどうなるもん

でしょうかというのを聞いてるんですが。

○下沖自然環境課長 個人の所有物ですので、

個人で処理していただくということになると考

えております。

○徳重委員 治療は、樹木医なりが治療するわ

けです。それが台風等で倒れたりしたときのこ

とを言ってるんですが、本人あるいは神社なり

が全部とるという理解でいいんですね。

○下沖自然環境課長 そのように理解していた

だいて結構だと思います。

○押川委員 自然環境課の中で、昨年２月に、

国からの補正予算というのが来てると思うんで

すが、例えば131ページの山地治山事業費６

億8,000万円ほどあるんですが、この中で、国か

ら来た部分というのは、どのくらいの事業費の

中で今回補正と肉づけと合わせてやっていらっ

しゃるんですか。
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○下沖自然環境課長 昨年の山地治山事業、一

番下です。26年度当初が27億1,500万円でござい

まして、26年度最終予算が22億1,077万円で、２

月補正で２億791万1,000円の追加補正があった

ところでございます。

○押川委員 その中で、せっかく経済対策とい

うことで、国のほうからこの予算というものが

来てるわけですよね。ちょっと業者の方々の話

を聞くと、なかなか公共事業の発注が少ないと

いうことで。平準化をこれだけ言ってるのに、

なぜ２月ぐらいに来てるのがまだ発注されない

のかということで、かなり経営的にも大変だと

いう声を聞くわけです。このおくれてる理由と

か、そういったことをちょっと教えてください。

○下沖自然環境課長 予算はいただくんですけ

ど、国への事業申請から、国の事業の箇所の内

示と言われますのが５月ぐらいになりまして、

それから設計等を組みまして発注しますので、

その関係で時期が若干遅くなりまして、発注が

おくれるということになります。これにつきま

しては、国のほうに早目に事業の箇所の決定を

いただくようにということで要望してるところ

でございます。

○押川委員 予算はそういう方向で早目に来る

けれども、箇所等の指定あたりがおくれてると

いうことでいいわけですね。

○下沖自然環境課長 はい、そのとおりでござ

います。

○押川委員 環境においては、この議会等では、

この事業を早速もう発注されるわけでしょうか

ら、大体この事業の中で、いつぐらいからそう

いう公募に入るんですか。

○下沖自然環境課長 事業の申請のほうは、も

う済んでおりまして、あとは国のほうからの内

示が来まして事業を実施する段階になりますの

で、なるべく早目に取りかかりたいと考えてお

ります。

○押川委員 はい、ありがとうございます。そ

れと、本年度の当初あたりとの絡みというもの

は、昨年と比べてどのような増減があるのか、

そこらあたりもちょっとお聞きをしておきたい

と思います。

○下沖自然環境課長 済みません、しばらくお

待ちください。

○渡辺委員長 後で回答で大丈夫ですか。

○下沖自然環境課長 後ほど。

○押川委員 林業公社について、ちょっとお尋

ねをしたいんですが、よろしいですか。

第３期計画の中で、先ほど説明がありました

とおり、２億7,500万円前後の不足金が出るとい

うことで、県の貸付額の増額と公社自身が集め

られる金でということで、27年度も経営的には

マイナスということになるわけでありますが、

これは、計画としてはどうだったんですか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 平成19

年の時点で、公社の存続について、存続・廃止、

そういったデメリット・メリット、あと、県の

負担といったことで検討して、存続ということ

になったわけですけど、存続を決めた時点で、

公社のほうで平成20年から29年度までの第３期

経営計画というのをつくっております。

その計画に従って、経営改善に取り組んでき

たわけですけど、平成20年ごろ、リーマン・

ショックがありまして、そういったものの影響

で木材価格が大きく下落しております。その結

果、見込んだ伐採収入が得られないということ

で、一番上にあります、三角で示してあります

けど、こういった収支不足が生じるということ

になりまして、やはり平成21年に価格的に大き

く下がってるわけですけど、その分の影響が大
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きかったと考えております。

○押川委員 その中でも、県の貸付金の増額と

いうことで、今回こういう形で我々に報告があ

るわけでありますけれども。市町村貸付金の借

り入れ8,200万円、これは12市町村でしたかね、

借り入れ状況についてはどうなんでしょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 公社社

員であります12の市町村に支援をお願いしてお

りまして、その額が、ここに出てますけど、４

億9,200万円ということで、それについては、４

分の１を均等割に、あと４分の３を面積割とい

うことで、それぞれの市町村にお願いしており

ます。

○押川委員 面積割ということで、市町村はも

う了解済みということでよろしいんですか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 それぞ

れの市町村から御了解いただいております。

○押川委員 これでいくと、林業公社というの

はプラスになるのかなと、やはり我々は心配を

するんです。毎年こういうことで、期ごとにい

ろんな計画を立てられるけれども、やはりなか

なか黒字の方向に行かないという見方をさせて

もらうんですけれども。現在、この26年度まで

の貸付金合計というのは、もうほとんど変わら

ないということで理解をしてもよろしいですか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 県から

の貸付金については、23年に見直した際に、そ

れまでに予定してた分に上乗せして貸し付ける

ということで、その分が、８ページの表でいき

ますと、Ｄの欄で増額するということで。24年

度の時点で年度末の資金残高１億5,000万円を確

保できるようにするということで、それに基づ

いて貸付額を決めてます。それ以降の年度につ

きましては、単年度収支はゼロということで、

計画の最終年度であります29年度まで、その１

億5,000万円の年度末資金残高を確保するという

計画で貸し付けを行ってるということです。

○押川委員 例えば、この林業公社自身の経営

努力ということで、平成24から平成26で１

億2,300万円、これが27年度の計画では約半分ぐ

らいですよね。これはどういう見方をすればい

いんですか。単年度で6,500万円ぐらいしかない

ということですよね。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 公社自

身の経営努力の部分につきましては、効率的に

間伐ができて、搬出もできる列状間伐とか、あ

と帯状複層林の導入とか、あと間伐材を市場に

出すんじゃなくて、直接工場のほうに運び込む

直納というような、そういった経営努力をやっ

て収入の確保を図っていこうということで、そ

れをこの計画期間の中でやるということで、27

年度につきましては6,500万円ということでござ

います。

○右松委員 私も、公社の件で関連で質問なん

ですが。県の負担を最小限に抑えていくという

ことと、県民の監視のもとで情報公開をしっか

り透明性を高めてやっていくという条件で、公

社が存続になったわけなんですが。先ほどの押

川委員の関連なんですけれども、結局、収支不

足をいかに減らしていくかというふうに考えた

ときに、一番上の単年度の資金不足額が、ここ

がやはり27年度で２億7,569万円、24年から26年

度が単年度で単純に割ると２億5,000万円と。そ

れから、28年から29年、単年で単純に割ると２

億2,765万円ということで、やはりこの収支不足

をいかに減らしていくかということだと思うん

ですが。

一方で、2013年度の収支が経営改善計画を上

回る1,000万円の黒字になる見込みということで

報道がされて、私はその後どうなったのかわか
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らないんですけれども、この辺の経営改善計画

を上回った収支改善ができたのかどうか。2013

年あるいは2014年、このあたりをちょっと教え

てください。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 まず、

一番上の収支不足のところでございますけど、

これについては、平成23年度の段階で、その当

時一番安かった平成21年の単価を使っておりま

すので、厳しい見通しになっております。

それぞれの各年の収支につきましては、平成27

年度についてみますと、間伐あたりの実績が少

なくなってるんですけど、主伐のほうの面積と

か、単価とかがよかったということで、27年に

ついては1,800万ぐらいの黒字という状況です。

あと、26年度につきましては同じく、そういっ

たことで、今、1,800万です。そして、25年度に

つきましては、やはり公売収入が順調にいった

ということで、※2,700万ほどの黒字という状況

になっております。

○右松委員 あくまでも経営改善計画と比較を

したときの黒字だとは思うんですが、いずれに

しても、単年度の資金不足額がふえていく中で、

第３期経営計画では12億3,379万4,000円が資金

不足になるという計算でいくと、負債総額が公

社存続ということになったときに、340億の累計

負債にこれをプラスしていくという、累計負債

がふえるということでよろしいでしょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 先ほど

申し上げましたけれども、一番上の資金不足額

の欄は、その当時、一番安かった21年度の単価

で試算したときに、こういう資金不足の状況に

陥るということで、そういう見通しが立ったも

んですから、その時点で公社の経営の見直しを

しまして、厳しい状況にありますけれども、県

民の負担が一番少なくなるということで、最終

的に公社の存続ということを決めたわけです。

そのときに、県の貸し付けとか公社の努力とか

やっていこうということで、この一番上の三角

の部分、収支不足が発生しないようにというこ

とで、それに向かって県とか市町村の支援をし

たということで、全体の債務残高がこれでふえ

るという状況ではございません。

○右松委員 存続した理由は、結局、解散した

ほうが35億から47億の負担増になるということ

で、存続になったわけですよね。だから、存続

になったのはわかるんですけれども、結局、平

成80年度が最終年度ということであれば、今後53

年間、同じような形が続くということになれば、

累計負債がどうなっていくのか。そこをやはり

できるだけ抑えていくために、単年度の収支不

足をできるだけ少なくしていくということだと

思うんですけれども。そこをもう一度確認した

いと思います。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 長期借

入金の債務残高につきましては、現在341億円ご

ざいます。これについては、25年度末がピーク

となってまして、26年度から若干ずつ減ってき

ている状況です。

○右松委員 26年度、若干減ってきたと言われ

ましたけれども、見通しはどうなんですか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 今、市

中銀行とかの借入金は、利率の高い部分とかが

あるんですけど、低利の公庫の資金がありまし

て、そういったものに借りかえとかをして、利

子負担というのを軽くしていっております。新

たな借り入れというのは、県からの償還に係る

資金、あと、先ほど言いました公庫への借りか

えに使う資金ということでありますので、これ

から債務残高が大きくなっていくということは

※38ページに発言訂正あり
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ありません。

○右松委員 この改善計画に対してどう進捗し

てるのかをもう少しわかりやすく表記してもら

わないと。やはり、県民のいろいろな意見があ

る中で存続になった、かじを切ったわけですよ

ね。確かに、解散するよりかは存続のほうが、

負担が35億から47億は軽減になるということで

存続しましたけれども。

ホームページでいろいろ私も確認させてもら

いましたけれども、貸借対照表でしょうか、も

う少しわかりやすく資料として出してもらわな

いと、これを見ても、かなりいろいろ計算して、

今説明があっても、最初の概要説明ではなかな

かわかりづらかったんです。

だから、やはり県民にしっかりと、先ほど言っ

た２つの条件、県の負担を最小限に抑えていく

ということと、わかりやすく、県民監視のもと

でしっかりと情報公開していくということの条

件の中で存続したわけですから、もう少しわか

りやすく資料をつくってもらうことを要望させ

てもらいたいと思います。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 おっ

しゃるとおりだと思いますので、今後は資料の

つくり方も工夫をしたいと思います。

○右松委員 再度、申し上げますけれども、や

はりあくまでも第３期計画と、そして今度また

第４期計画が来るわけですけれども、この計画

に対してどう進捗してるのか。あと収支の部分、

このあたりを一目瞭然でわかるように、資料を

今後つくってもらうことを重ねて要望します。

○渡辺委員長 では、先ほどの自然環境課の分、

よろしいですか。

○下沖自然環境課長 先ほどの、国の山地治山

事業、林野の補助公共事業の国の予算の状況で

ございますけれども、資料にもありますけれど

も、山地治山事業が22億9,245万7,000円、保安

林整備事業が３億963万5,000円でありまして、

約26億の予算を確保してるところでございます。

国のほうの内示が、それに対しまして約85％の

国費の部分しか入ってきておりませんので、こ

れについてはまた強く国のほうに要望してまい

りたいと思います。

それから、今後の発注の計画でございますけ

れども、補助公共事業につきましては、６月末

で40％、９月末で60％の契約率を目標にという

ことでやってるところでございます。

○押川委員 できるだけ早目に発注をしてもら

うように。今、６月で40％とか、そういう数字

も出てきましたので、できるだけ早目に発注し

ていただきますように要望しておきたいと思い

ます。

○有岡委員 林業公社の関係でお尋ねいたしま

すが、平成26年の林業公社のあり方について検

討した結果、存続させるという結果だったと。

これはもう皆さん周知してるんですが、第３期

経営計画の確実な実行に努めるということで、

今、進んでるわけですが、現場で働くプロパー

といった方たちが定年を迎えるということで心

配するんですが。要するに、現場の方たちがこ

れからの計画をつくっていかれるわけですので、

そこ辺の人材の確保というのはどのような状況

か、お尋ねしたいと思います。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 公社の

プロパーと言われる職員の方は、今、２名いらっ

しゃいます。１名は、今年度からプロパーとし

て採用した方です。

あと、公社の経営支援ということで、県の職

員も現在３名体制で入って、一緒になって取り

組んでいるところでございます。

○有岡委員 そういった方々が、現場で一番悩
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みながらも計画をつくっていかれるでしょうか

ら、ぜひ、育てていただくことを含めてお願い

したいと思っております。

続けて、環境森林課に５ページをお尋ねして

いきたいと思いますが、串間市の本城小学校、

ソーラー式の街路灯を設置してるとありますが、

これはこの事業の中で街路灯というのも含まれ

ていくのか、また何基、例えばＬＥＤを使って

るとか、そこ辺の詳しいお話をいただきたいと

思います。

○川添環境森林課長 今、有岡委員からありま

した５ページの串間市の本城小学校のソーラー

式街路灯、これは避難する小学校の校舎の前に

３基の設置計画がございます。

おっしゃるとおり、ＬＥＤを使った形で避難

所の周りを明るくするという目的でございます。

○有岡委員 各学校でもそうですが、やはり避

難灯がないと、夜、なかなか現場に行けないと

いった声も当然あるわけです。この事業が、来

年ではありますが、今後、こういう街路灯の要

請があれば対応すると考えてもよろしいんで

しょうか。

○川添環境森林課長 この事業は、事業期間の

ほうが24年度から28年度になってまして、24年

度に積み立てました基金で実施することになっ

てます。実質は、27年度までが大体。あと残金

がもうほとんどないもんですから、新たにソー

ラー式の街路灯をつけるということになれば、

残金のうちで28年度に展開する。大きく展開す

ることは難しいですけれども、市町村等のほう

から要望があれば対応はできますが、先ほど申

しましたように、大規模な事業はちょっと難し

いかなと思います。

○右松委員 私も、県のこの事業について伺い

たいんですけれども、事業予算額が5,987万7,000

円ということで、期間が５年間ですけれども、

これは単年度1,200万程度で５年間ということで

いいのか。それとも、単年度で、あとは継続コ

ストという面なのか。そこをちょっと教えてく

ださい。

○川添環境森林課長 先ほどから、資料の見方

が見づらくて大変恐縮ですが、あくまで27年度

で5,987万7,000円ということで、日向市の日向

中学校が3,000万、本城小学校は2,961万3,000円

という形で、本年度中に終わる計画でございま

す。

○右松委員 これは、大規模災害に非常用電源

として使用するとか、非常に意義のある事業だ

とは思ってます。

そういった中で、発電量と導入コストを比較

させてもらいたいと思ってまして、ちょっと細

かい話になりますけど、発電量はわかりますか。

○川添環境森林課長 今の計画でございますと、

日向中学校も本城小学校も、出力でいきますと10

キロワットという形で考えてます。

蓄電池のほうがそれぞれございまして、日向

のほうの蓄電池が15キロワットアワー、本城も

同じく15キロワットアワーの蓄電池を整備する

計画でございます。

○右松委員 出力でそれぞれ10キロワットとい

うことで、これは資源エネルギー庁のほうで１

キロワット当たりのシステム価格というのが出

てまして、それでいくと、１キロワット当たり53

万円という導入コストが書かれてあるんです。

先ほど、蓄電のほうも話がありましたけど、そ

こはちょっと調べてみないとあれですけれども。

いずれにしても、この導入に当たって、でき

るだけコストは抑えるというのは当然考えてお

られると思うんですが、入札でこれは決められ

たのか、どういうふうな形で業者さんが決まっ
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たのか、そこをちょっと教えてください。

○川添環境森林課長 まず、補助事業でござい

まして、市町村に補助してますので、市町村の

ほうで間違いなく入札手続等を実施してます。

それと、単価のほうは、発電機のほうが大

体1,500万円で、蓄電池のほうも大体1,500万円

というような形の計画が、両施設からは上がっ

てきてるところでございます。

○右松委員 わかりました。これは、あくまで

も統計的なもので出されてるものですから、１

キロワット当たり53万円ということであれば、10

キロであれば530万円ですよね。ということは、

まあ……。

○川添環境森林課長 太陽光のパネルと蓄電池

だけじゃなくて、設備工事等も含んでおります

ので、若干高目になってます。

○右松委員 そこは、先ほど説明がされたとお

りですから。パネルと蓄電と、もう一回説明を

もらっていいですか。

○川添環境森林課長 太陽光パネルのほうに、

日向中学校のは1,500万円、物だけではなくて、

設備設置の費用も含んでということです。それ

と、蓄電池のほうも、物と設備費を含んで1,500

万円という形で計上してます。

串間市につきましては、太陽光発電のパネル

のほうに1,314万7,000円を想定してまして、蓄

電池のほうには901万5,000円という形で今、計

上させていただいております。

○右松委員 私が言いたいのは、できるだけ導

入コストをやはり低く抑えたほうがいいんじゃ

ないかという話をしてるわけであって。ですか

ら、それは細かく算出すればこちらも計算はし

ますけれども、そこまではする必要ないと思っ

てますので。

いずれにしても、そこはきちっと市町村のほ

うにまた伝えてもらうといいのかなと思ってま

す。いい事業ですから、それも踏まえてやって

もらうといいのかなと思います。

○有岡委員 環境管理課と循環社会推進課に絡

むと思いますが、ダイオキシン。

ページで言いますと123ページの、国の補助事

業でダイオキシンの実態調査という予算が組ん

であります。127ページに行きますと、ダイオキ

シンの濃度測定監視事業ということで1400万円

ほど組んであるわけです。ダイオキシンの発生

という実態があって、対策が必要だということ

でこういった予算が組んであるのか、まず、そ

こら辺の流れをお尋ねしたいと思いますが。

○黒木環境管理課長 これにつきましては、環

境省からの委託事業で、環境中のダイオキシン

を測定するものです。ダイオキシンは、平成12

年に規制する法律ができまして、大気、水質、

土壌とか、そういうものについて測定するとと

もに、排出するところにも基準がかかっており

ますので測定するというものです。この123ペー

ジのものについては、環境中のダイオキシンの

測定ということでございます。

○温水循環社会推進課長 127ページのダイオキ

シン類等濃度測定監視事業について御説明をい

たします。

これについては、ダイオキシン特措法の中で、

行政検査等をして、ダイオキシンを排出してお

ります焼却施設、それと管理型の最終処分場の

放流水の中に含まれる、あるいは地下水も含め

ますが、そこの中に入っているダイオキシンに

ついて、行政として検査をする、そういう予算

でございます。

○有岡委員 お尋ねしたかったのは、例えば26

年度、そういった基準を超える現状があるのか

どうか、そこら辺は実態としてはいかがなんで
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しょうか。

○黒木環境管理課長 これにつきましては、きょ

う、この後のその他の報告事項で報告差し上げ

ようと思ってるんですが、よろしいでしょうか。

○渡辺委員長 よろしいですか。

○有岡委員 はい。では、関連して、ＰＣＢの

こともちょっと載っておりまして。ＰＣＢ関係

は、今、県の中で、青島の話題とかがよく新聞

でも出ておりますが、そこら辺の実態はいかが

でしょうか。

○温水循環社会推進課長 ＰＣＢ、ポリ塩化ビ

フェニルなんですが、きのう、おととい、青島

の橘ホテルのＰＣＢの話が報道等でなされてま

したけれども、あの件につきましては、所管は

宮崎市になるもんですから、県が行ってますＰ

ＣＢ対策を一般論として御説明差し上げますと、

ＰＣＢについては、カネミ油症事件ということ

で、カネミ油の中毒事件として昭和43年に事件

が起こって、全国的に有名になったというふう

に認識をいたしております。

若干具体的に申し上げますと、ＰＣＢが、ラ

イスオイル、要するに米ぬか油を生産する過程

で油の中に混入してしまいまして、それを食べ

た約１万3,000名の方々に、皮膚の疾患とかある

いは内臓疾患の食中毒の症状が発生したという

ことで、いろいろとその後ずっと問題が継続し

ているような状況にあります。

その事態を重く見た国におきまして、ＰＣＢ

の処理をするための施設を、国が全額費用負担

して特殊会社をつくって、全国に５つの特殊会

社をつくって、そこで処理を始めております。

現状でいきますと、特に高濃度のＰＣＢを含ん

でいる、具体的に言いますと、トランスとかコ

ンデンサとか安定器といった電気関係の機器に

多く使われているんですが、その処分について

は、昨年度の26年度末において、高濃度のＰＣ

Ｂについては大体九十八、九％ぐらい終わって

いるところであります。ただ、低濃度のＰＣＢ

がありまして、これについては、ざっくりなん

ですけれども、現状ではまだ５割ぐらいしかいっ

てないということで、影響は小っちゃいんです

が、これもやはり適正に処理する必要があると

いうことで、現在、そちらのほうに力を入れて

るといった状況であります。

○有岡委員 大変詳しく流れを教えていただき

まして。

この672万3,000円という予算は、例えば北九

州に持っていくためのコストというふうに理解

してよろしいんでしょうか。

○温水循環社会推進課長 国において、実は、

地方公共団体と一緒になって基金をつくってる

んです。基本的には、折半。国が半分、各地方

公共団体で人口割で半分出し合いましょうとい

うことで、その基金に負担する金額がほとんで

あります。

○黒木委員 今回の予算で、地域経済活性化、40

億円の公共事業の特別枠があったと思うんです

が、環境森林部に関してはどれだけの予算なん

でしょうか。

○川添環境森林課長 今の補正の中の公共事業

につきましては、28億4,000万円ほど計上させて

いただいてるんですが、黒木委員から言われた40

億円の枠組みの中での内訳は、ちょっと手元に

ないものですから、お待ちください。

○渡辺委員長 後ほど答弁が可能ですか。

○川添環境森林課長 はい。

○黒木委員 治山事業に入ってると考えていい

ですか。

○川添環境森林課長 ここの事業につきまして

も、今の事業の枠の中でどの治山にどれだけ入っ
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てるかについても、今、手元に持ってきており

ませんので、ちょっとお待ちいただいてよろし

いでしょうか。

○黒木委員 予算書のこの県単事業は、いつご

ろどういう事業に使って、いつ発注できるのか、

わかりますか。

○下沖自然環境課長 県単治山事業につきまし

ては、被害があったごとに調査しまして、その

予算の枠の範囲内で実施できるようになってお

りますので、随時実施はできると考えておりま

す。

○黒木委員 先ほど、押川委員からありました

けれども、今、建設業がもう仕事がない、つな

ぎの部分がなくなったという声が非常に大きい

ものですから。県土整備部でも、基金の繰り越

しが少ない、そして大型の補正がなかったとい

うことで、そのつなぎの部分がなくなってるん

だという話で。できるだけ早く発注しようとい

う方向ではあるようですけれども、ぜひ平準化

のためにも、そして、今年度の予算が積極予算

と言ってるわけですから、やはり経済対策にな

るような早目の発注をぜひお願いしたいと思い

ます。

それから、委員会資料の17ページのシイタケ

関係の事業についてですけれども、この財源が

林業担い手対策基金になっておりますけれども、

この基金は幾らあるのか。そして、どういう事

業に使われているのかをお尋ねしたいと思いま

す。

○石田山村・木材振興課長 担い手基金につき

ましては、現在、残額で申しますと、約35億円

ほど残額があるところでございます。

この基金の活用の使途でございますけれども、

先ほど委員のほうから御指摘のございましたシ

イタケの関係のほか、この一番厚い歳出予算説

明資料で申しますと、149ページの林業担い手総

合対策基金事業費で計上しているもの、例えば、

森林の境界の明確化ですとか、就労環境の改善

のための事業ですとか、あと、中核認定林業事

業体の育成のための事業ですとか、こういった

ものに使っているところでございます。

○黒木委員 残高は幾らぐらい。

○石田山村・木材振興課長 現在、約35億円ほ

どの残高がございます。

○黒木委員 県産乾しいたけならではの魅力発

掘ということで、機能性の検証とか成分分析を

やるということですけれども、これはもう宮崎

県産がほかの産地と比べてすぐれてますよとい

うことでしょうか。例えば、中国産のシイタケ

と日本産のシイタケを買ってきて水に戻すと、

中国産のシイタケはいつまでたっても腐らない

んです。カビが生えないんです。日本産はすぐ。

だから、何か特別なものが入ってるかもしれな

い。そういった成分分析とか、そういうものは

する予定はありませんか。

○石田山村・木材振興課長 例えばですが、農

政水産部さんのほうで、ビタミンピーマンといっ

たような形で、ほかのものよりもビタミンの含

有量が多いといったようなデータがございます。

宮崎県産の乾しいたけにつきましても、うまみ

成分が多いですとかといったような、今までの

研究の積み上げで若干そういうお声はいただく

んですが、明確な数字がなかったものですから、

この事業を活用いたしまして、宮崎県産のシイ

タケの成分につきまして、きちんと科学的に調

査をさせていただきたいと考えているところで

ございます。

中国産との比較ですとか、中国のものを分析

するというようなことにつきましては、今のと

ころ考えてはおりません。
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○黒木委員 昔からそういうことは言われてた

んですけど、どこも発表しないんですね。やは

り結局わからないのか、もし発表したら、国産

のシイタケまで影響が及んで消費の低迷につな

がるのか、そういうことかなと思うんですけど。

やはり、正直に公表して、差別化するのがいい

んじゃないかと思うんですけれども。そういう

ことも、御検討いただければありがたいという

ふうに思います。

○石田山村・木材振興課長 宮崎県産乾しいた

けのおいしさですとか、機能性ですとか、そう

いったものが訴求できるような形で、調査のほ

うを進めてまいりたいと考えてございます。

○渡辺委員長 先ほどの黒木委員の予算の答弁

をお願いします。

○川添環境森林課長 40億円の中で、環境森林

部は２億円がございまして、山地治山事業に１

億円、あと、道の整備交付金事業として5,000万

円、林業専用道整備事業として5,000万円という

ことで、合わせて２億円の事業が今回の肉づけ

予算で入っております。

以上でございます。申しわけございませんで

した。

○太田委員 関連でありますけど、シイタケの

関係ですけれども、この資料の18ページの棒線

グラフ、この見方が最初ちょっとわからなかっ

たんですが、宮崎県は25％が未選別であるとい

う意味では、悪いというイメージで、これを改

善せにゃいかんという意味があるわけですね。

そして、出荷も、これを選別すれば、粒ぞろい

になって価格が上がるのではないかということ

ですね。もう一つ言っておきますと、大分県あ

たりがきれいに選別されているが、ここではや

はり価格が他県に比べていい値で売れてるとか

いうようなイメージでもあるんでしょうか。そ

の辺を、もう一回。

○石田山村・木材振興課長 委員御指摘のとお

り、未選別、つまり大きさですとか、形ですと

か、そういったものを全く選別していないもの

が、当県の場合については約４分の１あるとい

うことでございます。

当県の中において、実証的にいろいろと選別

をしてみた、試しにやってみたという経緯がご

ざいまして、その中では、シイタケの価格はい

ろいろ変動しておりますけれども、最低でも500

円、最高ですと700円ぐらい、キロ当たりの値段

が変わってくるのではないかと期待をしてると

ころでございます。

○太田委員 この小型椎茸選別機というのは、

大体価格的にはどのくらいするものなんですか。

そして、何台入れるつもりですか。

○石田山村・木材振興課長 小型選別機は、大

体23万円から４万円程度でございます。今回、

この事業におきましては、これは試験的に導入

していただいて、まず実感していただくという

ところで、その効果を確かめまして、買いたい

ということであれば、今度、またちょっと別の

事業でいろいろと支援ができる仕組みがござい

ますので、その中で導入のほうの支援もしてま

いりたいと考えてございます。

○押川委員 21ページ、先ほど説明がありまし

た森林整備加速化。この基金残高で、本県が事

業をすればその事業を認めるというようなこと

での説明だったと思うんですが、基金残高はど

のくらいあるんですか。

○石田山村・木材振興課長 今回、４億5,400万

円ほどの歳出をお願いしてるところでございま

すが、これを除いた額で、今、約13億4,900万ほ

ど基金の残高があるところでございます。

○押川委員 これは全て、また次年度あたりも、
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この約13億4,900万は使えるということで理解を

してもよろしいですか。

○石田山村・木材振興課長 まず、県のほうで

全体計画、事業計画というのを定めまして、国

の承認が得られれば、引き続き次年度以降も使っ

てよろしいということになってございますので、

有効に活用してまいりたいと考えてございます。

○押川委員 その中で、今回は事業内容という

ことで、１から４ほどやられるということであ

りますけれども、素材生産、木材加工施設等か

ら、これの導入先とか、そういうのがもう４つ

ほどありますけれども、それぞれにもう計画と

か要望等があるということでよろしいんですか。

○石田山村・木材振興課長 現在、こちらにつ

きましては、事前にいろいろと要望があるかな

いかということにつきまして、要望調査をして

ございます。木材加工流通施設につきましては

１件、高性能林業機械等の導入につきましては

２件、あと、チップを製造するような木質バイ

オマスエネルギーの利用施設の整備で３件、木

造公共で４件。あとはシイタケの対策等に使用

する予定で、今、事業のほうを考えているとこ

ろでございます。

○押川委員 これは、それぞれにそういう要望

があるということで、最終的にはどのような方

向で事業に結びつけていかれる計画なのか、

ちょっと教えてください。

○石田山村・木材振興課長 今の御質問は、需

要のほうにということでございますでしょうか。

○押川委員 今、３件とか、４件とか、そうい

う要望があるというお話がありましたので、最

終的にはどのような方法でこれを決定されてい

くんですか。

○石田山村・木材振興課長 こちらにつきまし

ては、県のほうで、関係団体が入ってございま

す協議会というところがございまして、そういっ

たところでその要望につきましてきちんと審査

をした上で、優先度合いですとか、特に、例え

ば高性能林業機械ですと、この機械を導入すれ

ば、これまでの生産量の例えば1.2倍生産できる

というような目標を定めていただきまして、そ

の目標にちゃんと合致するというのが認められ

た場合につきまして、これを支援するというこ

とにしておるところでございます。

○押川委員 利用される方々においては、県の

そういった規定とかそういったものを大体もう

既に御存じで、県のほうに要望を上げていらっ

しゃるわけなんですか。

○石田山村・木材振興課長 森林整備加速化・

林業再生事業は、これまでとメニューなり規定

なりというのは全く変えないで、そのルールの

中で使ってよろしいということでございまして、

国のほうでその基準というのが決められており

ますので、その基準を満たしたものについて支

援をしてまいりたいと考えてございます。

○押川委員 国のそういう事業というのは、な

かなか早目には向こうから出してこないという

ことですね。この事業を見て、国のものと合え

ばというふうなことの最終的判断でよろしいん

ですか。

○石田山村・木材振興課長 本事業につきまし

ては、もう、これまでの森林整備加速化の仕組

みがございまして、そのルールの中で。ですの

で、採択基準ですとか、認定の基準といったよ

うなものにつきましては、従前のものをそのま

ま使うということになってございますので、も

う既にその部分は明らかになってございます。

○徳重委員 149ページなんですが、山村・木材

振興課の、新規事業としてウェルカム林業！担

い手確保対策事業というのは、具体的にどうい
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う形で進められようとしてるのか。

○石田山村・木材振興課長 この事業につきま

しては、森林の仕事の就業のガイダンス、こう

いったものの開催ですとか、新規就業者を採用

した場合に、その企業さんが負担いたします社

会保険料の事業体の負担分に対する支援、また、

優良林業事業体等に対しまして表彰を行う事業、

こういったものをこの事業の中で実施すること

としてございます。

○徳重委員 新規ということで、大体対象人員

はどれぐらい予定されてるんですか。

○石田山村・木材振興課長 確認しまして、後

ほど答弁させていただきたいと思います。

○徳重委員 それと、１の森林の仕事担い手確

保促進事業と似たような話になるのかなと思っ

てるんですけど、これとの関連はどうなるのか、

あわせてお尋ねしておきたいと思います。

○石田山村・木材振興課長 １の、森林の仕事

担い手確保促進事業につきましては、国のほう

で実施してございます、緑の雇用事業の研修修

了者を引き続き雇用する事業体に対する奨励金

ということでございまして、緑の雇用で採用し

ていただいた方を引き続き採用していただける

ところに支援を行うということで、定着を図る

ための事業が１でございます。

先ほどのウェルカム林業というのは、まさに

新規で入ってこようとされる方に対しまして支

援を行うというものが対象になってるというと

ころでございます。

○徳重委員 ５の、中核認定林業事業体育成強

化事業は、どういう内容でしょうか。

○石田山村・木材振興課長 林業労働力の確保

の促進に関する法律で、認定林業事業体という

制度がございます。一定の雇用の拡大ですとか、

素材生産といったようなもの、こういったもの

を、基準を満たすものにつきまして認定をする

という制度でございますが、県独自に中核認定

林業事業体といたしまして、よりそういった事

業量が大きいところですとか、環境に配慮した

ような伐採ですとか植栽を行うような事業体に

つきまして、これを認定してるところでござい

ます。

この中核認定林業事業体が、例えば販路拡大

のための活動をいたしますですとか、規模拡大

に伴って増加した雇用者の社会保険料ですとか、

素材生産量と生産性を高めるために必要な高性

能林業機械等の導入をするときの支援、こういっ

たものを中核認定林業事業体の支援の中で実施

することとしてございます。

○渡辺委員長 先ほどの件は、わかりますか。

○石田山村・木材振興課長 失礼しました。

まず、先ほどのウェルカム林業の対象者でご

ざいます。

ガイダンスにつきましては、大体１回200人か

ら300人程度を想定してるところでございます。

また、社会保険の支援につきましては、大体200

人を想定してるところでございます。

○徳重委員 200人というのは大きな数だと思う

んですが、確保はどういう形でされるんですか。

○石田山村・木材振興課長 現在、林業事業体

の新規の就業者が、大体140名弱ほどございます。

そういった方々ですとか、あとは新たに声かけ

をする方、いわゆる就職を希望される方に対し

て、そういった働きかけをするといった経費が

この中に入っているということでございます。

○押川委員 ４ページの危機管理強化プログラ

ムの中で、鳥インフルエンザ野鳥対策事業300万

円とあるんですが、これをちょっと具体的に教

えてください。

○下沖自然環境課長 133ページ一番下段の鳥イ
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ンフルエンザ野鳥対策事業についてでございま

すけれども、これは、鳥インフルエンザが発生

するかもしれないと予想等しまして、野鳥の生

息状況等調査を日本野鳥の会支部に委託しまし

て、主な河川としましては、一ツ瀬川河口付近

から一帯、巨田池、それから大淀川、五ヶ瀬川

等の野鳥の生息状況調査を行うものでございま

す。

それから、ウイルス保有状況調査ということ

で、野鳥のふん便等を調査、採取するという事

業でございます。採取したものにウイルスがあ

るかどうかという保有状況検査を50検体を３回、

約150検体ほど宮崎大学のほうに申し込みまし

て、ウイルスを保有してるかどうかという調査

をするものでございます。

○押川委員 これは、毎年行われているものな

のか。それと、時期あたりは、いつぐらいから

されるというような予定があるんですか。

○下沖自然環境課長 これは、毎年行っており

ます。生息状況調査につきましては、よく野鳥

の飛来する10月から３月にかけて。ウイルスの

保有状況検査につきましては、12月から２月に

かけて、鳥インフルエンザの発生しやすい時期

にあわせて調査をしております。

○押川委員 それで、何らかの成果といいます

か、結果といいますか、何か出てますか。

○下沖自然環境課長 平成22年に発生しました

けれども、そのとき以来、野鳥についてはウイ

ルスの保有はありません。

○渡辺委員長 それでは、そろそろ次に進みた

いと思いますが。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 済みま

せん。先ほど、林業公社の単年度収支の説明の

中で、私は平成25年度の収支を2,700万円のプラ

スと申し上げたんですけど、4,100万円の間違い

でございましたので、訂正をお願いいたします。

申しわけございませんでした。

○渡辺委員長 もう一度、額をよろしいですか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 25年度

の収支で、2,700万円のプラスということで御説

明したんですけど、正しくは4,100万円というこ

とでございます。

○右松委員 後で言ってもよかったんですけど、

これを、やはり24年から26年という書き方じゃ

なくて、比較しやすいように、単年度できちっ

と統一してもらいたいということと、一番上が、

あくまでも第３期計画に対する資金不足の予測

が上に出てるということになれば、それに対し

て、先ほどの話もわかるように、やはり上の計

画と実績を切り離すか、黒線か何かにしてもらっ

て、見やすいようにしてもらうと助かります。

○渡辺委員長 来年度以降の際に、参考にして

いただいて、反映させていただければと思いま

すので、お願いいたします。

議案については、次に進んでよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、次に、報告事項に関

する説明を求めます。

○川添環境森林課長 常任委員会資料の24ペー

ジ、25ページをお開きください。

報告事項の平成26年度繰越明許費繰越計算書

について御説明いたします。

この繰越計算書につきましては、こちらの提

出報告書にもございますが、委員会資料のほう

に整理し、まとめておりますので、こちらのほ

うで説明いたします。

この報告につきましては、平成26年度の２月

議会におきまして御承認いただきました繰越事

業につきまして、繰越額が確定いたしましたの
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で、今回御報告を行うものでございます。

所管課としましては３課ございまして、24ペ

ージの表の一番上の自然環境課の所管でありま

す森林病害虫等防除事業など６事業、その下の

森林経営課の10事業。右側に移りまして、25ペ

ージでございますが、山村・木材振興課の４事

業と合わせまして、表の一番下の合計の欄にな

ります20事業、210カ所で、金額にしまして62

億8,670万4,000円の繰越額となったところでご

ざいます。

繰越理由としましては、表の右側の欄にあり

ますように、それぞれ関係機関との調整等に日

時を要したことによるもの、また、国の緊急経

済対策の実施に伴う補正の関係等によりまして

事業実施期間が不足することによるものなどで

ございます。

繰越明許費繰越計算書の説明は以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。

○渡辺委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はございませんでしょう

か。

○押川委員 関係機関との調整がおくれるとい

うことで簡単に書いてあるんですが、実質、ど

ういうところでどんなことをするとそういうこ

とでおくれてるとか、何か事例として挙げても

らうと我々はわかりやすいんですけれども。こ

の活字は、いつもこういう書き方ばっかりされ

るから、なかなか判断のしようがありませんけ

ど。

○下沖自然環境課長 それでは、一番上の、森

林病害虫等防除事業について御説明いたします

と、これは、松くい虫被害が年度末まで進行し

まして、市町村それから森林組合等関係機関と

の調整に日数を要しまして、実際、事業実施期

間が不足したことによりまして、５月31日まで

繰り越しになったというものでございます。

一例としましては、そういったことでござい

ます。

○西山森林経営課長 森林経営課分については、

関係機関といいますのは、林道開設をやるんで

すけれども、その前の資材搬入する市町村道と

か、またその林道自体が災害を受けてるという

ことで、林道の中での災害工事、開設工事、そ

ういうのが入り乱れて、それぞれの調整に期間

を要して繰り越しになったというようなことで

ございます。

○押川委員 わかりましたけれども、できるだ

け調整は速やかにやっていただいて、やはり繰

り越しがあまり出ないような形の中でお願いを

しておきたいと思います。

○渡辺委員長 ほかにございますでしょうか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 では、次に進みたいと思います。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○川添環境森林課長 同じく、常任委員会資料

の26ページをお開きください。

報告事項の温暖化対策の現状と課題について

御説明いたします。

温暖化対策につきましては、本年度、環境計

画の改訂を行いますが、この中で、今後、委員

の皆様にも御意見を伺うことになりますし、ま

た年末に国際会議がパリで開催されまして、関

連する報道等もふえておりますので、今回、こ

の概要について御報告するものでございます。

まず、（１）の①の地球の現状でございます。

アにありますとおり、世界の平均気温は、1880

年から100年当たりで0.85度上昇し、二酸化炭素

排出量は2012年で317億トン、1990年の約1.5倍
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となっております。

イの今後の予測としましては、今世紀末には、

有効な対策をとらなかった場合ですが、その場

合は、平均気温で最大4.8度上昇するというよう

な形で予測されております。

次に、②の我が国の現状でございます。

アにありますように、平均気温は、1898年か

ら100年当たりで1.15度上昇しまして、温室効果

ガスの総排出量は、2013年度で14億800万トンと

なっております。

イの予測としましては、極端に暑い日とか、

大雨の頻度が増加するなどとされております。

ウの温室効果ガス削減目標の推移でございま

すが、京都議定書が締結されました1997年の国

際会議、ＣＯＰ３という議題ですが、これ

は、2008年から2012年の５カ年平均で1990年度

比６％削減とされ、その後、幾つかの目標値が

公表されてきておりますが、先般、年末のパリ

で開催されます国際会議、ＣＯＰ21に向けての

目標として、2030年度までに2013年度比26％削

減の政府案が決定されたところでございます。

27ページをごらんください。

③の県内の状況でございます。

アの現状としましては、平均気温は1898年か

ら100年当たりで、宮崎でも約0.83度上昇してお

りまして、温室効果ガス排出量は平成23年度

で1,071万トンとなっております。

イの予測としましては、平均気温が今世紀末

には現在より約2.8度上昇するとされておりま

す。

ウの削減目標としまして、平成32年度までに

平成２年度比で52％減などとしているところで

ございます。

エのこれまでの取組でございますが、平成23

年３月に策定しました現在の宮崎県環境計画に

基づきまして、現在、二酸化炭素等の排出削減

や再生可能エネルギー等の利用促進等に取り組

んでるところでございます。

最後に、（２）の課題でございます。

①、②、③とございますが、①の温室効果ガ

ス排出量の削減対策の推進はもちろん、③に掲

げております従来の緩和策、それと適応策の両

方をバランスよく進めることが必要となってお

ります。

この温暖化の対策等につきましては、先ほど

申しましたが、今後、当委員会での意見等を伺

いながら、環境計画のほうに反映させていきた

いと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。説明は以上でございます。

○黒木環境管理課長 委員会資料の28ページを

ごらんください。

平成26年度大気・水質等の測定結果について

御説明します。

（１）目的は、県民の健康を保護し、生活環

境を保全するために、関係法令に基づき、県内

の汚染状況を監視したものです。

まず、（２）大気の測定結果のア、大気汚染常

時監視についてです。

お隣の29ページをごらんください。

これは、県内の大気汚染常時監視測定局の配

置図で、最近、大陸からの越境汚染が懸念され

ておりますので、ほぼ県全域に測定局を配置し

ております。

28ページにお戻りください。

環境基準が定められている二酸化硫黄など６

項目について測定しました。その結果、表１の

とおり、二酸化硫黄とＰＭ2.5が一部の測定局で、

また光化学オキシダントがほとんどの測定局で

環境基準を未達成でありましたが、いずれもほ

ぼ横ばい傾向にあり、注意報等の発令基準未満
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でございました。

次に、イ、有害大気汚染物質モニタリング調

査では、ベンゼン等４項目について測定したと

ころ、全ての測定地点で環境基準を達成してい

ました。

30ページをごらんください。

（３）水質の測定結果のア、公共用水域です。

河川や海域等の公共用水域について、ヒ素等

の健康項目とＢＯＤ等の生活環境項目について

測定しました。その結果、表２のとおり、健康

項目は土呂久川２地点のヒ素など、一部の地点

で環境基準を未達成でした。

また、生活環境項目は、ＢＯＤが庄内川上流

で環境基準を未達成でしたが、いずれもほぼ横

ばい傾向にあり、水質はおおむね良好な状況で

した。

下の図３をごらんください。

これは、河川と海域の環境基準の達成状況を

示したもので、本県は、平成11年度以降、達成

率がほぼ100％で推移し、全国に比べ高い達成率

となっております。

32ページをごらんください。

イ、地下水では、地下水について、硝酸性窒

素等の28項目を測定しました。その結果、概況

調査では、表３のとおり、都城市の１地点の井

戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を

未達成でした。

また、継続監視調査では、20地点の井戸でヒ

素等が環境基準を未達成でありましたが、いず

れもこれまでとは大きな変動は見られませんで

した。

33ページをごらんください。

（４）ダイオキシン類の測定結果です。

まず、ア、常時監視では、表４のとおり、大

気等について測定したところ、全ての測定地点

で環境基準を達成しました。

次に、イ、発生源自主検査では、排出基準が

定められている廃棄物焼却炉等について、設置

者がみずから検査を行ったところ、廃棄物焼却

炉３施設のばいじんが埋立処分基準を超過して

いたため、ばいじんの適正処理を指導し、現在

は改善が図られております。

最後に、ウ、発生源立入検査では、廃棄物焼

却炉等について県が立入検査を行ったところ、

廃棄物焼却炉２施設の排出ガスが排出基準を超

過していたため、改善を指導し、現在は改善が

図られております。

引き続きまして、34ページをごらんください。

平成27年度の海水浴場水質調査結果について

御説明します。

（１）目的は、海開きの前に海水浴場の水質

の現状を把握し、県民等の利用に資するもので

あります。

（４）調査項目は、ア、海水浴場水質判定基

準項目として、ふん便性大腸菌群数など、４項

目を測定しました。

（５）調査対象海水浴場は、県内の14カ所の

海水浴場です。

（６）調査結果は、アのとおり、下の表の判

定基準をもとに評価したところ、全ての海水浴

場の水質は適と判定され、その内訳は、10カ所

が水質ＡＡ、４カ所がふん便性大腸菌群数によ

り、水質がＡとなっております。

なお、海水浴場ごとの判定結果については35

ページに記載しております。以上です。

○長友みやざきスギ活用推進室長 私からは、

県庁講堂の木質化と川崎市との連携の進捗状況

について説明させていただきます。

委員会資料の36ページをお開きください。

県庁講堂の木質化についてであります。
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県庁講堂は、知事定例記者会見や各種会議等

で広く県民の目に触れるＰＲ効果の高い空間で

あることから、本年度、みやざ木おもてなし推

進事業を活用し、床面の木質化を行うこととし

ております。

木質化の概要ですが、使用材料は、杉を60％

以上圧縮した圧密材を使用し、現在のビニール

シートの床面を張りかえます。

改修方法としては、下の写真にありますよう

に、ホールにつきましては正方形状のブロック

張りに、ステージにつきましては板状のフロー

リング板張りとする予定です。

張りかえ面積は合わせて約250平米で、工事期

間は９月上旬から10月中旬の予定となっており

ます。また、施工経費は1,650万円を予定してお

ります。

続きまして、資料の37ページをごらんくださ

い。

木材利用分野における川崎市との連携の進捗

状況についてであります。

本県と川崎市は、お互いの持つ資源や特性、

強みを生かしながら、それぞれの地域の活性化

及び持続的成長に向けた取り組みを推進するた

め、昨年11月に連携・協力の基本協定を締結し

ておりますが、特に、協定締結の発端となりま

した木材利用分野においては、国産木材等を活

用した豊かなまちづくりの推進に向け、取り組

みを進めてるところであります。

（１）の、これまでの取り組みですが、まず、

①にありますように、ことし２月７日に、川崎

市において都市の森林フォーラムを開催し、知

事や市長のほか、農林水産副大臣など多くの方

々に参加をいただき、木を使うことの大切さや

本県の有する木材利用技術について広く関心を

持っていただいたところです。

また、②ですが、６月５日から６日にかけて、

本県の有する木材加工技術に直接触れていただ

くための視察ツアーを開催し、川崎市から建築

・設計企業等の関係者31名が来県し、木材利用

技術センターや綾中学校などを視察するととも

に、県内の建築木材関係者と意見交換会を行っ

たところです。

（２）の今後の取り組みですが、今後は、川

崎市側のニーズを把握するための現地調査の実

施や関係企業等との相互交流を促進するととも

に、川崎市の民間建築物等における木材利用の

普及に向けたガイドライン策定や、モデル的な

木造化・木質化などに連携・協力して取り組ん

でいくこととしております。説明は以上です。

○那須林業技術センター所長 委員会資料の38

ページをお開きください。

林業技術センターの取組状況についてであり

ます。

当センターは、育林やシイタケ生産など、森

林林業に関する試験研究や技術者の研修、鳥獣

被害対策の指導に努めております。

本日は、２つの研究課題について御報告いた

します。

まず、（１）のＭスターコンテナ苗の生産と低

コスト造林技術の開発についてです。

①の現状と課題にありますように、センター

では、Ｍスターコンテナによる苗木生産方法を

考案して、技術移転を進めているところです。

しかし、伐採及び造林面積の増加に伴い、苗木

が不足しておりますので、量産方法などの研究

を進めております。

具体的には、②の取組の概要のアで、育苗マ

ニュアルの作成や森林組合等に対して技術指導

などを行っております。

コンテナ苗の主な特徴は、資料の真ん中に４
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点挙げておりますが、施設栽培で効率的に大量

生産ができることや、苗木の本数管理、出荷が

容易であること、通年植栽に対応して出荷がで

きること、また杉以外の樹種にも応用が可能で

あることが挙げられます。

また、下のイでは、植栽後の生育状況や伐出

から植栽に至る一連作業の研修、下刈り経費の

削減効果などのデータを蓄積して、低コスト造

林技術の確立に努めているところです。

今後の取組では、苗木不足の解消や低コスト

造林を継続するため、小型苗木の植栽試験や通

年出荷に対応した育苗スケジュール、それから

抵抗性松挿し木苗の育成技術の研究などに取り

組むこととしております。

次に、39ページの森林ＧＩＳを活用した森林

管理技術の開発についてであります。

これにつきましては、恐れ入りますが、別途

配付のカラー刷りの１枚紙、環境森林常任委員

会資料のカラー版というのをごらんください。

内容は同じでありますが、説明内容の都合上、

このカラー版で説明をさせていただきます。

現状及び課題のように、今、民有人工林の７

割以上が伐採時期を迎えており、森林を健全な

状態で維持していくためには、ＧＩＳを活用し

た森林機能の明確化、情報把握等の技術開発が

必要であると考えております。

その一つとしまして、アの長伐期施業導入可

能林のゾーニングがあります。これは、長伐期

施業に適した場所を探るため、リスク因子を検

討し、これに該当する森林を導入不適地として

除き、残ったところを導入に適した森林として

ゾーニングするものです。

リスク要因事例を３点挙げておりますが、１

点目の気象害については、左の図では、過去の

被害地情報をＧＩＳに取り込み、斜面方位の違

いによる風害の発生しやすさをリスクとして検

討しております。

また、搬出条件は、真ん中の図で、道路から200

メートル以上離れたところは、材の搬出上、採

算的に厳しいため、その部分を紫で着色してお

ります。

作業条件では、右の図で、地形データから傾

斜度35度以上の面を赤で着色しております。

このほか、土砂災害のおそれがある区域ある

いは林地生産力の低いところのリスク情報等も

加えて、最終的に不適地として抽出するもので

す。

また、その下、イの木質バイオマス発生量等

の把握については、最新の伐採実績や路網など

のデータをもとに、ＧＩＳを活用して、林地残

材の発生量と搬出可能量の推計に取り組んだと

ころであります。

今後の取組としましては、これまでの図面や

写真データに加えて、衛星データを活用した森

林境界や適地適木の判定、また現在では、航空

レーザーのデータから、樹高や直径、本数の判

読が可能ですので、これらを活用して、より精

度の高い資源情報に基づいたゾーニングに反映

させていきたいと考えております。

林業技術センターからは以上でございます。

○小田木材利用技術センター所長 木材利用技

術センターでございます。

当センターは都城市にありまして、木質バイ

オマスの多角的利用技術の開発、スギ大径材の

乾燥技術に関する研究などに取り組むとともに、

最近完成した綾中学校など、公共建築物の木造

化、木質化などの技術支援を行っているところ

でございます。

本日は、２つのテーマについて御説明申し上

げます。
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資料の40ページをごらんください。

宮崎県産杉を用いた新たなＣＬＴ（直交積層

板）の開発についてです。

現在、①の現状及び課題にありますように、

ＪＡＳ規格あるいは建築基準法令の整備を、今、

国のほうで進めているところでございます。

このような中、県産スギをＣＬＴの材料とし

て使用するためには、ヤング係数の低い材料で

も製作が可能な新たなＣＬＴの開発が課題と

なっているところです。

③の今後の取組にありますように、ＣＬＴ、

その下の図にあるとおり、積層するわけですが、

幅はぎありＣＬＴと幅はぎなしＣＬＴに分けら

れます。幅はぎについては、下の右側の図にあ

りますように、層ごとには接着をしますけれど

も、真ん中の層、上の図には接着層がないわけ

ですけれども、下のほう、幅はぎありの場合は、

板ごと床側の面を接着するというのが幅はぎあ

りです。

幅はぎなしの場合には、製材よりも強度が低

くなることがわかってるわけですけれども、ヤ

ング係数の低い県産杉の場合は、使用が限定さ

れるおそれがあるということです。このため、

幅はぎありのＣＬＴにつきまして、基準強度を

明らかにしようというものでございます。

続きまして、右側の41ページをごらんくださ

い。

未利用木質資源の半炭化による利用法の開発

です。

御存じのとおり、県内の山林には林地残材が

多量に残されているわけですけれども、半炭化

処理によりまして、それらの熱利用について検

討を加えてるところです。

②の取組の概要にありますとおり、杉の各部

位、木材の部分から樹皮、枝葉を用いて半炭化

した場合の重量回収率、回収のエネルギーにつ

いて検討を加えております。いずれの部位にお

いても、300度以下の低温処理で、下の図、左側

にあるとおり、重量回収率、それと右側の発熱

量にありますとおり、木質ペレット等、同一の

エネルギーを得るのに必要なコストを16％か

ら20％程度低下させることができるというのが

わかっております。

さらに、民間のサイクロン式のペレットスト

ーブを用いまして、半炭化物を燃焼したところ、

炎を上げて燃えるということを確認しておりま

す。

今後の取組につきましては、重量当たりの発

熱量というのを石炭と同程度まで高めることが

できますので、いろんな幅広い用途が期待でき

るわけですけれども、実用化レベルでの炭化処

理試験を行って、条件の最適化、経済性の評価

等々について検討するとしております。説明は

以上です。

○渡辺委員長 執行部の説明が終了しました。

その他の報告事項についての質疑はございま

せんでしょうか。

○太田委員 28ページの大気水質等の測定結果

というところで、言葉の使い方だと思うんです

けど、「環境基準を未達成」という言葉がありま

すが、未達成というとそこに及んでいないとい

う感じがして、これはオーバーしてる意味なの

かなという感じもして。

例えば、33ページのダイオキシン類の測定結

果というところでは、ア、イ、ウのウのところ

では、排出基準を超過していたため改善を指導

したというような言葉もあって、私の解釈が間

違ってるのかもしれませんが、未達成というの

は、数字に対して届いていないという。低いか

らいいのかなという感じがするもんですけど。
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ここはいいんでしょうか。

○黒木環境管理課長 未達成というのは、環境

基準を超過してたということで、国のほうもこ

のように使っておりますので、使わせていただ

きました。

○太田委員 わかりました。33ページは超過だっ

たもんですから、何か、いいのかなと思って。

まあ、国がそうしてるからしょうがないんでしょ

うね。

もう一つ、39ページです。

ＧＩＳシステムを使って、斜面とか作業道ま

での距離とかわかるようになってるんだなと、

そういう時代になったんだなと思いました。

このＧＩＳを活用するというのは、予算的に

はどのぐらいになるもんなんですか。

○那須林業技術センター所長 分析してデータ

を事業実施課に提供するということでやってお

りますけれども、航空写真等については、その

都度購入したりしておりますので、ちょっとそ

の予算については、私のほうでは今のところ把

握をしておりません。

○太田委員 お金はかかるわけですね。

○那須林業技術センター所長 はい、基本の設

備機器等にはお金はかかる。パソコンとか、そ

ういう端末機、ソフトにも相当の金額はかかる

かなと思っております。データの更新について

は、常に日々新しいデータが必要ですので。全

体で幾らという情報が今のところちょっとわか

りかねます。

○徳重委員 川崎市との連携の進捗状況という

ことで、まだ始めたばかりですので、具体的な

成果は余り出てないのかなという気はするんで

すが、例えば宮崎で家をつくる場合、柱の分を

補助するとかいうような形をとっておりますよ

ね。そういった形で、川崎市に対して、宮崎の

部材を使ってくれるんだったら、これぐらいの

支援はするとかいうことは考えてらっしゃらな

いものでしょうか。

○長友みやざきスギ活用推進室長 川崎市との

連携につきましては、川崎市のほうで公共建築

物等の木材利用推進方針というのをつくってお

ります。これに基づいて、川崎市のほうで木造

化、木質化を進めるということで、本県もそれ

の御協力をしていくということでやっていこう

と思っております。本県の木材関係業者と川崎

市の建設企業関係との連携で木造化についての

取り組みを進めていく中で、県産材の需要拡大

につなげていければということで考えておりま

して、直接的な住宅の補助とか、そういうこと

は考えておりません。

○徳重委員 せっかくこうして連携ができたと

いうことで、ましてや向こうから三十数名の方

もおいでになってという形ですので、ぜひ結果

を出さないと意味がないのかなと思ってます。

やはり具体的にこうするんだと、こうしたいん

だけどいかがでしょうかと、積極的に持ちかけ

ていただきたいなと思っておりますので、ひと

つ努力をしていただきたいと思います。

○長友みやざきスギ活用推進室長 委員のおっ

しゃるとおり、できるだけそういう成果を出せ

るようにしていきたいと思っておりますけれど

も、まず県産材の需要拡大につなげていくとい

うことを考えております。また、首都圏でそう

いう取り組みを進めていくことで、首都圏の建

築ニーズとか、課題などを入手できますので、

今後の技術開発とか販売戦略などにそういうの

を活用していきながら、県産材の需要拡大につ

なげていければと思っているところです。

○有岡委員 同じく、みやざきスギ活用推進室

のほうにお尋ねいたしますが、川崎市のニーズ
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を的確に把握するための現地調査ということで、

ニーズを把握することは当然大事なことですが、

例えば、先ほどの一般質問の中にありましたよ

うに、用途によっては違うでしょうが、材料を

薫蒸するということは当然ですが、それ以上に、

防腐剤を活用して腐らないように付加価値をつ

けて出すとか、そういった可能性もあるんじゃ

ないかと思ってるんですが、そこら辺の取り組

みというのはニーズを把握するために考えられ

ないのか、お尋ねしたいと思います。

○長友みやざきスギ活用推進室長 川崎市のほ

うでどういうニーズがあるか、今から実際に調

査してからということになりますけれども、大

都市ですので、やはり建築に当たってはいろん

な条件が出てくるんではないかと思います。そ

の辺の条件を調べた上で、どういう対策が本県

として協力できるのか、そういうのを見きわめ

ていきたいと思っております。

○有岡委員 海外展開する場合も、材工一体と

いうことで、そういったニーズがあるかもしれ

ませんので。そういった技術も県内にあるとい

う話も聞いてますので、また参考にお願いでき

ればと思っております。

関連して、もう一つ、39ページのＧＩＳの話

がございましたが、今後の取組の中の言葉とし

て、ゾーニングという言葉があります。これは、

伐採の適地とか、そういったもののイメージで

のゾーニングという表現かと思いますが。例え

ば、山を守っていくための針葉樹・広葉樹の混

合林、こういったものをここら辺につくってい

こうとか、宮崎県の山のこういうところにはこ

ういう多面的な山を残そうとか、そういう全体

のゾーニングをする中での、伐採はここを間伐

をするんだとか。ちょっと先ほど話が出ました

けれども、山をどういうふうに守るかという全

体の中の絵というのは、このゾーニングという

表現の中で生きてこないのかなと思ったんです

が、そこら辺まで広げて、どうでしょうか。

○那須林業技術センター所長 先ほど、私のほ

うから説明させていただいたのは、客観的な因

子によるゾーニングという提案でございました。

午前中に、押川委員のほうからもございました、

これからの森づくりについての実際的な実のあ

る森づくりという点につきましては、それぞれ

の市町村の事情も多々あると思っておりますし、

本県の森林は、個人所有者の方が大変多いとい

う状況がございます。国有林であれば、ゾーニ

ングに沿った客観的な配置も可能でございます

けれども、森林・林業行政を行っていく上では、

所有者の方の御意向も十分参考にする必要があ

ると考えております。

それで、現在、市町村の森林整備局、どのよ

うな木を植えて、どのようなランドスケープに

するかというようなところについては、市町村

森林整備計画というのを、今、市町村のほうに

業務をお願いしているところでございます。そ

れについては、県も森林計画の面から御指導さ

せていただいているというところで、引き続き、

これらの関係を密にしながら、宮崎らしい森づ

くりを進めていくべきじゃないかということで、

現在、森林・林業長期計画も改訂作業中ですの

で、そのあたりの意向は加味すべきかなと考え

ております。

○有岡委員 要望といたしますが、間伐という

形で進めながら、実態としては皆伐してしまっ

て、後が、植栽が行われないという現状も危惧

するものですから。ぜひ、ある程度行政の誘導

策というようなことも取り組みながらやってい

ただけるとありがたいと思っております。要望

で結構です。
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○渡辺委員長 ほかにございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 では、その他で何かございます

でしょうか。

○右松委員 木質バイオマス発電所、工場の燃

料の供給体制について、ちょっと現状を伺いた

いんですけど、２年前の自民党の勉強会でいた

だいた資料の中に、本県では年間57万気乾ト

ン、77万生トンの林地残材が発生しており、計

算上は十分対応可能な資源量があるというふう

なことが記載されてまして。この中には、県北

の中国木材を含めて、宮崎森林発電所、それか

らグリーンバイオマスファクトリー、この３つ

が記載されてあって、供給は十分大丈夫だとい

うことでありました。

私もある程度、情報を当事者からいただいて

はいるんですが、県として、どこまでこの燃料

の調達の状況を把握されているのか、ちょっと

教えてもらうと助かります。

○石田山村・木材振興課長 現在、木質バイオ

マスは、新たに稼働を始めましたところが４カ

所ございます。大手で申しますと、日向市にご

ざいます中国木材さん、日南市にございます王

子グリーンエナジー日南さん、こちらでござい

ます。あと、都農町、川南町にそれぞれグリー

ンバイオマスファクトリー、宮崎森林発電所と

いうのがあるところでございます。

中国木材につきましては、未利用材として２

万5,000トンほど集めるという計画でございま

す。その他、ほとんど中国木材につきましては、

製材端材を用いるということでございまして。

現在、４月末時点での集荷量につきましては、

これにはパームヤシ殻、ＰＫＳと呼ばれるもの

でございますが、約１万トンですとか、あと中

国木材さんのほかの工場から集めたバーク、皮

ですね、そういったものも含まれてございます

が、今、４万6,200トンほど、もう既に集荷して

いるという状況だと認識しているところでござ

います。

王子グリーンエナジー日南さんにつきまして

は、未利用材11万5,500トン、年間使用の計画を

立ててございますが、現在の集荷状況を申しま

すと、９万2,500トン集まっているという状況で

ございます。

また、グリーンバイオマスファクトリー、宮

崎森林発電所、それぞれ、７万2,000トン、年間

使用するという計画でございますが、グリーン

バイオマスファクトリーさんに関しましては３

万700トン、宮崎森林発電所さんにつきましては

３万5,800トン、現在、集まってるということで

ございまして、年間に使用する燃料の半分以上

は、今、集まってるという状況だと認識してい

るところでございます。

ただ、委員御指摘のとおり、これまで林地残

材と言われるもの、いわゆるＤ材といわれるも

のが資源としてございますという御説明を申し

上げてまいりました。現在集められてるものは、

どちらかといいますと、そういった林地残材と

いうよりは、Ｃ材と呼ばれるような曲がりの大

きなものが中心に集められていると考えている

ところでございます。

ただ、Ｄ材も、いわゆるタンコロと言われる

ような根元の部分ですとか、木を倒したときの

先端部分ですとか、枝葉ですとか、そういった

ものも順次、今、発電所さんのほうで集めると

いう計画を立てて実行に移ってきておりますの

で、県といたしましては、こうしたものが円滑

に進むように支援を引き続きしてまいりたいと

考えてございます。

○右松委員 今後詰めていきたいと思ってます
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けれども、あのときは、安定的な供給は間違い

なくできますということで話がありまして。そ

の後、その中で、私の聞いた話では、あくまで

も先ほどの都農と川南と日向の３社なんですけ

れども、県北の燃料資源の多くがやはり中国木

材のほうに行ってるんではなかろうかというこ

とと、それから、やはり、今、燃料の取り合い

がかなり激しく進んでると聞いてます。森林の

買収に関しては、山元にある程度恩恵が出れば

それはそれでいいとは思うんですけれども、か

なりそれが激しくなってる状況の中で、非常に

燃料調達に苦しんでる、あるいは県森連さんと

契約を結んでるとはいえ、やはりなかなか燃料

の調達に大変苦しんでるという話も聞いてるん

です。

ですから、私がやはり要望したいのは、ある

程度、調達状況をリサーチしてもらう。定点観

測というか、今どういう状況なのか、定期的に

リサーチしてもらって。今、お話がありました

けれども、正確なところ、現場の声や状況をま

た把握しといてもらうと助かるなと思っていま

す。

○石田山村・木材振興課長 未利用材の、いわ

ゆる木質バイオマス発電施設への燃料の収集状

況につきましては、逐次、聞き取りをするよう

にしておるところでございますけれども、今、

委員からの御指摘もございましたので、各協定

締結先、燃料の供給を約束された方が今どのぐ

らいいらしてるのか、もしくは新しくどういっ

たところと約束をされて、どういうふうに集め

てるのか。それに対して、何か県の支援を求め

るものはないのかといったことについては、引

き続き私どもとして努力をして、数値の把握と

支援のほうを続けてまいりたいと考えてござい

ます。

○右松委員 ぜひ、よろしくお願いします。

林業公社の件ですけれども、ちょっと一点だ

け。誤解があるといけないなと思って。

今、47都道府県で、半分ぐらいが公社をもう

存続できない状況で解散をしてるということで、

今残っているのが、24都県が存続でされてると

いうことであります。本県の場合は、解散した

ものと違って、今、主伐期がほとんどだという

ふうに聞いてますので、経済林としてやってい

けるということで残されたということで、それ

は理解してます。

あとは、先ほどの表の出し方で、やはり黒字

にできてるということであれば、やはり紙面の

中でうたうとかしてもらって、県民の方に説明

しやすいように情報を提供してもらうと、これ

だけ経営努力で頑張ってますよということが言

えますので。ぜひ、そこは資料の出し方、書き

方も、ちょっと工夫してもらうといいのかなと

思います。

○渡辺委員長 今のは、御意見でいいですね。

○右松委員 はい。

○渡辺委員長 ほかにございますでしょうか。

その他です。

○徳重委員 バイオマス発電ということでの木

材の残材利用の仕方でございますが、都城は、

熊本から人吉、八代、鹿児島県からも相当な量

が来るわけです。熊本県、鹿児島県でも、それ

ぞれ製材工場もあって、処理もされてるわけで、

県外からの導入はどのような形になってるのか

なと。せっかくつくってるバイオマス発電とい

うことで、それを稼働しなきゃいけない。今、

約半分ぐらいの量だということでしたが、そう

いう働きかけはされてないもんでしょうか。

○石田山村・木材振興課長 原料の調達につき

ましては、各発電所さんがどういった方から原
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料を集めるかというのは、協定を結んで、もし

くは契約を結んで調達をするという形式でござ

います。

現在、県外から、特に王子グリーンエナジー

日南さんにつきましては、既に九州中からその

材料を集めるような計画になってございまして、

かなり県外からもたくさん入ってるという状況

だと認識しているところでございます。

また、中国木材さんも自分で船を持っておら

れますので、広島の端材ですとか、九州のいろ

んな関係企業からも入ってるという状況だとい

うふうに聞いてるところでございます。また補

助燃料といいますか、ＰＫＳという形でパーム

ヤシを活用してるという状況があると認識して

いるところでございます。

いわゆるそのほかの発電所につきましては、

やはり輸送コストの問題もございますので、余

り遠距離ですと採算が合わないということで、

それほど広範囲のところに声をかけてない状況

があると認識しているところでございます。

○渡辺委員長 よろしいですか。ほかにござい

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって環境森

林部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後２時48分休憩

午後２時50分再開

○渡辺委員長 では、委員会を再開いたします。

それでは、あしたは午前10時再開として、農

政水産部の審査を行います。

そのほか、何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 では、以上をもちまして、本日

の委員会を終わります。

午後２時50分散会
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午前10時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

農政水産部次長
中 田 哲 朗

（ 総 括 ）

農政水産部次長
三 好 亨 二

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
山 田 卓 郎

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 福 嶋 幸 徳

農 政 企 画 課 長 戎 井 靖 貴

ブ ラ ン ド ・
原 拓 実

流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 大久津 浩

連 携 推 進 室 長 山 本 泰 嗣

営 農 支 援 課 長 日 髙 正 裕

農業改良対策監 児 玉 良 一

食 の 消 費 ・
河 野 和 正

安 全 推 進 室 長

農 産 園 芸 課 長 甲 斐 典 男

農 村 計 画 課 長 河 野 善 充

畑かん営農推進室長 竹 下 裕一郎

農 村 整 備 課 長 甲 斐 康 真

水 産 政 策 課 長 成 原 淳 一

漁業･資源管理室長 兼 田 正 之

漁 村 振 興 課 長 田 原 健

漁港整備対策監 川 越 克 彦

畜 産 振 興 課 長 坊 薗 正 恒

家畜防疫対策課長 久保田 和 弘

工 事 検 査 監 吉 田 勝 己

総合農業試験場長 山 内 年

県立農業大学校長 後 藤 俊 一

水 産 試 験 場 長 神 田 美喜夫

畜 産 試 験 場 長 西 元 俊 文

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺委員長 委員会を再開します。

それでは、本委員に付託されました議案の説

明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○郡司農政水産部長 おはようございます。農

政水産部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

委員会資料の２ページをお開きください。

まず初めに、平成27年度農政水産部予算の基

本的な考え方について御説明をいたしたいと思

います。

御案内のとおり、本年度の予算は、地方創生

交付金などの国の経済対策に伴います２月追加

補正予算、これに、知事選に伴う骨格予算、そ

して、今議会にお願いしております肉づけ予算

平成27年６月25日(木)
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と３段構えの予算編成となってございます。

まず、（１）の農水産業の現状につきまして

は、①にお示ししておりますように、農業産出

額が3,213億円と、口蹄疫発生前の水準までよ

うやく戻すことができました。また、農水産物

の輸出額、これも17億6,500万円と過去最高額

を更新しております。明るい兆しも見えておる

んですけれども、本日の新聞報道にもあります

ように、ＴＰＰ協定交渉が予断を許さない状況

にあるというのが現状でございます。また、担

い手の急速な減少、あるいは高齢化といった構

造的な問題、さらには、燃油や飼料価格が高ど

まりしたままであるというような問題、さまざ

まな課題に直面しているのが今の農政水産部の

現状かなと思っております。

そのような中で、昨年度は、②に示しており

ますように、国における農林水産業・地域の活

力創造プラン、このプランに基づきまして、農

地中間管理事業の創設であるとか、米政策の見

直し、さらには、日本型直接支払制度の創設な

ど、新たな対策が打ち出されましたことから、

県におきましては、関連事業を構築いたします

とともに、モデル地区における実証や普及・啓

発に努めてきたところであります。

次に、（２）の国の新たな政策の動きにつき

ましては、これも、御承知のとおりだと思いま

すが、①にお示しておりますように、地方創生

の動き、②にお示ししておりますように、食料

・農業・農村基本計画、この改定がございまし

た。これらの動きに対応いたしまして、県では、

真の地方創生を実現する宮崎モデルを作成する

とともに、国の基本計画を踏まえまして、宮崎

県農業・農村振興長期計画の見直し等に現在、

取り組んでいるところであります。

次に、（３）の平成27年度の農政水産部の予

算の基本的な考え方についてでございますが、

これは、３ページのほうで御説明をしたいと思

います。

平成27年度の農政水産部の重点的な取り組み

につきましては、上に四角囲みがしてあります。

販売力の強化、生産力の向上、人財の育成、こ

の３つを柱として掲げ、農水産業の成長産業化

を加速させていきたいと考えているところであ

ります。

この３つの柱を「天の時をつかむ」、「地の利

を活かす」、「人の和を紡ぐ」の天地人の３つの

矢というふうなことで推進していきたいと考え

ているところであります。

具体的には、まず、販売力の強化につきまし

ては、食の安全・安心や健康などの消費者ニー

ズに対応した産地づくりであるとか、国内外の

新たなマーケットを積極的に開拓する体制づく

りを進めるために、新たなニーズへの挑戦、攻

めの販路開拓、連携による物流強化に取り組ん

でまいります。

次に、真ん中のところであります生産力の向

上では、地域の生産技術の高度化や連携により、

付加価値の高い、また生産性の高い産地を形成

し、人口流出を防ぐ産業のダムを構築するため、

生産技術の高度化、連携による産地の強化、生

産基盤の強化を図ってまいります。

次に、人財の育成では、最先端の技術や企業

経営感覚を持つ担い手を養成するとともに、他

産業との連携による周年雇用体制の構築を図る

ため、経営感覚等に優れた人財の育成、他産業

等と連携した人財確保、安全・安心の協働作業

等の施策を推進することといたしております。

農政水産部といたしましては、これらの３本

の矢を放つことにより、農水産業者はもちろん

でございますけれども、食品産業事業者等と一
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体となった戦略的パートナー関係を構築し、マ

ーケットインの発想による消費者ニーズ等への

的確な対応や生産性の向上等に向けた生産供給

体制の構築、さらには、次の時代を担う担い手

の育成・確保等を強力に推進することといたし

ております。

次に、資料４ページをごらんください。

議案第１号「平成27年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）」についてであります。

今回の補正は、先ほども申し上げましたが、

政策的事業や新規事業に活動火山対策などの緊

急的な課題対応の事業を加えました、いわゆる

肉づけ予算として編成をしているところであり

ます。補正額につきましては、平成27年度歳出

予算課別集計表の中ほどの列、６月補正という

欄がございますが、その６月補正額の一般会計

の合計の欄、太枠で囲っておりますが、その真

ん中のところです。98億6,309万円の増額補正

をお願いしております。この結果、補正後の予

算額は、一般会計で414億3,668万6,000円、特

別会計を合わせた農政水産部全体の補正後の予

算額は、一番下の欄になりますけれども、419

億3,707万円となります。

なお、５ページに農政水産部予算の主な新規

・重点事業等につきまして掲げておりますが、

このうち下線を引いております12の事業につき

まして、後ほど担当課長、室長から説明させて

いただきますので、よろしくお願いをしたいと

思います。

次に、６ページから９ページをごらんいただ

きたいと思います。

このページは、平成27年度の農政水産部の新

規・重点事業を、現行の長期計画の施策体系ご

とに整理したものでございます。後ほどごらん

いただければと思います。

ちょっと飛びますけれども、最後に、その他

報告事項についてでございます。

資料の42ページをお開きください。

このページから48ページまで、第七次宮崎県

農業・農村振興長期計画（後期計画）の策定に

ついてなど４件につきまして報告をいたしま

す。それぞれ担当課長、室長から説明をさせま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

私のほうからは以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いします。

○戎井農政企画課長 農政企画課でございま

す。平成27年度６月補正につきまして御説明を

させていただきます。

お手元の歳出予算説明資料の179ページをお

開きください。

農政企画課の６月補正額は、一般会計のみ

で5,807万4,000円の増額補正をお願いしてござ

います。この結果、６月補正後の予算額は、右

から３番目の欄でありますけれども、25億2,661

万1,000円となります。

それでは、主な内容について御説明させてい

ただきます。

181ページをお開きください。

上から５段目の（事項）農業総務費で、223

万円の増額補正となってございます。

２の新規事業「みやざき農業国際協力推進モ

デル事業」につきましては、ベトナム北部にあ

りますナムディン省から本県が農業近代化につ

いての協力要請を受けていることを背景といた

しまして、それに必要な取り組みの具体化とあ

わせて、暑さに強い品種の育成に係る共同研究

でありますとか、本県農産物の輸出の可能性な

どについて、一般社団法人であります自治体国

際化協会、クレアという組織がございますが、

こちらの事業を活用しまして交流・検討する、
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いわば地方版の国際交流を農業分野でモデル的

に実施していくものでございます。

次に、中ほどになりますが、（事項）新みや

ざきブランド推進対策事業費の新規事業であり

ます、２の、プラスみやざきで挑むブランド産

地強化事業と、次の段の（事項）農産物流体制

確立対策費の新規事業でございます、３の、南

九州新時代青果物安定物流対策事業、182ペー

ジの（事項）卸売市場対策費の新規事業でござ

います、１の産地フードビジネス拠点構築モデ

ル事業。これら３事業につきまして、別冊の常

任委員会資料で御説明をさせていただきたいと

思います。

常任委員会資料の10ページをお開きくださ

い。

プラスみやざきで挑むブランド産地強化事業

でございます。

この事業は、多様化する消費・販売ニーズに

対応するため、３つのプラスの視点によりまし

て、みやざきブランドの強化を図ることを目的

としてございます。

右側のページで事業内容を御説明したいと思

います。まず、左側中段の１つ目、プラス取引

の実践でございますが、図の濃い三角部分で右

に行くほど新しいマーケットニーズを表現して

ございます。こうした新たなニーズを対象に、

マーケットインの取引づくりを進めるもので、

例えば、下段の四角の枠の中にありますような、

コンビニや外食・社食向けの取引開拓などを目

指してまいります。

次に、図中央のプラス商品の開発でございま

すが、食の機能性や食味に着目した商品づくり

を進めるものでございまして、図のように、本

県の健康認証について、新たな食品表示制度も

活用したイメージ戦略を展開するとともに、農

産物の甘みや食感、香りなど科学的に評価した

おいしさの表示に取り組んでまいりたいと思い

ます。

最後に、右側のプラス競争力の強化でござい

ますが、本県の強みである安全・安心・健康を

支える体制を強化するために、図のように、残

留農薬検査におきましては、輸出にも対応し

た800成分への能力拡大を図るとともに、右の

栄養・機能性分析におきましては、産学官連携

によりまして、機能性の高い新商品の開発を進

めることとしております。今後、東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けたアスリートメニュ

ーの提案なども目指してまいりたいと考えてお

ります。

左側のページの事業の概要をごらんくださ

い。予算額は1,998万7,000円、事業期間は３年

間でお願いしております。

次に、12ページをお開きください。

南九州新時代青果物安定物流対策事業でござ

います。

本事業では、本県の青果物輸送の９割を占め

るトラック輸送の南九州３県連携による合理的

な輸送体制の構築を進めてまいります。

まず、右のページで事業内容を御説明したい

と思います。

佐賀県鳥栖を物流拠点としまして、南九州３

県の連携による幹線輸送実証試験を行いまし

て、輸送時間やコストなどの調査・分析を行い

まして、実現に向け検証を進めてまいりたいと

考えております。また、中段・下段にあります

ように、幹線輸送によって新たに生じる県内青

果物の集約に係る横持ち運賃でありますとか、

輸送コストなどの調査・分析を行いますととも

に、効率化に必要な共用可能資材、こういった

ものの整備など、幹線輸送に必要な環境整備を
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進めてまいります。

左側のページの事業概要をごらんください。

予算額は280万4,000円、事業期間は３年間でお

願いしております。

次に、14ページをお開きください。

産地フードビジネス拠点構築モデル事業でご

ざいます。

本事業では、産地と大消費地の実需者との

マッチングを進めるとともに、県内卸売市場主

導による産地加工や小分け包装などの取り組み

によりまして、新たな成果物取引を創出するも

のでございます。

右のページで事業内容を御説明いたします。

下段左側になりますけれども、新産地マッチ

ング・育成促進事業におきまして、量販店や商

社ＯＢなどの人材を青果物販路開拓エージェン

トとして配置いたしまして、大消費地の流通業

者や食品企業等の情報収集や、また産地との

マッチングを進めてまいりたいと考えておりま

す。

その右側の取引拡大チャレンジモデル事業に

おきましては、エージェントの収集した情報に

基づきまして、卸売市場が小口対応向けの小分

け包装の取り組みを行うほか、需要に応じた新

規作物の導入や青果物のカット処理等に対応で

きる産地の育成を図るなど、マーケットインの

視点に立った新たな取引づくりを進めてまいり

たいと考えております。

左側のページの事業概要をごらんください。

予算額は1,120万8,000円で、事業期間は３年間

でお願いしております。

農政企画課は、以上でございます。

○大久津地域農業推進課長 地域農業推進課で

ございます。

歳出予算説明資料の183ページをごらんいた

だきたいと思います。

当課の６月補正額は、一般会計で15億8,119

万4,000円の増額補正をお願いしております。

この結果、６月補正後の一般会計予算額は、右

から３番目ですけれども、53億9,272万3,000円

となります。

それでは、主な補正内容について御説明いた

します。

185ページをお開きください。

（事項）青年農業者育成確保総合対策事業

費5,300万6,000円のうち、２の（１）新規事業

「次世代型農業チャレンジファーム整備事業」

につきましては、後ほど別の資料で御説明いた

します。

次に、一番下の（事項）中山間地域活性化推

進費についてであります。１の改善事業「中山

間地域等直接支払制度推進事業」６億7,434

万7,000円につきましては、中山間地域等での

営農や集落活動を継続していくことで、耕作放

棄地の発生防止や多面的機能の確保を目的に、

本年度から第４期目の対策として取り組むもの

であります。

続きまして、186ページをごらんください。

中ほどの（事項）担い手育成総合対策事業費

の１の新規事業「援農隊地域労力サポート事業」

については、別途説明をいたします。

次に、（事項）構造政策推進対策費の３の改

善事業「進め６次化みやざき農業新ビジネス創

出事業」１億4,359万7,000円につきましては、

６次産業化等に取り組むため、国の総合化事業

計画の認定を受けました法人等に対するハード

整備等の支援等でございます。

続きまして、主な新規事業について御説明い

たします。

別冊の委員会資料16ページをお開きくださ
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い。

次世代型農場チャレンジファーム整備事業で

ございます。１の事業目的ですが、攻めの農業

へ転換できる、たくましい実践力を備えた農業

者や技術者を育成いたしまして、産地構造改革

を推し進めることが急務でございます。

一方、農業大学校は整備後20年が経過し、大

規模改修等が必要である中で、農大校の実習用

地を民間及び先駆的農業実践者に貸し付け、最

新技術や経営ノウハウ等を生かした実践的な研

修拠点を整備することによりまして、次世代農

業を担うトップランナー等を育成しようという

ものでございます。

具体的には、右ページをごらんください。

今後、担い手が減少する中で、農地中間管理

事業を活用いたしました農地集積を進めまし

て、大区画農地をフル活用した大規模農業経営

や新技術を活用した営農の確立が必要でござい

ます。そこで、本県農業が目指す実践的な経営

モデルとして、中ほどにあります畜産飼料コン

トラクターや大規模露地野菜での最先端の大型

機械の体系化とともに、ＩＣＴとバイオマス燃

料等を併用した総合環境制御システムや太陽光

利用型植物工場などによる次世代型施設園芸の

団地化等を想定しております。

具体的には、一番下にありますように、農業

関連メーカー等の民間と先駆的農業実践者の共

同提案による公募を行いまして、採択者に実習

用地を貸し付け、経営の実践を通しまして担い

手農家や技術員、農大校生、農業高校生等が最

新の技術や経営ノウハウ等をじかに習得できる

総合研修拠点として、順次チャレンジできる営

農モデルを整備してまいりたいと考えておりま

す。

今回の補正予算では、まず、１つ目は、中ほ

どの次世代施設園芸におきまして、⑥のＩＣＴ

やバイオマス燃料を活用した総合環境制御によ

る果樹ハウス５棟を整備いたします。２つ目は、

大規模露地野菜におきまして、③の実習用地の

水田や飼料畑を活用いたしまして、今後、早期

水稲と裏作に露地野菜を組み合わせた水田のフ

ル活用経営や、露地野菜の多毛作栽培経営を実

証するため、省力化・低コスト化につながる作

業効率の高い基盤整備のための測量設計を行う

予定としております。

なお、本年度のチャレンジファームといたし

ましては、基盤整備等の必要のない飼料畑の10

ヘクタールを活用いたしまして、①の畜産コン

トラクターと②の大規模露地野菜を組み合わせ

た畑版のブロックローテーション等につきまし

て、２件公募・実証する予定でございます。

左側の２の事業概要でございますけれども、

予算額は4,814万2,000円をお願いしておりま

す。

続きまして、18ページをお開きください。

援農隊地域労力サポート事業でございます。

具体的には右のページで御説明いたします。

事業の背景ですが、農業経営の規模拡大や法人

化に伴う雇用労力の安定確保、さらには、園芸

部門は、通年栽培でないため、個別経営体での

常時雇用が困難な状況にあるなどの課題を抱え

ておりますことから、産地において、周年を通

じた援農隊を育成するものであります。

具体的には、２つの事業で構成しており、左

側の農の雇用・労力支援推進事業では、ＪＡグ

ループと法人グループが一体となった協議会を

設置し、地域ごとの農業労働力の実態調査をも

とに情報交換や研修会等を実施し、県全域の雇

用・労力に係る課題検証と情報の共有化を図る

こととしております。
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右側の援農隊マッチング支援事業では、県内

３つのモデル地域で、事業の仕組みにつきまし

ては、熟練者やシルバー人材等の幅広い地域雇

用を活用した援農隊をＪＡ等で育成いたしまし

て、秋・冬の施設園芸や春・夏の露地野菜、さ

らにＪＡ等の集出荷場や加工施設等における人

員をしっかり組み合わせた雇用調整と周年雇用

を目指すものであります。

左のページの２の事業概要でございますけれ

ども、予算額は560万円、事業期間は３カ年間

を予定しております。

地域農業推進課は、以上でございます。

○日髙営農支援課長 営農支援課でございま

す。

お手元の歳出予算説明資料の187ページをお

開きください。

営農支援課の６月補正額は、一般会計で３

億8,060万1,000円の増額をお願いしてございま

す。補正後の予算額は、右から３番目の欄にご

ざいますように、25億4,677万1,000円となりま

す。

それでは、主な内容について御説明させてい

ただきたいと思います。

189ページをごらんいただきたいと思います。

一番上の（事項）新農業振興推進費の598

万4,000円の増額でございます。２の新規事業

「県民との協働による食の安全・安心実践事業」

でございますが、これは、後ほど、食の消費・

安全推進室長より御説明させていただきたいと

思います。

次に、その２つ下の（事項）農業経営改善総

合対策費の2,972万5,000円の増額でございま

す。２の新規事業「産地経営体形成加速化事業」

でございますが、これも後ほど常任委員会資料

により説明させていただきたいと考えてござい

ます。

次に、１枚めくっていただきまして、190ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

中ほどの（事項）鳥獣被害防止対策事業費の

３億38万5,000円の増額についてでございます。

これは、国の鳥獣被害防止総合対策交付金の内

示に伴います増額でございまして、椎葉村や美

郷町など20の市町村で侵入防止の施設であった

り、もしくは、捕獲対策を推進するものでござ

います。

次に、お手元の常任委員会資料の20ページを

お開きいただきたいと存じます。

産地経営体形成加速化事業でございます。

この事業は、目的のところにもございますけ

れども、加工用業務用のニーズに対応する複数

の産地に対しまして、定時、定量、定質な生産

ができるように、広域的な支援体制を整備して、

産地の強化と拡大を図るものでございます。

右側の図をごらんいただきたいと思います。

左上のほうにございますように、外食や中食

のマーケットは現在30兆円を超えてございま

す。産地には、ロットの大型化などが強く求め

られているところでございます。しかしながら、

その右にございますように、産地ごとにニーズ

に対応しているという現状でございまして、取

引の機会を逃している状況というものが見られ

ているところでございます。そこで、今回中段

にございますような産地経営体支援センターと

いうものを、ＪＡ中央会のほうに設置させてい

ただきまして、業務加工用の契約取引に関する

情報をもとにしまして、複数の産地や組織が連

携する体制を確立してまいりたいと考えており

ます。

また、中段のところにございますように、品

目ごとに技術サポートチームといったものを編
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成いたしまして、各産地の営農指導員や法人の

技術者、こういった者が県の普及指導員のほう

から、高度で一元的な技術支援を受けるという

体制をつくってまいりたいと考えてございます

し、統一的な技術指導を行っていきたいと考え

ておるところでございます。

これらの取り組みを広域的に行いますため

に、図にございますように、タブレット等のＩ

ＣＴを活用いたしまして、情報の共有化、もし

くは統一的な技術指導といったものを行うとい

うことで、広域産地でのロット確保、それから

商品の均一化に努めてまいりたいと考えてござ

います。

左の説明資料に戻っていただきまして、２の

事業概要にございますように、予算額は1,139

万5,000円、事業期間は３カ年間をお願いして

おるところでございます。

○河野食の消費・安全推進室長 食の消費・安

全推進室であります。

22ページをお開きいただきたいと思います。

新規事業「県民との協働による食の安全・安

心実践事業」についてであります。この事業は、

本年４月に施行しました宮崎県食の安全・安心

推進条例の県民への周知と、食の安全・安心に

対する機運の向上及び相互チェックのための連

携体制を構築するものであります。

右の図をごらんください。図の上部にありま

すように、宮崎県食の安全・安心推進条例には、

生産者、食品関連事業者はもとより、県民、行

政の責務や役割について定めております。この

ため、具体的施策としましては、図の中ほどの

左側の食の安全・安心実践啓発事業により、条

例の周知や普及啓発活動を展開するとともに、

食の安全・安心フェスタを開催し、県民の理解

促進の向上を図るものであります。

次に、右側の食の安全・安心連携体制構築事

業として、関係者の連携体制を構築し、食の安

全・安心の意識を高めることを目的とし、食の

安全・安心リーダーの登録、育成や食の安全・

安心推進店の設置を通して、相互の連携・交流

を深めようというものであります。

左の説明資料に戻っていただきまして、２の

事業の概要にありますとおり、予算額は353

万2,000円、事業期間は平成27年度の１年間と

しております。

営農支援課は、以上でございます。

○甲斐農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。

お手元の歳出予算説明資料の191ページをお

開きください。

農産園芸課の６月補正予算額は、一般会計で

３億4,538万9,000円の増額補正をお願いしてお

ります。この結果、６月補正後の予算額は、右

から３番目の欄にありますが、15億8, 9 3 5

万2,000円となります。

それでは、主な内容につきまして説明をさせ

ていただきます。

193ページをお開きください。

一番上の（事項）施設園芸エネルギー対策事

業費の２の新規事業「地域資源循環型高収益施

設園芸モデル構築事業」3,216万円でございま

すが、後ほど常任委員会資料で説明をさせてい

ただきたいと思います。

次に、下から２番目の（事項）活動火山周辺

地域防災営農対策事業費の１の活動火山周辺地

域防災営農対策事業２億2,336万円でございま

すが、これは、これまでの桜島、新燃岳に加え

まして、阿蘇山の降灰による農作物への被害を

防止・軽減するため、機械・施設等の整備を支

援するものであります。
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194ページをお開きください。

一番下の特用作物生産改善推進費の１の新規

事業「みやざき特産優良種苗供給緊急支援事

業」638万3,000円でございます。

この事業は、みやざき特産の焼酎原料用カン

ショや中山間地域におきまして収益性の高い品

目と期待されていますラナンキュラスなどの生

産拡大を図るため、優良種苗の安定生産・供給

に対応するための施設整備や優良系統の選抜に

対する支援を行うものであります。

それでは、常任委員会資料の24ページをお開

きいただきたいと思います。

新規事業「地域資源循環型高収益施設園芸モ

デル構築事業」でございます。まず、１の事業

目的、背景でありますが、本事業は、資源循環

型の高収益施設園芸モデル拠点の整備を進める

とともに、地域の木質バイオマス資源を循環活

用する新たなシステムづくりを推進するなど、

施設園芸燃料の化石燃料依存からの脱却を進め

るものでございます。

右側のページをごらんください。

白抜きの２段目のところになりますが、環境

制御技術を活用した高収益施設園芸モデル拠点

づくりの高収益施設園芸モデル整備事業につい

て説明させていただきます。

この事業は、木質バイオマス暖房機や二酸化

炭素発生装置などの機器を一括制御し、気象条

件に応じた最適な栽培環境にすることで、収量

や品質の向上を図る高度な環境制御技術を活用

した施設園芸団地の整備を図るものでございま

す。現在、国富町に次世代団地を整備しており

ますが、この成果を地域に波及させるため、本

事業におきまして、県内各地に同様な拠点づく

りを行ってまいりたいと考えております。

次の白抜き文字の、地域の木質資源を活用し

た施設園芸用燃料の安定供給システムの構築

の、施設園芸の杜モデル構築事業ですが、下の

図にありますように、図左の耕作放棄地などに、

成長の早い柳を植栽し、ペレットの原料とした

り、図の右の施設園芸農家等が所有する山林を

ペレット原料山林として循環活用するなど、地

域の資源を利用し、ペレット原料の低価格・安

定供給を可能にする施設園芸の杜システムの構

築を目指すこととしております。

さらに、図下の木質バイオマス資源安定供給

緊急対策事業では、木質ペレット価格の上昇に

緊急的に対応するため、効率的な原料調達の実

証や農家への輸送コスト低減に向けた供給体制

の見直し等に取り組みたいと考えております。

左のページに戻っていただきたいと思いま

す。２の事業概要でありますが、予算額3,216

万円で、平成29年度までの３カ年を予定してお

ります。

農産園芸課の説明は以上です。

○河野農村計画課長 農村計画課です。

歳出予算説明資料の195ページをお開きくだ

さい。

農村計画課の６月補正額は、21億2, 3 1 8

万9,000円の増額補正をお願いしております。

この結果、右から３列目にありますように、補

正後の予算額は79億4,848万7,000円となりま

す。

それでは、主な補正内容について御説明いた

します。

197ページをお開きください。

上段の（事項）公共工事品質確保強化対策費

の182万5,000円の増額についてであります。

これは、農業水利施設長寿命化対策技術力向

上事業により、県や市町村、土地改良区の職員

の技術力向上のための研修等を実施するもので
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あります。

次に、中段の（事項）新規事業「世界農業遺

産チャンレンジ事業」の394万8,000円の増額に

ついてでありますが、これは、後ほど常任委員

会資料で御説明いたします。

次に、下段の（事項）土地改良計画調査費

の2,236万3,000円の増額についてであります。

これは、土地改良事業に関連する各種調査や計

画に要する経費であり、主なものは、２の県営

ほ場整備等計画費として、県営土地改良事業の

計画を策定する市町村へ助成を行うものであり

ます。

198ページをお開きください。

（事項）土地改良事業負担金の20億9,505

万3,000円の増額についてであります。これは、

国営土地改良事業の予算の決定などにより、大

淀川左岸地区ほか４地区の県及び地元の負担金

を増額するものであります。

続きまして、常任委員会資料の26ページをお

開きください。

世界農業遺産チャレンジ事業についてであり

ます。

１の目的・背景にありますように、西臼杵３

町と諸塚村、椎葉村では、棚田やシイタケ栽培、

焼畑などの伝統的かつ特徴的な山間地農林業と

それらが育んだ神楽などの貴重な伝統文化を有

しており、これらの保全と地域振興を目的に、

世界農業遺産の認定に取り組んでおります。本

事業では、認定に向けた取り組みを支援すると

ともに、この取り組みによる知見を中山間地域

の振興につなげることを目的としております。

右側の27ページをごらんください。

中ほどの２の事業内容にありますように、ス

テップ１の国際フォーラムに向けた地域の伝統

的な農林業に関する調査研究や、ステップ２の

国際フォーラムにおける発表、ステップ３の認

定後の取り組みとしての、例えば、農林産物の

ブランド化や体験ツアーなど、世界農業遺産の

ブランドを生かした地域振興策等の調査研究、

さらには、ステップ４のシンポジウムを通じた

地域内外への情報発信といった取り組みを支援

するものであります。

26ページに戻っていただきまして、中ほどの

２の概要にありますように、予算額は39 4

万8,000円で、事業期間は平成27年度の単年度

であります。説明は以上です。

○甲斐農村整備課長 農村整備課でございま

す。

歳出予算説明資料の199ページをお開きくだ

さい。

農村整備課の６月補正予算は、一般会計で34

億1,806万円の増額補正をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

２枚めくっていただいて、202ページをお開

きください。

上から２段目の（事項）県単土地改良事

業9,000万円についてであります。

１の改善事業「活力あるふるさとづくり事業」

につきましては、農村地域の活性化を図り、集

落機能の維持・強化をするために、営農飲雑用

水施設の整備など、農村の生活環境の改善等に

係る整備などを総合的かつ機動的に行うこと

で、住民が安心して暮らせる集落環境づくりや

降灰、渇水の事象による被害を最小限にするた

めの対策に対して支援するものであります。

２の新規事業「農地集約化促進基盤整備事業」

につきましては、後ほど別冊の資料で御説明い

たします。

次の（事項）公共土地改良事業費８億6,642
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万6,000円についてであります。１の県営畑地

帯総合整備事業につきましては、畑地帯におい

て、多様な営農形態への対応や担い手の育成・

強化を図るため、都城市の払川第１地区ほか20

地区で畑地かんがい施設や農道などを整備する

ものであります。

次に、一番下の（事項）公共農道整備事業費

７億8,549万3,000円についてであります。

次のページ、203ページをごらんください。

１の県営広域営農団地農道整備事業につきま

しては、農畜産物の効率的な輸送体系の確立な

どを図るため、門川町の沿海北部５期地区ほか

３地区で農道を整備するものであります。

次の（事項）公共農地防災事業費３億2,685

万5,000円についてであります。２の県営ため

池等整備事業につきましては、日向市の寺迫地

区ほか12地区でため池の堤体等の整備を行うも

のであります。

次に、主な新規・重点事業について御説明い

たします。

別冊の常任委員会資料の28ページをごらんく

ださい。

農地集約化促進基盤整備事業についてであり

ます。

１の事業目的・背景にありますように、農業

の持続的発展を図るためには、地域の中心とな

る経営体を育成するとともに、農業経営の規模

拡大を図る必要があります。しかしながら、小

規模で不整形な農地が多い地域などでは、農地

の集積等が進みにくい状況となっておりますこ

とから、本事業で簡易な生産基盤の整備を行う

ことにより、営農の効率化等を通じて、農地の

集約化等を促進するものであります。

右側の29ページをごらんください。

本事業は、人・農地プランに位置づけられた

意欲ある担い手に対して支援するもので、支援

の対象とする条件としましては、一般地域では、

農業法人や集落営農組織、２ヘクタール以上な

どの経営面積要件を満たす個別経営体を、中山

間地域におきましては、農業法人や集落営農組

織、新規作物の導入や環境保全型農業を行う経

営体としてございます。

その下の活用事例にありますように、規模拡

大に向けた畦畔除去、暗渠排水の整備や中山間

地域におけるきめ細やかな基盤整備などに対し

て支援するものであります。

左側の28ページの２の事業の概要にあります

ように、予算額は1,000万円をお願いしており

ます。

引き続き、議案第10号及び第11号「工事請負

契約の変更について」御説明いたします。

委員会資料の36ページをお願いします。

議会の議決に付すべき契約に関する条例の規

定に基づき、議会の議決に付すものであります。

まず、議案第10号でありますが、本工事は、

４の位置図にありますように、高千穂町と日之

影町を結ぶ県営広域営農団地農道整備事業、西

臼杵５期地区の日之影町側の延長750メートル

のトンネル工事であります。３の変更理由にあ

りますように、トンネル掘削工において掘削面

であります切羽面が当初の想定よりも安定して

おり、補助工法を削除したことなどにより、請

負契約の変更を行うものであります。

37ページをごらんください。

設計変更の主な内容としましては、当初、ト

ンネル延長750メートルのうち240メートル区間

において、切羽面の崩落を防止するために、補

助工法の鏡補強工を計画しておりましたが、中

段の切羽面状況の写真にございますように、当

初の想定よりも安定した岩盤であったため、203



- 61 -

平成27年６月25日(木)

メートルの区間において補助工法を削除したも

のであります。

36ページに戻っていただきまして、２にあり

ますように、現在の契約金額17億319万4,000円

に対し、変更契約金額は16億3,034万5,000円

と、7,284万9,000円の減額となります。

次に、38ページをお開きください。

議案第11号でございます。

本工事は、４の位置図にありますように、門

川町大字加草で実施しております県営広域営農

団地農道整備事業、沿海北部５期地区の延長182

メートルのトンネル工事であります。今回、３

の変更理由にありますように、公共工事設計労

務単価に係る特例措置により、契約変更を行う

ものであります。

39ページをごらんください。

労務単価の改定につきましては、農林水産省

及び国土交通省が、技能労働者の不足等に伴う

賃金水準の上昇を適切・迅速に反映した積算と

するために、例年４月改定のところ、昨年に引

き続き、適用時期を２カ月間前倒ししたことを

受けての対応でございます。

１の（２）にありますように、本県の平均で

は、労務単価が、平成26年度と比較して５％上

昇しております。３の（１）特例措置にありま

すように、平成27年２月１日以降に契約する工

事のうち、旧単価で積算されているものについ

ては、受注者の請求により新たな単価で変更契

約を行うこととしており、今回、受注者からの

請求に基づき変更契約を行うものであります。

38ページに戻っていただきまして、２にあり

ますように、現在の契約金額６億7,548万600円

に対し、変更契約金額は６億8,219万9,183円

と671万8,583円の増額となります。説明は以上

でございます。

○成原水産政策課長 水産政策課でございま

す。

お手元の歳出予算説明資料の205ページをお

開きください。

当課の６月補正予算額は、一般会計で２

億8,024万7,000円の増額補正をお願いいたして

おります。この結果、６月補正後の一般会計の

予算額は、右から３番目の欄にございますよう

に、26億9,140万7,000円、特別会計を合わせた

全体の予算額は28億3,361万円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

207ページをお開きください。

一番下の（事項）水産金融対策費の説明欄１

の漁業協同組合機能・基盤強化推進事業２

億6,234万9,000円でございますが、これは、現

在進めております漁協の信用事業の信漁連への

譲渡に際しまして、譲渡不足金等の借り入れが

必要となる漁協に対しまして、金利負担を軽減

し、経営改善計画に沿った体制や事業の合理化

を支援するため、低利融資を行います信漁連に

預託をするものでございます。

次に、208ページをお開きください。

上から２番目の（事項）地域漁業経営改革対

策費の説明欄１の儲かる漁業転換促進事業824

万3,000円でございます。

これは、漁業経営が厳しい中、収益性向上が

非常に重要な課題となっていることから、漁業

の構造的な課題を把握・抽出するとともに、収

益性の高い漁業の経営モデル案の作成・実証を

行いますとともに、いわゆる儲かる漁業への転

換を促すものでございます。

水産政策課は、以上であります。

○田原漁村振興課長 漁村振興課でございま

す。
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お手元の歳出予算説明資料の209ページをお

開きください。

漁村振興課の６月補正予算額は、一般会計

で10億9,566万6,000円をお願いしてございま

す。この結果、補正後の予算額は、右から３番

目の欄にありますように、34億629万6,000円と

なります。

それでは、主な内容について御説明をいたし

ます。

211ページをお開きください。

（事項）種子島周辺漁業対策事業費３億1,098

万4,000円でございます。

これは、ロケット打ち上げに伴い、操業制限

を受ける漁業への影響緩和のため、宇宙航空研

究開発機構の一部負担により、共同利用施設等

の整備を行う漁協等に対し、補助をするもので

ございます。

次に212ページをお開きください。

（事項）水産基盤（漁港）整備事業費７億1,751

万3,000円でございます。

これは、水産物の生産及び流通の基盤となる

漁港施設の整備を行うとともに、災害に強い基

盤整備や老朽化対策などに要する経費でござい

ます。補正後の予算額は、右から３番目の欄に

ありますように、16億9,588万9,000円になりま

す。

事業内容について、お手元の常任委員会の資

料で御説明をいたしたいと思います。

32ページをお開きください。

水産基盤（漁港・漁場）整備事業でございま

す。

本資料は、漁場も含んだ形で整理してござい

ますが、補正は漁港整備の部分でございます。

右ページの左側、漁港整備事業をごらんくださ

い。○を付して項目立てをしてございますが、

４つの柱に基づき、漁港の整備を進めてまいり

ます。

１つ目の静穏度の確保と災害に強い基盤整備

では、水産物の安定供給や漁業者の作業環境の

向上、台風や地震・津波災害等による被害軽減

のために、防波堤や係留施設等の整備を行うほ

か、２つ目の計画的かつ適切な老朽化対策では、

老朽化施設の長寿命化や更新コストの平準化、

縮減を図るために、漁港施設の機能保全工事を

実施いたします。また、３つ目の就労作業の安

全確保対策では、就労作業の安全性を確保する

ために、浮き桟橋の整備を行うとともに、４つ

目の快適な漁村環境の保全・整備におきまして

は、快適で潤いのある漁村空間の形成のために、

緑地広場等の整備を行います。

左のページに戻っていただきまして、予算額

ですが、アンダーラインの部分、６月補正額７

億1,751万3,000円をお願いしてございます。

漁村振興課は、以上でございます。

○坊薗畜産振興課長 畜産振興課でございま

す。

歳出予算説明資料の213ページをお開きくだ

さい。

畜産振興課の６月補正額は、一番上の行、一

般会計で５億8,067万円の増額補正をお願いし

ております。その結果、右から３列目の補正後

の予算額は、25億3,245万2,000円となります。

それでは、主な補正内容について御説明いた

します。

215ページをお開きください。

下から２番目の（事項）畜産団地整備育成事

業費の１の畜産競争力強化整備事業４億5,746

万8,000円の増額であります。

この事業は、地域の畜産の収益性向上を目指

して策定する畜産クラスター計画の中で、中心
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的な経営体として位置づけられた生産者が行う

施設整備を支援するものでありまして、今回の

補正予算では、肉用牛、酪農、養豚に係る施設

整備費をお願いいたしております。

次に、216ページをお開きください。

上から２段目の（事項）肉用牛生産対策費の

１の新規事業「肉用牛肥育一貫体制実証事業」

であります。

この事業につきましては、別冊の資料で説明

させていただきます。委員会資料の35ページを

お開きいただきたいと思います。

ポンチ絵でございますが、上のほうにありま

す肥育経営における現状・課題のとおり、肉用

牛生産におきましては、繁殖経営体が出荷した

子牛を肥育経営体が購入し、肥育した後、枝肉

として出荷する体系が一般的であります。しか

しながら、現在、子牛の競り市上場頭数が減少

いたしておりまして、子牛価格が高騰いたして

おります。

このため、対策の方向性にありますように、

肥育素牛の安定確保や導入価格・飼養コストの

低減を図ることが必要であり、肥育経営体がみ

ずから繁殖雌牛を導入して、肥育牛舎の空きス

ペース等を活用した経営内一貫体制、または、

集団内の繁殖経営体と連携した集団内一貫体制

に取り組むことに対して支援を行うものでござ

います。これによりまして、肥育素牛の安定確

保を推進しますとともに、飼養コストの軽減を

実証し、肥育経営の安定を図りたいと考えてお

ります。

左の35ページに戻っていただきまして、事業

の概要でございますが、予算額は、960万円を

お願いいたしております。

畜産振興課は、以上でございます。

○渡辺委員長 御説明ありがとうございまし

た。執行部の説明が終わりました。

議案についての質疑を行いたいと思います。

○黒木委員 今回の補正予算は、全体の予算の

公共事業費が2.2％の減額になっていますけれ

ども、農政水産部管内では公共事業費はどうい

う状況になっているか、マイナス、プラス、ど

れぐらいなんでしょうか。

○戎井農政企画課長 公共事業部全体でござい

ますが、※対26年度比で103.6％ということに

なっております。当初予算でございます。

○黒木委員 103％というのは、もう昨年度よ

りも当初予算でふえているということですけれ

ども、今年度４月以降の発注の状況というのは

どのようになっておりますでしょうか。聞くと

ころによりますと、県土整備部それから環境森

林部含めてありますけれども、非常に発注がな

くて仕事がないという話を聞くんですけれど

も、そういう状況はどうなっておりますでしょ

うか。

○甲斐農村整備課長 農業・農村整備事業の骨

格予算につきましては、５月末現在で約40％の

執行状況となってございます。

○黒木委員 ５月末で40％ということで、これ

は、例年と比較してどういう状況ですか。聞く

ところによりますと、県土整備部あたりは、土

木関係の公共事業は繰越額がない、繰り越しが

少ない、それから、経済活性化の補正予算が少

ない、それによって非常に事業量が減っていて、

発注が少ないということを聞くんですけれど

も、この農政水産部関係では例年どおりの発注

が行われていると考えてよろしいでしょうか。

○甲斐農村整備課長 農業・農村整備事業につ

きましては、委員御指摘にありましたように、

昨年度からの繰越予算も少のうございます。補

※64、74ページに発言訂正あり
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正予算も少ないという状況と、あと骨格予算と

いうことで、例年に比べると発注は少ないもの

と考えられます。

○黒木委員 骨格予算とはいえ８割が計上済み

ということで、かなりの部分出ていると思うん

ですけれども、公共事業の地域経済活性化、防

災対策特別枠で40億円が追加措置をされている

わけで、結局６月の補正で肉づけをされて、そ

して、昨年よりも発注が少ないということは、

結局、経済活性化につながってないんじゃない

かなと思うんですよね。知事選が行われて期間

が短かったので、骨格予算にしたということで

すけれども、こういう追加措置、県単事業20億、

補助公共が20億、それで合わせて40億になって

おりますけれども、それが、結局、今回の議会

の後に発注をされるわけでしょうから、本当に

地域経済の活性化につながっているのかなとい

う気がするんですけれども、もうこの追加措置

の40億円の分で、農政水産部にかかわる公共事

業というのはどれぐらいの額ですか。

○戎井農政企画課長 40億の公共事業の追加措

置の中で、公共土地改良事業が12億2,600万円、

また、公共農地防災事業が３億2,700万円、ま

た、水産基盤整備事業が１億円、公共農村総合

整備事業が１億4,700万円ということで、合わ

せて18億円が農政水産部の予算となっておりま

す。

○黒木委員 地域経済活性化追加措置というの

は、いわば事業の平準化などにつながって、や

はり地域の建設業とか、それにかかわる人たち

の計画的な事業ができるような対策をとる必要

があるんではないかなという気がしまして、大

型の補正がなかったということで、これまで二、

三年ありました、つなぎの部分が非常に少なく

なったということで、非常にもう計画が立たな

いと、失業保険をどうするかという話もかなり

聞くもんですから、やはりできるだけ早期の発

注で、できるだけ平準化して、県土整備部関係

も９月が発注が多いんではないかなと思います

し、環境森林部関係もそのころに集中するん

じゃないかなということが考えられますので、

できるだけ平準化した速やかな発注をしていた

だければ、地域活性化につながるんではないか

と思うので、その面の配慮をお願いしたいと思

います。

○渡辺委員長 今、予算の枠のあり方や執行の

あり方についてお話がありました。関連であり

ましたら、どうぞ。よろしいですか。

○戎井農政企画課長 先ほど対前年度比の公共

事業の予算額を御説明させていただきました

が、当初予算額で説明をさせていただいており

ましたが、※６月補正後の予算額も加えて対前

年比で比較しますと134.8％となってございま

す。修正させていただきます。

○押川委員 関連でお尋ねをしたいと思います

が、公共３部、きのうは環境森林部、本日は農

政水産部、恐らく県土整備部のほうでもいろい

ろ議論があったと思うんですが、せっかくこの

２月追加補正というとこで、国のほうから経済

対策ということで、予算が流れてきているわけ

です。これを、同じようなペースの中で、皆さ

ん方発注をされるという計画にどうもなってい

るんじゃないかなというような気がするんで

す。

今、黒木委員のほうから出ましたとおり、や

はり平準化をしてほしいということが皆さん方

の声でありますから、これは、やはり早く発注

をするということが、強いては、県内のこの経

済対策ということになるわけですから。今あり

※74ページに発言訂正あり
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ましたとおり、もうこれは６月議会にかけない

とということでしょうけれども、何らかの形で

早く執行することが、安倍総理の、地方の津々

浦々まで経済対策を、みんながよくなるという

形をやってほしいということでありますから、

これはやはり、今後においても平準化、そして、

発注のあり方、しっかり公共３部の中で議論を

していただいて、早目に出せるものは出してほ

しいということを、私のほうからも要望してお

きたいと思います。

○徳重委員 肉用牛の肥育一貫体制、960万円

ということで。予算をつけられて悪いというこ

とではないんだけれども、本当に肉牛生産者が

生産まで手がけられるのかと。技術的にもある

いは労力的にも不可能じゃないかという気がす

るところですが、どう考えてらっしゃいますか。

○坊薗畜産振興課長 おっしゃるとおり、肥育

経営で繁殖経営を始めるということは技術的に

全然違いますんで、少し厳しい面はあろうかと

思っておりますけれども。今、素牛価格が70万

円近くになっているということで、経営を考え

ますと、子牛を安定的に確保することが大事だ

ろうと思っておりまして、こういう一貫経営を

進める取り組みはしっかりやっていきたいと

思ってます。

県内でも、肥育農家の中で、繁殖雌牛を数頭

飼って一貫経営に向けて動こうという方々もい

らっしゃいますので、そういう方々を支援して

いければというふうに考えてます。全ての方が

やれるかどうかというのは少し疑問もありま

す。実証という形で少しやらせていただきたい

と思っております。

○徳重委員 儲かる農業ということを考えます

ときに、中途半端なことをさせていたら、なお

経営がおかしくなるような気がしてならないわ

けです。生産については、子牛はどんどん足ら

なくなってくるわけですから、今、宮崎市農協

が始められたような、生産の集団、団地をつくっ

ていくというような形のほうが、より現実的で

はないかなと思っているんです。

今現在やってらっしゃる方で、何人かやって、

それなりに成功しているということかと思うん

ですけれども、それよりも、もう少し実態に合っ

たものを考えていただきたいものだと考えてお

ります。やるならば、この指導が徹底しなけれ

ばいけないんじゃないかと。指導体制が整って

いるかどうかということも再度質問をしておき

たいと思います。

○坊薗畜産振興課長 繁殖技術というのはやは

り特異でありますので、この指導はしっかり

やっていきたいと思ってまして、２月の追加補

正でお願いしておりました、肉用牛の生産基盤

強化対策事業の中で、各地域でアドバイザー的

な技術を持った方を雇っていただいて、その方

々に指導もやっていただければと考えておりま

す。

○右松委員 今、畜産の話が出ましたので、子

牛の競り価格の高騰ということで、今、競りの

際に補助をするという取り組みを沖縄あたりで

やっているという話を聞いているんですが、そ

のあたり、もし具体的な話を聞いておられれば、

ちょっと教えてもらうと助かります。

○坊薗畜産振興課長 子牛市場で雌子牛を導入

することに対して、ほかの県が支援していると

いうお話は聞いておりますけれども、具体的に

どこが幾らということはちょっと承知をいたし

ておりません。

○右松委員 実は、ちょっと私も調べさせてい

ただきまして、沖縄県がどういう取り組みをし

ているのか例が出てきたもんですから参考にお
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話をします。沖縄県で取り組んでいる補助に関

しては、60万円以上の子牛の購入で30万円の補

助というふうに出てます。実際にこれは競りに

出た方がブログで書いている内容ですので、ほ

ぼ間違いないと思ってます。そして、50万円ま

での購入であれば25万円の補助というふうに聞

いてます。

したがって、例えば60万円で購入すれば、元

手は30万円で済むわけでありまして、そういっ

た意味では、非常に購入しやすいと。なおかつ、

この人が書いておられるのは、最大の魅力は、

他県から牛を購入できるというふうに。これは、

県内購入でも補助はあるみたいでして。そう

いった意味では、非常に危機感を、自民党の中

の話し合いでも、そういった話が実は出ている

んです。

頭数的には、補助のおりる牛の頭数が40頭と

いうことで、そして、一農家で２頭まで購入で

きるというふうに聞いてます。あわせて抽せん

でやるみたいでして、このときは倍ぐらいの方

が抽せんで手を挙げられて、その人が当たった

ということで購入されたという話が書いてあり

ました。ですから、やはりこういった情報を把

握をしておくことは非常に重要なことだと思っ

ていますので、今の沖縄県の取り組みに関して

感想を、あればお聞きしたいと思います。

○坊薗畜産振興課長 宮崎は子牛の供給県であ

りまして、全共２連覇もしたことで、他県から

やはり素牛を購入に来られている状況でござい

ます。そういう中で、やはりいい牛を地元に残

していくということは、今後の宮崎牛を支えて

いく上でも非常に重要でありますので、そこは

しっかりやっていきたいと思います。他県が補

助金を持って買いにこられるということは、非

常に危機感を持って今後対応していきたいと

思っています。

○右松委員 私も、前回、和牛の共進会に行き

まして非常に感動しました。本当に３連覇がで

きるのかどうか、かなり難しい状況じゃなかろ

うかという話がありますけれども、何とかやは

り３連覇に向けてしっかりと取り組みをしても

らいたいと思っております。

○押川委員 関連でお聞きをしておきたいと思

いますが、今、競り市場で本県の素牛になる保

留牛は、どのぐらい県内のほうでは求められて

いますか。

○坊薗畜産振興課長 競りから導入する素牛の

保留対策というのは幾つかありますけれども、

その中で、県の基金を使ってやっておりますの

が、改良基礎雌牛の保留ということで、エース

級の雌牛を保留したいということで考えており

まして、これは、今年度200頭やっております。

それから、農協が牛を買って、それを農家に

貸し付けるという事業も行っておりまして、こ

とし500頭ほど予定いたしております。

それと、国のほうもやはりいい牛を地元で残

して増頭を図っていこうということがございま

して、国の事業の中では、ことし、880頭ほど

要望していこうということで、今計画をいたし

ております。

○押川委員 先ほど右松委員から出たとおり、

県の保留牛としては、以前30万円ぐらい補助が

あったんですが、今、県の保留牛は、どのくら

いの補助で確保を求めているというか、補助率

あたりをちょっと教えてください。

○坊薗畜産振興課長 保留対策の事業は、先ほ

ど言いました200頭でございますけれども、こ

れは１頭当たり10万円を県のほうからは支援を

いたしております。

○押川委員 それから、恐らく今これだけ子牛
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が高いということで、県内の肥育農家はなかな

か買えない状況だと聞いています。恐らく７割

ぐらいは県外に買い出されているのかなという

ことを認識をしているんですが。現状、アバウ

トで結構でありますが、年間の頭数、そして、

県外にどれぐらいの牛が出ているものか教えて

ください。

○坊薗畜産振興課長 26年度の実績で申します

と、合計で６万2,000頭ほどが上場されており

まして、そのうち県内で購入されたものが３

万7,000頭ほどで60％程度になります。県外で

購入されたものが２万4,000頭ほどで39％程度

となっております。

○押川委員 その中で、県外の購買者に、恐ら

く県あたりから輸送費を出していると思うんで

すが、これ１頭当たり幾らになっているんです

か、どういう基準で補助を出しているんですか。

○坊薗畜産振興課長 県外から購買に来られる

方々の輸送費については、済みません、把握を

いたしておりません。

○押川委員 その中で、先ほどの沖縄の例が

あったんですが、沖縄あたりは30万円ぐらいの

補助を出して、60万円のものの約半分です。そ

ういうことで、県外から県内に子牛を、特に優

良子牛を買いにこられての補助があるというこ

とでありますから。本県もやはりこの保留の中

にもう少し、10万円ではやはり安いと私は思っ

ていますので、せっかくいいものを残すという

ことであれば、しっかりこの対策を県内保留と

いう形の中で持っていかないと、なかなか厳し

いのかなと思います。これはもう要望にしてお

きますから、よろしくお願いをしておきたいと

思います。

それから、肉用牛肥育一貫体制、肥育と繁殖

はもう全く違うわけです。私たちも、今、この

肥育農家がどれだけ経営で苦労されているかと

いうのは十分理解をしております。あっぷあっ

ぷの中で、さらに繁殖、今のこの子牛が高い中

で、一貫の中で経営をするというものは、私も

なかなか厳しいんじゃないかなと思います。

もちろん何名かはいらっしゃるかもしれませ

んけれども、綾町がやっているように、全体の

中で増頭するという方向の中で補助関係をやっ

ていかないと。やはり、担い手をどう育成する

かということでしょうから、肥育の中で繁殖と

いうことよりは、繁殖農家の中で担い手あたり

をしっかりつくっていくという形の中で事業を

つくっていかないと、この事業をされても成功

しなければだめですし、恐らく120頭というこ

とでありますけれども、これ繁殖牛の素牛を

買ったときにはどのぐらいの補助でやろうとさ

れているのか、そこあたりの詳しい内容をお聞

きしておきます。

○坊薗畜産振興課長 まず補助のところですけ

れども、１頭当たり８万円の支援を考えてござ

います。今、委員がおっしゃられたように、繁

殖基盤をしっかりやるほうがということでござ

いますけれども、クラスター事業とか国の事業、

それから２月の追加補正でお願いしました県単

の事業等によりまして、繁殖基盤の支援はしっ

かりやっていきたいと考えております。クラス

ターの中で新規参入とか後継者の新規就農、こ

ういう方々が新たに和牛の繁殖経営を始められ

る場合の支援もありますので、ここをしっかり

と地元と検討しながらやっていきたいと思って

ます。

昨年、人・牛プランもつくりましたので、各

地域、繁殖基盤をどう強化していくか、維持し

ていくかというところは、地域の中で課題とし

て持っていますので、肥育センターとか、先ほ
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ど綾のセンターとか、そういうものも整備に向

けて地元としっかり協議をしてまいりたいと

思ってます。

○押川委員 計画としては十分理解はするんで

すけれども、実質やる中においては、かなり厳

しいものがあるかなと思いますので、そこらあ

たりは事業をされるということであれば、しっ

かり指導体制から、今言うように経営まで入っ

ていかないと恐らく大変だろうと思います。

この事業で、例えばどのくらいの肥育農家

を、120頭の中で想定をされるのか。そこらあ

たりの計画があるんであればお聞きをしておき

たいと思います。

○坊薗畜産振興課長 今、何戸ということの想

定は決まっておりませんけれども、一応予算で

想定したのは、肉用牛の肥育経営専業が二百四、

五十戸、七、八十戸ございますので、その１割

程度の方が取り組んでいただければと考えてお

ります。

それから、35ページのポンチ絵の中で左側の

ほうにありますのは、肥育経営農家みずからが

繁殖牛も買って一貫をするという仕組みでござ

いますけれども、右側の集団内一貫体制という

のは、肥育農家が牛は買いますけれども、実際

には、繁殖農家とか、先ほど言いました繁殖セ

ンターとか、そういうところに預けて子牛を返

してもらうというような取り組みも考えていき

たいと思っております。ここについては、また

これからになります。

○押川委員 今言いましたとおり、これはもう

事業が成功するような形の中で、しっかり皆さ

ん方でも、ＪＡあるいはそういった組織がいろ

いろ県内にもあろうというふうに考えておりま

すので、しっかりした指導の中でお願いをして

おきたいと思います。

○渡辺委員長 関連はありませんか。

○徳重委員 今、質問が出ましたとおり、畜産

農家、県が計画しております農業純所得600万

という数字を出しているわけです。それに見合

うような農家を育てるということが一番大きな

課題かなと思うんです。無理して補助金をやっ

て、無理して農家を存続させるというのはいか

がかなという気がしておるところで。やはり、

集中的に仕事をやっていかなければ、ばらまき

的なやり方で、補助金が若干ありますよという

ような考え方はよくないと。やはり、継続とい

う形の中で進めていただかなければ、補助金を

やることによって農家が苦しんでいくというよ

うなことになっては、いけないんじゃないかな

と思っておりますので、ぜひひとつ農家のため

に前向きに取り組んでいただきますようにお願

いしておきたいと思います。

それでは、農産園芸課のほうにお尋ねをして

みたいと思います。25ページのモデル拠点づく

りということで、もうおくれているような気が

してならないんですけれども、いずれにしても、

これからは集団的団地ができないと、定時、定

量、定質の品物を送れないということになって

くるのかなと。

宮崎は、どうしてもハウス園芸を中心にして

いかなきゃならないと考えますときに、この木

質バイオというのは非常にありがたい方法だと

思ってます。10アール当たりで、石油・灯油を

たいたときと木質バイオでやったときとの差は

どれぐらい出ているもんですか。

○甲斐農産園芸課長 ピーマンの例で御説明い

たしますと、現在、燃油価格は80円程度なんで

すが、大体年間に１万3,000リットル使います

ので、年間104万円かかることになります。木

質ペレットの場合、今45円程度でございますの
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で、2,600キログラムぐらい年間通してかかり

ますので、今現在、年間通して120万円かかる

ことになっております。

○徳重委員 そうすると、灯油のほうが安く上

がっているということですか。

○甲斐農産園芸課長 現在は、燃油価格が下

がってきたということもございまして、16万ほ

どペレットのほうが高くなっている状況でござ

います。

○徳重委員 将来にわたって、私はペレットも

大変厳しい状況が続いてくるんじゃないかな

と。バイオマス発電等々の問題もありますし、

あるいはまた製造工場、ペレット製造の業者も

そんなにたくさんいらっしゃらないということ

を考えると、将来どうなっていくのかなと心配

なんですが、そこ辺は県はどう考えていらっ

しゃるんですか。

○甲斐農産園芸課長 委員おっしゃいますよう

に、その辺、非常に今発電とかが盛んになって

ますので、心配されるところなんですけれども、

やはり、我が県の施設園芸の持続的な発展─

石油価格の動向というのは、今後も不透明な点

があるかと思います。そういう点を考えますと、

化石燃料に依存しない生産工場への転換という

のは、我が県としては進めなければならないこ

とであると考えております。

そうした中で、やはり木質ペレットの単価の

低減に向けた、安定的な原料の供給の仕組みづ

くりが重要と考えておりまして、この辺は林業

サイドとの連携になってまいりますが、県内各

地の製材所からの確保や、町有林の確保といっ

た原料調達の効率化を進めたいと考えておりま

すし、また、農家へのペレットの輸送でござい

ますが、今度、都農町におきまして新たにペレッ

ト工場が稼働いたします。また、国富のほうに、

大規模施設園芸団地が今秋から本格的な生産を

開始します。

そういった点も見据えまして、ストックヤー

ドの設置も含めまして、農家までのペレットの

効率的な輸送体系というもので、輸送コストの

低減を図っていきたい。また、ペレットにつき

ましても、現在の杉を中心にしたペレットだけ

でなく、果樹園地や街路樹の剪定枝とか、野菜

栽培終了後の残渣とかも活用できないかなどの

検討を行いながら、コストの低減を図っていき

たいと考えております。

○徳重委員 園芸施設農家は全て、施設整備経

費が非常にかかるわけです。一遍投資したらな

かなかやめるわけにいかないということになっ

てしまいます。最低20年、30年やっていくとい

うことになります。そこは、本当に真剣に考え

ていただかなければ、途中で燃料が足らなく

なったということになったら、もう一発でアウ

トになるわけでありますから、やはり、需要と

供給、このことについて、どこまではやれると

いうものが数字的に出てこなければいけないん

じゃないかなと思っております。

ペレット工場をつくる人たちももちろんそう

でありますが、特に、農家の皆さん方は、面積

もある程度限られているわけですから、それが

もうだめになったら、もう元も子もなくなるわ

けであって、その辺はひとつしっかりと見据え

て、このペレットの設備については慎重に考え

ていただきますようにお願いをしておきたいと

思っております。

それと、今モデル団地をつくるということで

すが、国富に今１つあるわけですね。何カ所ぐ

らいこの団地を計画されているものか教えてく

ださい。

○甲斐農産園芸課長 今、国富でできている技
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術というものを発揮させるために、県内におい

て、この事業では大したハウスはつくれないん

ですけれども、国庫事業等と組み合わせまして、

県内に３カ所程度こういった施設をつくってい

きたいと考えております。

○徳重委員 確認したいと思いますが、３カ所

の団地は、つくる作目は違うんですか。それと

も、例えばピーマンとかあるいはキュウリとか

トマトとか、同じような体制なのか。

○甲斐農産園芸課長 同じ団地内では、同一品

目のほうが非常に効率的だと考えております

が、その３カ所の団地につきましては、キュウ

リ、ピーマン、トマトあたりを中心に考えてい

きたいと思っております。

○徳重委員 いつも思っているんですが、定時、

定質、定量という原則がなければ、なかなか継

続的な販売までつながっていかないということ

をぜひしっかりと考えていただきますようにお

願いをしておきたいと思います。

○渡辺委員長 関連でございましたら。

○黒木委員 先ほど都農町にペレット工場が稼

働を始めるということでありましたけれども、

今現在、県内にはペレット製造工場は幾つあっ

て、県外からも入っている状況があるんでしょ

うか。

○甲斐農産園芸課長 現在、県内のペレット工

場は、小林市に１カ所、門川町に１カ所で、新

しく都農町にできたということで３カ所でござ

いまして、現在、県内で稼働していますペレッ

ト暖房機には、県内のペレット工場から供給し

ているという状況でございます。

○黒木委員 これからこの事業を広げていくに

当たって、十分に県内で自給できると考えてよ

ろしいんでしょうか。

○甲斐農産園芸課長 それぞれ製造能力は十分

にありまして、これから台数がふえても十分生

産できる能力はあると考えております。

○黒木委員 能力はあるけれども、結局、原料

の問題があるので、新たな樹種の選定をすると

か、そういう方向で考えていくということであ

ると思うんですけれども。今の畜産農家のおが

くずの問題で、実際、県の森林組合連合会の流

通センターあたりに、おがくずが欲しい人たち

が、これはもう用材に使えんから、何とかおが

くずにしてもらえんだろうかということで、見

て歩いたりしているような状況がありますし。

また、養鶏農家では非常に環境が悪くなってい

るところもあるよと、見に行ったらいいよとい

う話も聞いているところで、非常に奪い合いの

状況です。

私も、木材価格が安いときに畜産農家の方に

協力してもらったから、何とか畜産農家におが

くずを供給してもらいたいということで言うん

ですけれども、バイオマス発電のほうとやはり

もう話が決まって約束しているので、なかなか

Ｃ材、Ｄ材は、おがくずに回せないんだという

話も聞くもんですから、この環境森林部あたり

としっかり連携して、何とか困っている状況を

助ける方向で取り組んでいただきたいというふ

うに。これは要望ですが、お願いしておきたい

と思います。

○押川委員 次世代型で、国富町で国の事業を

利用して事業をされておられるわけであります

けれども、秋ぐらいから定植が始まるというこ

とでありますが、規模と、現在入植関係といい

ますか、次世代型で農業をされようという人は

どれぐらいいらっしゃるのかお聞きをしておき

たいと思います。

○甲斐農産園芸課長 事業主体のＪＡ宮崎中央

では、５月８日に入植希望者説明会を開催いた
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しまして、７名程度の募集を行ったんですけれ

ども、10名参加されたということなんですけれ

ども、現在お聞きしているのは、そのうち３名

の方が今入植を希望されているとお聞きしてお

ります。

○押川委員 品目と、これリースだと思います

が、反当たりの規模のリース料がわかれば教え

てください。

○甲斐農産園芸課長 希望されている方はピー

マンとお聞きしております。済みません、規模

が50アールなもんですから、50アールで説明さ

せていただきますが、50アールでリース料は600

万程度とお聞きしております。

○押川委員 何人ぐらいが入れるんですか。4.5

ヘクタールぐらいですよね。

○甲斐農産園芸課長 4.1ヘクタールなんです

が、30アールの２棟につきましては、慣行区と

いう位置づけでございまして、50アールの７区、

７名程度入植できる施設になっております。

○押川委員 ７名程度ということで、当初３名

の方でピーマン50アールをスタートされるとい

うことで、リース料で600万というと大変高額

ですよね。確かに、この次世代型農業は魅力あ

るんですが、それだけコストをかけて、この農

業をやるということが、果たして本当にこの宮

崎の農業を担う人たちができるのかなと心配を

しております。

これだけやはり大がかりになれば、雇用型の

農業になってくると思いますから、相当な資金

力がないと、なかなかできないのかなと思いま

すので。これから、そういう方々が入られるん

でしょうから、しっかりこの収穫が伴って、リ

ース料がしっかり払えて、農業ができる。恐ら

くリースでありますから、買い取りはないとい

うことでありますから、ここで何年かリースで

農業をされて、新たなところに補助を設けられ

て農業をされるということになるのかなという

気がしますけれども、これだけのコストがかか

れば、やはり大変だなということをまず皆さん

方にもお伝えをしておきたいと思います。

それから、この環境制御を活用して、これを

どう一般の農家に普及されるのか、そこらあた

りの計画なりあればちょっとお聞きをしておき

たいと思います。

○甲斐農産園芸課長 今回の環境制御施設につ

きましては、二酸化炭素発生装置や自動開閉機、

かん水制御、循環扇、こういったものを外の気

象条件に合わせて複合的に環境制御を行う施設

になっておりまして、こういった技術、データ

を蓄積していくことが非常に重要だと考えてお

ります。

そのため、この施設には、コンソーシアムを

形成しておりまして、そこに農業試験場、普及

センター等の技術者も入っておりまして、そう

いった技術の蓄積をすることによりまして、今、

反収がキュウリ当たりでは15トンと言われてお

りますが、それを25トンまで伸ばすようなこと

を目標に頑張っていきたいと考えております。

○押川委員 それから、なかなかペレット暖房

機の普及がままならないような状況であるとい

うふうに認識をしております。恐らく皆さん方、

二、三年前ぐらいから、県内500ぐらいのペレッ

ト暖房機を導入したいということで常々言って

いらっしゃいましたけれども、現状、農業をやっ

ていらっしゃる方々で、どのくらいの方々がこ

のペレット暖房機を導入されているのか、わか

ればお聞きをしておきたいと思います。

○甲斐農産園芸課長 現在、宮崎には103台の

木質バイオマス暖房機が入っておりまして、ピ

ーマンが62台、キュウリが23台、トマト類が10
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台、メロン４台といったような内訳になってお

りまして、導入農家戸数は32戸でございます。

今回の国富の施設やＪＲ九州ファームみたいに

大がかりな施設というところもありますけれど

も、あとはそれぞれの農家さんで導入していた

だいている状況でございます。

○押川委員 それから、先ほどから質問が出て

ますけれども、やはり、燃料に木材を使用する

ということになりまして、ペレットの価格も恐

らく上がってきているのかなという気がするん

です。この木質バイオマス燃料が始まる前と今

のペレットの価格との増減があれば、お聞きし

ておきたいと思います。

○甲斐農産園芸課長 平成25年と26年とを比較

いたしまして、約２割程度木質ペレット価格は

上がっているものと考えております。

○押川委員 ２割程度ではわかりませんので、

価格で教えてください。

○甲斐農産園芸課長 キログラム単価で39円

が46円になっていると考えております。

○押川委員 化石燃料の代替で木質暖房機とい

うものは魅力があったから、そういう話があっ

たんですよね。だから、以前も価格が上がって

ていくと、代替としての価値はないですよとい

う話もしておりました。そういう中で、やはり、

これはしっかり今もありましたけれども、畜産

農家あたりとの取り合いの中で、恐らくこの木

質暖房機のペレットあたりも、相当これから価

格の問題も出てくるでしょうし、価格が高くな

れば、暖房機あたりの普及というものは、実証

されてもなかなか進んでいかないだろうという

気がするんです。

確保と価格の安定をしっかりおさえるという

ことで、恐らくこの施設園芸の杜モデル構築事

業の中で、耕作放棄地あたりに柳とかセンダン

とか、そういうものを植えて何とか確保すると

いう計画でしょうから。しっかりシステムづく

りをやっていかないと、なかなか今の奪い合い

の中では─これがさらにまた60円、70円に

なってきたら、何の意味も持たないと思います

ので、そこらあたりは、しっかりやっていただ

ければありがたいと思います。

それから、この耕作放棄地の関係で、以前

ちょっといろいろ勉強させてもらったんです

が、条件不利地、特に山裾あたりの農地という

ものは、柳とか、そういうものであれば、農地

転用しなくても栽培ができるということであり

ます。そういうことであれば、早目にこれは市

町村あたりにそういった連絡をしていただい

て、条件不利地には、早目にそういう木を植え

てもらうという形をとったほうがいいのかなと

いう気がいたしております。

それと、部長は現場がわかる人ですから認識

があると思いますが、既に３年も４年も放置を

すると、竹が生え、木が生えて、とてもじゃあ

りませんが、農地としての評価もなかなかない

ということで、放置をされているところが相当

あるんです。

ここに柳とかセンダンを植えるといっても、

もう高齢化でなかなか米づくりあたりをしない

人たちが、そういう状況で条件不利地を放棄し

ているわけですから、これはもう重機かなんか

を入れて、抜本的にそういうものをしていかな

いと、土地はあってもなかなかそういう木を植

える人たちがもういないということ。今後どう

していくかということを、これも市町村あたり

と皆さん方と一緒になって議論をしていただい

て、予算をしっかりつけて、システムの中での

対策を打っていかないと。絵は確かにすばらし

いものだというふうに認識はしますけれども、
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現実やはり現場を見ていただくと、そういう条

件の悪いところが相当あるということでありま

す。

それから、迫田においても、もう既に放棄を

していますので、何らかの形でそういうものを

植えていかないと、じゃあ誰が植えるのかとい

うことになってきますので、しっかりこれはＪ

Ａあるいは森林組合、そして市町村と、どうい

う形であれば、システム構築あたりができるの

かということも早目に協議をしていただいて、

やっていただきますようにお願いを申し上げて

おきたいと思います。何かあれば部長お願いし

ます。

○郡司農政水産部長 御指摘のとおりでござい

まして、耕作放棄地の問題、特に迫田と言われ

ている山際のところは随分荒れてきている状況

がございます。そこをいかにうまく使っていく

かということは、鳥獣被害対策の上でも非常に

大きな課題であろうと思っております。それが

ゆえに、ここで、この施設園芸の杜とかいう提

案もしておりますけれども、御指摘もありまし

たように、市町村あるいはＪＡ、森林組合あた

りと一緒になって仕組みとして提案し、実践し

ていくことが非常に大事なんだろうと思ってお

ります。

なかなかこの施設園芸、今のお話の中でも、

化石燃料がまたいつ上がるともわからないとい

う状況がありまして、何とか厳しい状況ではあ

るんですが、新しい仕組みとして、宮崎発の考

え方を世の中に問いたいということで、事業を

打ち出しているところです。

課題はたくさんあって、今御指摘のとおりな

んですけれども、何とか関係機関とも力を合わ

せながら、化石燃料からの脱却を。どこかで戦

争が起こったら重油が上がって、施設園芸が立

ち行かなくなるということのないように、自前

で、エネルギーの地産地消で、我が県の畜産と

ともに柱としてあるこの施設園芸産業を維持し

ていくよう頑張っていきたいと思っておりま

す。御指摘ありがとうございます。

○押川委員 部長、ありがとうございました。

やはり、これから宮崎の農業をどうするか、そ

して、誰がそこを担っていくのかということを

しっかりしていかないと、もう人がいなくなっ

てきている状況の中で、どういう形の農業にな

るのかなということ。５年後、10年後を本当に

心配をしております。

もう周りを見ても人がいないということの中

で、じゃあこういうすばらしい次世代型農業の

中で、どういう形の中でこれを組み立てていけ

ば、ここに人が入ってきて、食料生産できる、

宮崎の農業はどう確立されるかということで、

皆さん方も一生懸命やっていらっしゃるという

ことはわかりますので、これが事業としてやっ

ぱり成り立つような形の中でしっかり検証して

いただいて。

広く県内の農家の皆さん方、あるいは今後農

業をしてみたいという人たちにやりやすい形

じゃないと、コストが高い中で無理をさせて農

業をさせるということでは元も子もありません

から、安価の中で所得があって、生活ができる、

そして、宮崎は、これだけ自然にも恵まれた温

暖で農業に適している地帯だということの中

で、Ｉターン、Ｕターン、Ｊターンあたりをど

う活用していくかということでしょうから。こ

れはしっかり検証の中で─そういった新たな

人たちが来れること、あるいは農業をやってみ

たいという、これからの若い宮崎県の人たちが、

夢とやりがいがあるよう、しっかりやっていた

だきますようにお願いをしておきたいと思いま
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す。

○徳重委員 予算とは関係ないところですけれ

ども、ハウスの問題についてお尋ねしておきた

いと思います。３年ぐらい前、宮崎に木造ハウ

スの見学に行きました。立派なものができて、

ちゃんと成功しとったと思ってます。その後、

本会議でも質問が出されたところですが、その

後、検証するということで進められてきたと

思っていますが、その経緯について、これを今

後導入できる可能性があるのかどうか、もしわ

かっていれば教えてください。

○甲斐農産園芸課長 以前もあったと思うんで

すけれども、二、三年前からまた検討がなされ

ているということなんですが、まだコストの問

題、現在の普通のハウスと合うのかどうか、プ

ラスその中での環境の問題といったものが検討

中ということですので、現在、そういったとこ

ろを検討している段階とお聞きしております。

○徳重委員 もう３年になると思っているんで

す。私ども見に行ったわけですから。まだその

データが出てないというのはちょっとおかしい

ような気がするんだけれども、調べていらっ

しゃるんですか、どうなんですか。

○甲斐農産園芸課長 ※継続して普及センター

が指導に入って、木造ハウスでの状況について

確認していると聞いております。

○渡辺委員長 よろしいですか。午前中あと10

分あるところなんですが、また新しいテーマに

入ると昼をまたぎそうなので、午前中の部はこ

こで一旦休憩とさせていただいて、また午後審

議を続けたいと思います。

それでは、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後０時57分再開

○渡辺委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

午前に引き続き、議案への質疑を行いたいと

思います。

○戎井農政企画課長 午前中の黒木委員からの

御質問にございました、公共事業の対前年度比

の数字でございますが、私のほうから数字を２

点申し上げさせていただきましたが、混同され

るような部分があったと思いますので、適正を

期すために再度御説明をさせていただきたいと

思います。

２つ数字を申し上げさせていただきまし

た。103.6％と134.8％という２つ数字を上げさ

せていただきましたが、最初の103.6％という

のが、26年度の当初予算180億7,000万円に対し

て、27年度の６月補正後の額が187億3,000万円

ということで、この対前年度比が103.6％とい

うことでございます。134.8％というものにつ

きましては、昨年度の額が確定した最終的な予

算の執行額に対しての数字ということで訂正を

させていただきたいと思います。

○甲斐農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。

午前中、徳重委員のほうから、木造ハウスに

ついて御質問がありまして、私のほうから普及

センターで対応しているという答えをしたんで

すけれども、この件につきまして訂正をさせて

いただきたいと思います。

平成25年度に環境森林部のほうで、園芸ハウ

スへの木材利用推進検討会というのが開催され

ております。それには農政水産部も参加しまし

て、この中で、柱の影響等で日射量が著しく低

下しているのが一つ課題だという点と、やはり、

すき間が多い構造で、温度、湿度のコントロー

※このページ右段に発言訂正あり
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ルが難しいという点が指摘されております。

それを受けまして、環境森林部のほうでは、

平成26年に改良型ハウスをつくられまして、現

在、宮崎大学農学部とともに、その改良型ハウ

スでの実用化に向けてのデータ収集を進めてい

るということでございます。

○有岡委員 午前中に引き続きの質問になりま

すが、ペレットの暖房機の件でお尋ねしたいと

思います。ミニトマトの農家に行きましたら、

メーカーによっていろいろ違っているというこ

とで、そこを見せていただいたところ、最終的

な木灰が少ないということで、効率よく燃えて

いるというお話を伺ったんですが。そういった

意味で、今後このペレットを実用化して、また、

作物に応じたこの暖房機の選定といったものが

今後の課題だと思うんですが、そういったメー

カー等の厳選にどのように取り組んでいらっ

しゃるかお尋ねしたいと思います。

○甲斐農産園芸課長 木質ペレット暖房機につ

きましては、数社入っておりまして、いろんな

利点等が指摘されております。県のほうでは、

宮崎県施設園芸木質バイオマス利用促進協議会

というのをつくりまして、その中に暖房機メー

カーさんにも入っていただきまして、それぞれ

のメーカーの特徴やその使い方、灰の出し方等

についての検討を進めているところでございま

す。

○有岡委員 ぜひ32戸の実情を。今現在使って

らっしゃるわけですから、そういった現場の情

報も集めて、こういった作物にはこのメーカー

のものが合うとか、そういった情報を持って

らっしゃったほうが、これからこういった単価

が上がってくる中、生き残るためにもそういっ

た情報は持っておいていただきたいと要望して

おきます。

○甲斐農産園芸課長 この協議会の中で、その

メーカー等とデータの収集について当たってい

きたいと考えております。

○有岡委員 18ページの援農隊地域労力サポー

ト事業ですか、この件でお伺いしたいと思うん

ですが、最終的に３年後にどういう形につくり

上げていかれるのか、その姿が見えてこないも

のですから。27年度にこういった検討をして、

実態調査をして、データベース化すると。デー

タベース化するだけでなくて、これを実用化し

て、今まで、例えば、ハウスでしたら、「てん

ぱる隊」みたいな協力隊がいらっしゃって取り

組んだと。それを年間的な形で取り組むという

ことでしょうから、３年間のスケジュールがわ

かれば教えていただきたいと思います。

○大久津地域農業推進課長 今、委員の御質問

がありましたように、これは３年間の事業とい

うことで今計画しておりますが、本年度、今か

ら立ち上げるということで、今、ＪＡグループ

と一緒になりまして、まず、雇用の問題、特に

施設園芸農家さんあたりが、かなり雇用確保に

苦労していると。また、法人さんあたりもなか

なかやはり難しいという、そういった実態が少

しずつ出ております。地域地域で状況が違うと

いうことで、そこをしっかり状況把握をして、

ことしは、ＪＡグループと系統外の法人さんと

も地域で一体にできないかと、そういった情報

交換会をやろうと思ってます。

それと、先ほど申し上げましたように、県内、

南那珂、北諸、西諸の３地区の農協さんを中心

に、援農隊をつくるための活動をことしから始

めまして、できれば、ことし、または来年で、

技術の研修会とか、どういうふうにやればいい

かとか、そういうふうなのを今、先催県でもい

ろいろ取り組まれておりますので、そういった
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ものを情報収集、または勉強をしながら、この

１年でしっかり立ち上げて、来年からある程度、

援農隊のモデルのところは来年。３年目にでき

れば全県的な展開という形で進められればとい

うことで予定をしております。

○有岡委員 ぜひ現在の農家の高齢化の対策と

して必要だと思いますので、取り組んでいただ

ければありがたいと思ってますし、余りこの情

報を知らないものですから、ぜひこういった情

報を提供していただけると、また広がっていく

と思ってますのでよろしくお願いいたします。

○太田委員 この援農隊の隊員、イメージ的に

は、どんな人が想定されてますか。

○大久津地域農業推進課長 今現在考えており

ますのは、個別にシルバー人材を確保されてお

りますが、そういったシルバー人材の方たちも、

今後、法的な改正によりまして、時間の延長等

もございます。それと、農協とかいろいろな技

術者ＯＢの方ですとか、あとは農家でもリタリ

アされた方、そういった方でまだまだしっかり

働いていただける、こういった方たちを集めて

やっていきたいと思っております。

さらに、もう一つは、やはり、熟練労働者の

一部には地域の女性の方々、一般の女性の方々

が子育てが終わられてからとか、いろんな部分

で時間を持て余すという部分を、しっかりそう

いった方たちも研修を踏まえて、こういった援

農隊といいますか、収穫作業とか集出荷場の作

業とか、こういったところで安定的に応援でき

るような形がつくれればなということで、今後

検討してまいりたいと思っております。

○渡辺委員長 関連でありますでしょうか。

○徳重委員 関連でお尋ねしたいと思います。

収穫が一番手間取るわけでして、これからハウ

スの団地をつくったり、あるいは露地野菜でも

大型化されてきます。収穫が一緒になってくる

わけです。そうすると、もうどうしても人手が

足らなくなるという現実を捉えたときに、人を

しっかり集めなければ、適時に適量を出荷でき

ないということになるわけです。

そして、ことしやったから、来年はまた作目

を変えるというわけにはいかん状況になるかな

と思うんです。継続的にやっていくということ

になると、やはり、しっかりとしたデータのも

とに、人員の把握が基本になるんじゃないかな

と思っているんです。今からいろんなことで勉

強もされ、研究をされて組織をつくられること

はいいんですが、やはり総体的な、どれだけ必

要だというものを前もって先につくらないと、

人を集めてから云々ではない、どうにもならな

いのかなと。

それと、もう一つ、やはり始めた以上、継続

的にやっていただくという、そのことをしっか

り捉まえてもらわなければ困るんじゃないかな

と思っているんです。この事業は、もう始めた

らやめられないというような事業にしていただ

きたいなと思っていますが、どういう考え方で

すか。

○大久津地域農業推進課長 まず、委員おっ

しゃいますとおり、19ページのスケジュールが

ございますが、一番下のほうに地域の状況調査

ということで、今、先ほど申し上げました内容

とか、課題とかを含めて、トータルの人材がど

のぐらい必要なのか、地域地域ごとに実態把握

アンケート調査でまず踏まえていきたいと思っ

ております。

そして、これを継続的にということで、今、

法人さんとか、園芸農家さんのお話では、やは

り一年中継続雇用できないということで、雇用

をやめた途端に別の産業に従事されたりとか、
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来年また戻ってくる覚悟がないということで、

無理やり雇ってらっしゃる方もいますし。やめ

て次もう来られない。やはり、熟練労働者を１

年間、地域で農業に関するところで確保したい

という意見が多うございますので、それを単純

に法人さんとか施設園芸農家だけで置くんでは

なくて、終わったらその次、露地野菜のところ

に回って、そして、集荷場に回っていただく。

農業関係で一年中働いていただけるような熟練

労働者を安定的に確保する、これが一番必要で

はないかということで。このためには、やはり

ＪＡグループと法人さん、こういったものが

しっかり連携した中で、地域ごとに確立してい

かないといけないと思っておりますので、委員

がおっしゃいましたように、これをしっかり３

年の中に立ち上げながら、こういう支援がなく

ても、地域地域でこういった形ができるような

形を、この３年間でじっくり検討、協議しなが

ら形をつくっていきたいなと思っております。

○徳重委員 すばらしい形のものができてくる

のかなと期待しているところですが、私は、恐

らくもう既に日本全国で先進地的な地域がある

んじゃないかなと思っているんです。宮崎の場

合は、割といろんな形の作業がミックスされて

いるようですが、全国的には、そういった野菜

団地、あるいは、単体でもうそれなりの大きさ

の農場があって、何段階にも分けて作付してい

るところもあるでしょうし、いろんな形態があ

ると思うんですが。そういうケースは、どうい

うところに、どんなこういったサポート隊があ

るというのがわかっていれば教えてください。

○大久津地域農業推進課長 この援農隊事業に

ついては、国の全額定額助成でございまして、26

年度から取り組んでいるものでございます。26

年度は、全国で14カ所地区で実施されておりま

して、基本的には、地域なり法人さん方が使わ

れている事業が多うございますが、14カ所のう

ち３県、長野県、大阪府、長崎県につきまして

は、県一円で取り組まれております。

こういった優良事例ということで、私ども情

報を得まして勉強もし、また、この援農隊を仕

組んでいる民間の事業者もございまして、そう

いったところの情報も去年１年間、ずっと本省

とも協議しながら教えていただきながら。宮崎

県では、県域の捉えができないかということで

今回応募いたしまして、本年度は６件採択され

まして、そのうち石川県と京都府と宮崎県が県

域でやる、あとの３カ所は、市町村とか地区で

やるような取り組みでございます。

国のほうもこれについては力を入れておりま

して、この採択を受けた県等については、来月

早々にはまた全部集めて、優良事例とか取り組

みの先進的なところを一緒に学ばさせて。我が

県も後発でございますから、いいところを取り

組んで、しっかりした形にしようということで。

国でも一生懸命やられておりますので、いい事

例は視察とかしながら、しっかりした形でつ

くっていきたいと思っております。

○有岡委員 説明資料の193ページの農産園芸

課になります。降灰対策というんでしょうか、

桜島、新燃岳、阿蘇の被害防止の営農施設の整

備ということで予算化してありまして、昨年

が6,200万円に対して4,300万円の執行というこ

とで、全額使いこなしてない状態なんですが。

今回２億2,000万円の予算が計上されて、種類

も３つほど補助事業の歳出があるようですけれ

ども、内容をもう少し詳しくお尋ねして、予算

執行が本当にうまくいくのか、そこ辺をお尋ね

したいと思います。

○甲斐農産園芸課長 この活動火山事業でござ
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いますが、平成26年の11月の阿蘇山の噴火に伴

いまして、防災営農整備計画というものを変更

しまして、阿蘇山周辺地域を追加しております。

その関係で従来の桜島、新燃岳対象地域にプラ

スしまして、阿蘇山の対象地域３市７町３村が

追加されまして、合計20市町村で事業を実施す

ることになりました。

対象品目は、野菜、花、果樹、お茶、たばこ

でございまして、被覆施設、被覆資材、洗浄機

械、土壌改良等が事業としてできることになっ

ております。現在、事業要望をこれからとると

いう段階でございます。

○有岡委員 これは、降灰を受けた後の対策で

はなくて、予防という視点で考えてよろしいん

でしょうか。

○甲斐農産園芸課長 降灰が予想される地域に

つきまして、その予防のためのハウスとか、そ

ういったものの施設でございます。

○黒木委員 今回の補正予算の中には、宮崎県

の農作物のいろんな商品開発とか、大消費地へ

向けた販売、物流の取り組みとか、そういう事

業がありますけれども。身近な消費拡大として、

福祉保健部で健康長寿日本一を目指そうという

ことで、その中の推奨事業の一つに、１日100

グラム野菜を余計とりましょうという推奨事業

があるんですけれども、コンビニで弁当を買う

ときには必ず一緒に100グラムパックの宮崎県

産野菜を買うというような仕かけとか、そう

いった商品開発の取り組みをして、そして、健

康長寿を目指すと。

宮崎県産のピーマン、ゴーヤは、３割か４割

ビタミンＣが多いということで、そういったも

のも売りにして、いつの間にか買ってしまうよ

うな仕かけをして。そして、健康の宮崎県、地

元で地元産の野菜を消費するというような仕か

けが必要ではないかと思うんです。

そうすると、仮に100万人、子供から大人ま

で宮崎県民が１日100グラム野菜をふやしたら、

１日100トンの野菜になるんじゃないかなと。

計算が間違ったら10トンと思いますが、かなり

の量の消費量がふえると思うんです。

そういう商品開発と買うための仕かけが必要

ではないかなと思うんですが、そういった取り

組みについてお考えをお聞きしたいと思いま

す。

○原ブランド・流通対策室長 今、委員の御指

摘のありましたように、健康への消費者のニー

ズの高まりというのは非常に感じておりまし

て。委員会資料10ページになりますけれども、

プラス宮崎で挑むブランド産地強化事業に、新

たに取り組むことにしているんですけれども、

この中で特に真ん中のプラス商品の開発という

ところ、ポンチ絵11ページになりますが、健康

認証イメージ戦略の推進ということで、特にも

う本年度新たに食品表示制度が４月に施行され

たりしておりますので、そういう制度を取り組

みながら。

健康認証の取り組み、特に、今、先ほど委員

おっしゃられましたけれども、ビタミンＣが非

常に本県の農産物は多いということもありまし

て、そこら辺をイメージをうまく消費者に伝え

られるような取り組みを、戦略を持ってやって

いきたいと考えているところでございます。

○黒木委員 これまた県民運動として取り組む

ような仕かけを、ぜひ福祉保健部と連携して取

り組んでいただきたいなと思います。

○右松委員 10ページ、スキーム的には大変す

ばらしいと思っております。その中で、宮崎ブ

ランドの商品力、産地力の強化がどこまで図っ

ていけるのかなと考えておりまして。新しいマ
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ーケット情報からマーケットインの取引づく

り、そして、商品開発もアスリートメニューと

いうことも言われてましたけれども。そして、

産地の強化で、このトータルパッケージで、こ

の事業内容1,998万7,000円で果たしてできるの

かなと、どれほど事業成果が出るのかなと。

逆に言えば、事業成果が小さければ、それな

りの事業費になるんでしょうけれども、この中

身、スケールの大きさから考えると、このトー

タルパッケージで2,000万ぐらいというのは、

どういう成果が出るのかなというのは、ちょっ

と気になるところなんですが。一番最後のほう

に、事業効果が29年度５件と出ているんですけ

れども、具体的にどういう成果をこの事業で出

されていくのか、そこをちょっと教えてくださ

い。

○原ブランド・流通対策室長 おっしゃるよう

に、この事業費、有効に活用していかなければ

ならないと思っているんですけれども、成果と

しましては、特に、新たなニーズを捉えた取引

づくりというものが非常に大切だと思っており

まして。これまでなかったような外食向けの取

引とか社食向けの取引、そういうところに切り

込むために、そこに配送している小口の配送業

者さんとか、そういうふうなものを特に積極的

に取引づくりを進めていきたいということでご

ざいまして。そういうふうなところとパイプを

強めることによって、消費が伸びていって、宮

崎のブランド産品の販路拡大につながっていく

んではないかという切り口でやっていきたいと

考えております。

○戎井農政企画課長 このプラス宮崎でのブラ

ンドの産地強化事業で販路なり、新しいコンビ

ニであるとか、そういったニーズを把握すると

ともに、あわせて14ページにございますような、

産地フードビジネス拠点構築モデル事業、こう

いったもので卸売市場を通じた販路も、産地育

成も図っていく。

それに加えて、20ページにありますような、

産地経営体加速化事業、先ほど申し上げたよう

な２つの事業で、具体的な個別の取引先を据え

た上で、そこのマーケットニーズに対応できる

リクエスト生産という形で、産地ごとの例えば

ＪＡの部会でありますとか、法人さんとか、そ

ういったところをしっかり経営面、また技術面

でもサポートすることによって、産地を育成し

ていく、そういう考えでございます。

○右松委員 わかりました。内容からいくと、

かなり壮大なスケールの大きさをちょっと感じ

てしまうもんですから。特定に絞ってやってい

かれるということでありますが。ここに書いて

ます産学官連携等も含めて、やはり、事業主体

が、県とみやざきブランド推進本部とＪＡ、経

済連ということでありますけれども、もちろん

ここと、さらに加えて、やはり民間の力も活用

していかないと、イメージ的な、産業クラスタ

ー的な、やはり産学官と行政と民間と含めたそ

ういうイメージで持っていって、さらに膨らま

せていってもらえるような、将来につなげても

らえるような、せっかくこういうスキームがで

きるということであれば、それをぜひ将来に生

かしてもらいたい。最終的には、やはり産地力

の強化、ここもやはり非常に重要ですので、そ

こにつなげてもらいたい。

アスリートメニューに関しては、去年のスポ

ーツ振興対策特別委員会で。宮医大と、医学と

メディカルスポーツの中で、青島のグランドホ

テルにできました。あそこは、アスリート向け

の食事をいろいろ開発されているということで

すから、こういった民間力もさまざま活用しな
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がら、そういったイメージでやってもらうとい

いかなと思ってますけれども、どうでしょうか。

○戎井農政企画課長 委員御指摘のアスリート

メニューにつきましては、宮大等とも連携しな

がら、また、委員おっしゃるように、民間とも

協力しながら、新しい商品開発をして、波及で

きるように進めてまいりたいと思っておりま

す。

○右松委員 具体的な成果につなげていっても

らえたらいいかなと思います。頑張ってくださ

い。

○渡辺委員長 関連でありましたら。

○徳重委員 関連でお尋ねしたいと思います

が、プラス宮崎ということで、宮崎ブランドを

確立したいということで努力されていただいて

いるわけですが、何を基準にして、住民の皆さ

んに、消費者にわかってもらえるかということ

ですよね。こうして皆さんから聞けば、ああ、

なるほどだなと。例えば、残留農薬もうちは一

番高度な検査をやっていますよと。それも、何

が基準で高度なのか。あるいはビタミンが高い

んですよと、含有率が高いんですよと、何を基

準に、どこの品物を、どれを基準に宮崎がこう

なんですよというのが出てこないと。高いです

よ、いいですよと言っても、消費者、あるいは

皆さん方はよくわからない、我々もそうなんで

すよね。

宮崎は進んでいるなとわかるけれども、何が

基準なのかというのが見えないし、やはり、消

費者に見える形で表示するということが大事か

なと。どこの県の云々というんじゃなくて、一

般的な品物は、マンゴーだって一般的に出てい

るものはこの程度ですよと、普通15度しかない

んですよ、うちは、大体18度あるんですよとい

うのをぼんと目に見える形で出してこなけれ

ば、なかなか広がっていかないんじゃないかな

と思うんですが、どうでしょうか。

○原ブランド・流通対策室長 委員御指摘のと

おりでございまして、どういうふうに消費者に

本県の魅力を伝えるのかというのが非常に大切

だと思っております。その中で、これまでのデ

ータの蓄積によりまして、本県産の農産物につ

いては、全国の標準値よりもビタミンＣとか、

ベーターカロチンとか、そういうふうな成分が

非常に多いという分析データを蓄積して。例え

ば、これまではポップにしてわかりやすくして、

売り場で表示するような方法をとってきており

ますけれども、４月に食品表示法が施行されま

して、栄養機能の成分の表示とか、あるいは機

能性の表示が、生鮮食品についても表示そのも

のができるようになっております。

ただ、それを表示していくためには、これか

らまだちょっと課題が。例えば、データがその

まま掲載できるようなものなのかというのを、

十分研究していく必要があると思っております

ので、そこら辺を踏まえた上で、表示のあり方

についても十分検討してまいりたいと考えてお

ります。

○徳重委員 表示しなければ、言うだけではだ

めだと思っていますので、ぜひ表示ができるよ

うな形で、消費者に理解できるような形で、堂

々とそういう食材を使っているところは、もう

入り口でもどこでもいいですが、ぼんと張れる

ような形でやってもらうといいんじゃないかな

と思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。

○日髙副委員長 残留農薬の検査体制なんです

けれども、800成分とありますけれども、これ

他県に比べるとどれぐらいすごいものなのかわ

かりますでしょうか。
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○原ブランド・流通対策室長 現在、宮崎県で

分析可能な成分というのが440成分ございます

けれども、800成分と申しますのは、輸出に対

応できる成分として、そこを目指していきたい

という数値でございまして。各県との比較で申

し上げますと、ＪＡの各他県のデータをとって

いるんですけれども、100台から300台成分ぐら

いまでが主なＪＡさんでやっておられる状況で

ございまして、それに比べて、宮崎県は全国トッ

プクラスということで、440成分現在可能とい

うことでございます。

○日髙副委員長 本当にすばらしいことだと思

うんですけれども、世界では、本当に農薬づけ

で野菜がサラダで食べられないという国もある

んです。そんな中で、やはり世界トップレベル

の栄養であったり、安全・安心なものがあると

いう。その中で消費していって、宮崎県民の皆

さんの野菜消費率というのが全国で四十何番目

というのを聞いたときに、本当にショックなこ

とであって。やはり県民の一人でも多くの方が

知ることによって、それが発信力にもなると思

いますので、ぜひ先ほど委員もおっしゃってま

したように、県民の皆さんによりよく伝えてい

ただきたいと思います。

○押川委員 次世代型農場チャレンジファーム

整備事業ということで、これは、農業大学校で

行われるということでよろしいですか。

○大久津地域農業推進課長 農業大学校の圃場

を活用することにしております。

○押川委員 それでは、畜産飼料コントラクタ

ーについて、先ほど10ヘクタール２件というこ

とでの説明があったと思うんですが、農場内

で10ヘクタールを２カ所区画をつくるというこ

とでいいんですか。

○大久津地域農業推進課長 今、飼料採草地で

使っております10ヘクタールの区画の圃場がご

ざいまして、これを２区画に５ヘクタールに分

けまして、一つは、畜産コントラクター、もう

一つは、露地野菜を何回か植えて、それをずっ

と継続的に植えるような形で、連作でどういう

形ができるかというのを実証していきたいなと

思っております。

○押川委員 それから、この大規模露地野菜、

これにおいても、水田と飼料畑の、特に排水対

策ということでありますから、農業大学校の中

の水田と飼料畑を排水がよくなるように対策を

行うということですか。

○大久津地域農業推進課長 農大校は整備し

て20年が経過しておりまして、学生が早期水稲

をつくっている水田がございます。ただ、これ

については、排水等が悪くて、水田が終わって

から早期水稲の刈り取り後が何も使えないとい

う状況で、県下農家には水田のフル活用という

ことで言ってますので、これを排水対策をしっ

かりやって、露地野菜をつくれるような体制を

つくりたいと思っております。

もう一つの飼料畑につきましても、１カ所排

水等がかなり悪くて、余り露地野菜とか、そう

いったものについては機能しないだろうという

ところがございまして。宮崎でモデルをつくれ

るように、とりあえず設計をいたしまして、国

の補助事業等を活用しながら、整備ができるよ

うな形を事前に準備していきたいということ

で、今回測量設計をお願いしているところでご

ざいます。

○押川委員 水田の早期水稲の後の裏作、飼料

であったり、何か露地野菜になるんでしょうけ

れども、そういう計画的なものは何かあるんで

すか。

○大久津地域農業推進課長 これは、あくまで
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民間のいろいろな技術を持ってらっしゃる方

と、農業の先駆的な経営者からの公募という形

で考えておりますので、いろんな提案をいただ

いた中で、宮崎でいいものということを選定し

ていくということで、県のほうでは特定のもの

を誘導するつもりはございませんか。

○押川委員 今あそこは指定管理が始まってい

るんですが、今回整備されるのは、指定管理者

分も入っているんですか、それとも、農大校、

県の所有地だけになるんですか。

○大久津地域農業推進課長 今回の整備は農大

校の敷地でございます。

○押川委員 それから、高収益露地果樹栽培と

いうことで、本県の主力果樹園芸品目、要望候

補はどういうものがあるのか教えてください。

○大久津地域農業推進課長 これまでキンカン

とか日向夏、また、最近、児湯あたりはブドウ

等ございますけれども、やはりブドウ等につい

てもなかなか今難しいというような情報は聞い

ております。そういった中で、今後、今、施設

果樹の場合は、マンゴーとかトップクラスのも

のがございますが、やはり、施設を使わない低

コストなもので何かないかということで、今、

一つはキンカンあたりの露地を、もうちょっと

検討すべきじゃないかという意見も現場ではい

ただいております。これについては、今、構想

の段階でございますので、地元現場のいろいろ

な意見をいただきながら、２年目、３年目にな

るとは思いますけれども、そういったところで、

いろいろ検討させていただいた中で決めていき

たいと思っております。

○押川委員 今回、特に都農のキウイに対して

質問をさせてもらったんですが、こういうキウ

イの実証のための取り組みあたりは全然考えて

ないんですか。

○山本連携推進室長 チャレンジファームでの

実証については、今課長が申し上げましたとお

り、これからの検討になると思います。現状、

今、トライアル圃場ということで、都農町で4.6

ヘクタールの圃場を確保して、造成工事に着手

しようとしておりますが、既にその場所に一部

苗を植えておりまして、先行して生育を見てい

るといった状況にございます。

○押川委員 こういう露地での栽培ということ

ですから、しっかり実証をやってほしいという

ことでお願いもしましたから。ある程度の面積

を確保して、一緒に、同時にやってみるという

形の中でしていかないといけませんので。しっ

かりお願いしておきたいと思います。

それから、次世代型施設園芸、この果樹のハ

ウスということでありますけれども、どのくら

いの規模でどのようなものを想定されていらっ

しゃるのか教えてください。

○大久津地域農業推進課長 これにつきまして

は、農大校の学生さんたちがやっております実

習用のハウスでございまして、今回は５棟で全

体で13アールということで、小規模のものでは

ございますが、先ほどから出ておりますように、

ＩＣＴを使った環境制御、バイオマス燃料等も

出てますので、こういったものをやはり学生さ

ん方にもしっかり経験を踏ませる必要があると

いうこと。今１台もないということで、こういっ

たものを導入して、学生さんだけではなくて、

いろんな技術員とか農家さんたちの交流の中で

の研修にも使っていきたいと思っております。

○押川委員 ここに研修のプログラムというの

が載っておるわけでありますから、しっかり年

間を通じて、露地から施設からということで、

農大校でこういうことを実証されながら、本県

農業、そして、営農現場にこのことをどう伝え
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ていくかということが大事でしょうから。やら

れるんであれば、しっかりやっていただいて、

成功に導いていただければありがたいなと思う

ところであります。

そして、やはり、農地中間管理事業の活用と

いうものもあるわけでありますから、こういう

露地野菜あたりを含む中での所得を確保しなが

ら、土地集積、なかなか進んでおりませんけれ

ども、そういったものにも活用されるというこ

とだろうと思いますが、それでよろしいですか。

○大久津地域農業推進課長 今回のチャレンジ

ファームは委員がおっしゃるとおりでございま

して、やはり、中間管理機構で農地を集積して、

大区画の面積でのということになります。そう

すると、圃場の扱い方、機械の機種、そういっ

たことも含めて、しっかりこういったところで

実証しながら、公募した農家さんに実際経営ま

でやってもらいまして、コストとか、いろんな

ものまで成果として出して、一般の学生だけで

なくて、技術員、農家の皆さん方にもしっかり

研修していただくような場として、有効に活用

していきたいと思っております。

○押川委員 186ページに農地中間管理機構支

援事業ということで予算が組んであるんです

が、これどういう事業を取り組まれるんでしょ

うか。

○山本連携推進室長 この事業は、昨年度、中

間管理事業を推進するために14億円ほど基金を

積んでおります。その基金を取り崩して、中間

管理事業の推進、協力金制度と３つの協力金が

ありますけれども、この協力金を執行するため

に、県の予算として受け入れて執行しようとい

うものでございます。

○押川委員 ところで、26年、今度27年という

ことで、県も3,000ヘクタールぐらいを農地中

間管理機構で目標に上げていらっしゃるわけで

ありますけれども、これは、それぞれもう本会

議でもありましたから、深くは言いませんけれ

ども、やはり、やり方の中において、ある程度

どこかに委託をするようなものをしていかない

と、なかなか進まないのかなということを考え

ております。

１点は、もう既に賃貸を集落なりあるいは地

域外の人たちと、特に水田あたりはもう貸し借

りをしているんです。このあたりのやはり是正

をまずやること、そして、その財産という管理

の中で、農家もなかなか所得と合わなくても、

先祖からいただいたものということで、米は今、

主食米30キロ5,000円であってもつくっている

というのは、やはりただ単に所得だけのもの

じゃなくて、先祖から自分は受け継いでいるん

だという意識の中で、今までずっと水田農業と

いうのはあったと思うんです。

そういう中で、やはり大事なのは、自分はも

う高齢で農地を貸すわけですから、貸すと、10

年15年先、息子さんがいても、恐らくもうほと

んどどこに自分の田んぼがあるかもわからない

ような状況があるんです。

そういう中で、やはり管理するところは、例

えば、ＪＡであったり、そういうところが地域

の生産者とのつき合いが一番あるわけですか

ら、ここらあたりともやはりその協議をしなが

ら、しっかり農協あたりが管理をしてくれると

か、相談相手になってくれるということになっ

てくると、割とスピード感を持って事業という

のが進んでいくのかなという気もするんです。

だから、そういった試みもしてもらいたい。１

人誰か借り入れたからって進むもんじゃなく

て、やはり、顔が見える関係、そういうもので

の安心感あたりが、この事業というものにはあ
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る程度生かされるんじゃないかなということを

考えてます。ぜひそういった取り組みも、どこ

かでモデルでも構いませんから、どこかの農協

と地域あたりをやってみると、割と早いかなと

いう気もいたしますので、お願いをしておきた

いと思います。

それから、今回、耕作放棄地の課税強化とい

うことで、規制改革会議がそういったことを議

論しておると。誰も耕作放棄地にしているわけ

じゃないんです。やはり、もう高齢になってき

た、そして、借り手側も何をつくれば所得があ

るかということがどうも見えてこない。今言う

ように、主食米が以前は１万5,000円しており

ましたけれども、今は5,000円、60キロ１万円。

これではやはり借りる人というのはそんなにい

ないと思うんです。飼料米においても、いつま

で続くかもわからないというような、国の政策

の中で今進められようとしておりますので。こ

ういった不安定の中での中間管理事業の中で土

地集積ということで、やはり不安もあるし、借

りても何をつくればいいのかというのが見えて

こない。

やはり、そこにしっかりした柱というものが

あれば、そういう方向の中で少しでも動いてく

るのかという気がするんですけれども。まして、

課税なんかというのは、皆さん方のほうからも

やっぱり国に、こういう議論というのは本当も

うなってないと思います。誰も貸したがらない

のじゃなくて、借りてくれないという状況も確

かに発生するんです。先ほど言ったように、条

件の悪いところなんかは貸すわけないですし、

一律にこの耕作放棄地をやられるとやっぱり困

ります。これは、街場の一番いいところあたり

の耕作放棄地であればわかるんです。

どこまでこの耕作放棄地というものを議論し

ているのか。やはりこういったことは、我々も

選出国会議員の皆さん方には伝えますけれど

も、これやっぱり県のほうからもしっかり、こ

ういう脅しのような規制改革会議というのは、

ちょっと私は賛成しかねるなと思っております

ので、こういったことについてもしっかりお願

いをしておきたいと思います。部長、いかがで

しょうか。

○郡司農政水産部長 耕作放棄地の課税につい

ては、委員おっしゃるように、多分、街場の資

産的所有されている耕作放棄地をベースに物事

が発想されているんだと思います。地域の耕作

放棄地の実情等については、役員のほうにも実

情をしっかりと物申していきたいなと考えてお

ります。

また、中間管理事業につきましても、いろい

ろＪＡ管理型のお話とかいただきました。大変、

示唆に富んだお話だと思っております。要は、

やはり人と農地の問題なんですけれども、そこ

で何を作付していくのかと。ここのところが

しっかりしないと、現場は立ち行かないという

ことだと思います。この人と農地と作物の問題、

セットで物事を考えるようにしていきたいと考

えております。

○黒木委員 資料の185ページ、中山間地域等

直接支払制度推進事業についてでありますけれ

ども、第４期になって、見直しが行われたと思

うんですけれども、見直しの内容と対象となる

農用地がどれぐらいあるのかをお伺いします。

○大久津地域農業推進課長 これまでの第３期

までの取り組みから、今年度から第４期という

ことで委員がおっしゃったとおりでございま

す。これについては、加算措置がとられまして、

今までの反省で、高齢者の方たちが集落協定に

加入した場合に、５年間生産活動を維持するこ
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とが自信がないということで、途中でやめてし

まう。そういった話が出てきますと、集落で協

定の話にいかないということで、一つは、集落

間で連携して生産維持活動をやりましょうと、

そういった場合については、10アール当た

り3,000円の加算でございます。

それと、高齢者とか小規模農家だけが集落に

おられて、もうそこでは生産活動ができないの

を、ほかの集落の担い手が手伝う場合について

は、10アール当たり田んぼで4,500円、畑で1,800

円の助成がございます。

さらに、今回、超急傾斜地ということで、こ

れが一番の大きな変更でございます。宮崎でも

そうですけれども、従来の田畑の緩傾斜地の補

助金に合わせて、さらに田んぼで10分の１以上

の急傾斜、畑については20度以上の急傾斜につ

いては、10アール当たり6,000円という加算措

置ができたところでございます。

そういった状況の中で、平成27年度は、今の

ところ計画で一応6,047ヘクタールほどを計画

しているとこでございます。

○黒木委員 大分使いやすいといいますか。高

齢化、それから、非常に耕作放棄地がふえた中

で配慮されたんだなと思うんですけれども、全

国的には２割近くが適用できるにもかかわら

ず、受けてないということがあるんですが、本

県においては、どれぐらいの割合でしょうか。

○大久津地域農業推進課長 全体的な数値は、

なかなか実際市町村で取り組めてないところ

が、傾斜度をなかなかはかり切れない、全体が

把握できてないというところと、市町村により

ましては、地域のバランスという形で、大きい

市町村で合併後取り組まれていないところがご

ざいます。具体的に面積で出すのはなかなか難

しいのですが、今のところ、県内で20市町村が

取り組んでいただいているところでございま

す。

○黒木委員 全国では多分２割弱ぐらいですか

ら、それぐらいかなという気がするんですけれ

ども、これでまた少しよくなる可能性もあるか

なと思います。

それから、鳥獣害に関してでありますけれど

も、今度非常に予算が削減されたということ

で、27年度どこを対象としてするのかと。さっ

き話がありましたけれども、非常に深刻にみん

な捉えておりまして。本当、もうこれ中山間地

の問題だけではなくて、もう宮崎市の近辺でも、

清武にしても、どこにしても非常に大きな問題

になっておりまして。予算を何とか確保しなけ

れば─３億の予算がありますけれども、すご

い予算だなとは思うんですけれども─それで

も本当に私のところあたりはサファリパーク状

況です。何とかやらないと、もう気が折れると

いう人たちがいっぱいいるんです。何とか予算

確保が必要だなと思うんですけれども、27年度

の取り組み、先ほどお話がありましたけれども、

具体的にどういう取り組みをどこで行うのか、

また改めて予算の確保に向けた考え方について

お伺いしたいと思います。

○河野食の消費・安全推進室長 鳥獣害につき

ましては、非常にいろんな地域での被害が発生

しているということで、国のほうには予算要望

をしているところでありますけれども、本年度

の交付金につきましては、ハード事業は要望に

対して60％の配分ということで。減額されてい

る部分につきましては、ほかの交付金、例えば、

多面的機能支払制度というところで、ことし鳥

獣害のメニューが入っておりますので、これの

活用とか、環境森林部のほうの事業があります。

こういったものを活用して、多くの地域がハー
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ド事業が行えるようにしていきたいと思ってお

ります。

また、ソフト事業につきましては、今までど

おり、地域の特命チームと鳥獣害被害対策支援

センターとが連携しまして、地域でのモデル集

落として設置した集落を対象に、研修会とか集

落点検を実施して、鳥獣を寄せつけない地域ぐ

るみの取り組みを推進してまいりたいと考えて

おります。

○黒木委員 ということは、27年度要望が出た

ところは、ほぼ対応できると考えてよろしいん

でしょうか。

○河野食の消費・安全推進室長 金額的にいき

ますと63％という数字になっておりますので、

市町村が要望する100％の対応というのはなか

なか難しいというのが現状でありますけれど

も。それに対して、市町村のほうでの工夫、例

えば、緊急的なところ、計画が具体的になって

いるようなところから進めていただくという形

で、いろんなことを実施していただければと思

います。

また、これから入札ということで、入札残が

発生いたします。そういったものをまた一旦引

き上げまして、本当に必要なところに再配分を

していくような予算の活用の仕方も考えていき

たいと思っております。

○黒木委員 ハード事業で金網とか張ります

と、張らないところに移動するんです。ですか

ら、そこあたりが何とかしてくれというような

ことで。何か、やはり根本的な解決が必要なん

ですけれども、今のところ、個体数を一気にあ

る程度減らさなければ、なかなか対応が追いつ

かないなと思うんですけれども、これは、予算

の要求にしても対応にしても、お互い一緒に

なって取り組んでいただきますようお願いをい

たします。

それから、漁業に関する質疑を１点。委員会

資料の30ページ、沿岸資源の回復による儲かる

漁業の推進事業についてですけれども、その中

に、藻場回復によるウニの増産事業というのが

ありますけれども、宮崎県でのウニの漁獲量高

はどのような状況になっておるんでしょうか。

○成原水産政策課長 数字が手元にないもので

すから、時間をいただきたいと思います。

○黒木委員 ウニといえば、宮崎県は都農だっ

たと思うんですけれども。今でも、駅前ではウ

ニの加工場という看板をかけたところが何カ所

かあるんですが、やはり都農ではウニがとれて

いる状況でしょうか。

○成原水産政策課長 生産量そのものはピーク

時からすると、ごく少ない状態になっているも

のと認識しております。

○黒木委員 宮崎県は、日本でどこまでとれる

かわからないんですけれども、宮崎県のカニと

かエビとかの冊子がありますけれども、その中

にトラガニがあって、宮崎県でとれるトラガニ

を北海道から食べに来ている人がいるもんです

から。トラガニの生産といいますか、養殖がで

きたら、食で呼べるんじゃないかなと思うんで

すけれども、全国で養殖ができているところが

あるんでしょうか。また、そういう取り組み予

定はないんでしょうか。

○成原水産政策課長 全国の状況につきまして

は、ちょっと確認させていただきますが、本県

の取り組みにつきましては、なかなか種苗生産

の技術的なハードルと、コストの問題といろい

ろあって、かつてチャレンジしたことはあるん

ですけれども、実用化までに至らないで現状に

至っているという状況でございます。

○黒木委員 わかりました。チャレンジしたこ
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とはあるわけですね。北海道から食べにくると

いうのはよほどいい食材だと認められているん

だなと思いますから、一応、頭の中に入れてお

いていただきたいと思います。

○徳重委員 今、黒木委員からもお話があった

ことなんですが、30ページ、31ページ。農業も

一緒でございますが、儲かる農業、儲かる漁業

という、いつもこういうフレーズで表示されて、

農業はもうかるんだなと、漁業はもうかるんだ

なと、もうかる方法があるんだなという意識を

持たせられるんですけれども、農業でもうかる、

あるいは漁業でもうかったというような話がな

かなか聞こえてこないので非常に残念でありま

す。何とかやはりこうして表示した以上は、そ

れに近いものを、結果を出していただきたいも

のだとこう思うんです。

と申しますのも、30ページに書いてあります

ように、儲かる漁業の推進事業をされるわけで

ありますが、例えば、事業効果として５年後

に6,100万、10年後に１億8,000万、20年後に２

億4,900万、こういう数字が上げられるわけで

すが、これ、どうしたらこういう、どういう形

で進めたらここまでいけるんだろうかなと思う

んです。

この目標を立てるに当たって、何人ぐらいの

事業体、あるいは組織か個人があって、現在が

幾らで、そして、５年後に6,100万になるのか。

皆さんが想定されている事業体で、現在幾らぐ

らい数字が出ているものか教えてください。

○成原水産政策課長 本事業は、５の事業内容

に掲げておりますように、アマダイの資源回復

の問題、２のところに書いてありますけれども、

イセエビの資源回復。それから、３番目には、

藻場の回復によるウニの増産。※この３つの経

済効果としてはじいているところでございま

す。メーンになるのは、このうちアマダイの増

産による効果というところでございまして、現

在、アマダイは資源的に非常に低調になってお

りますけれども、ただいま資源回復計画を策定

中でございますが、その計画を履行することに

よって、この程度の資源の回復が望めるであろ

うという見込みに基づいているところでござい

ます。

○徳重委員 今、アマダイなりあるいはイセエ

ビなり、あるいは藻場の回復というようなこと

で考えていらっしゃるんでしょうが、どれぐら

いの事業体なのか、人員はどれぐらいで考えて

いらっしゃるのか教えてください。

○成原水産政策課長 データの確認をさせてい

ただきたいと思います。

○徳重委員 数字を上げられることは、目標が

あって非常にいいと思うんです。それに近づけ

られるような結果を出してもらわなければいけ

ないんじゃないかなと考えておりますので、ぜ

ひ努力をしていただきたいなと思います。

次の31ページの事業においても同じようなこ

とが言えるんじゃないかなと思っておりますの

で、ぜひひとつ、我々にも理解できるような形

でお示しをいただいて、予算が、お金が本当に

漁業者のためにしっかりと使われているんだな

という形でないと、これが継続しなければいけ

ないと思っておりますし。

ところで、漁業に携わる方あるいは後継者、

そういったものの動きはどういう形になってい

るもんでしょうか。ここの二、三年でも結構で

ございますが、流れを教えてください。

○成原水産政策課長 就業者の数でございます

けれども、昨年、漁業センサスが公表されたと

ころでございまして。就業者の数といたしまし

※103ページに発言訂正あり



- 88 -

平成27年６月25日(木)

ては、５年前の2008年に3,360人であったもの

が、今回発表された2013年の数値では2,677名

ということでございまして、かなりの数が減少

しているということで、我々もこの就業者の問

題については、非常に大きな課題であると認識

しているところでございます。

○徳重委員 その中で新規の就業者というんで

すか、漁業につかれる方というのは、後継者を

ひっくるめて年間何人ぐらいいらっしゃるんで

すか。

○田原漁村振興課長 今、水産政策課長が申し

上げましたとおり、年間大体130人余りのペー

スで減ってきておりました。その間、大体、新

規就業者が四十数名毎年入ってくると。それを

差し引いた減少として、その分減ってきている

というところでございます。

○徳重委員 将来展望として、宮崎県沿岸線

が400キロかな、非常に長いわけですが、この

まま維持できるというような感触を持ってい

らっしゃるもんでしょうか。最低どれぐらいは

必要か、はっきりした数字が出ないとしても、

これぐらいの漁業者がいたら何とかやっていけ

るんじゃないかと。減っている原因というのは、

儲からないということにつながるのかなと思い

ますし、あるいは魚が少なくなったということ

なのか。そこ辺をちょっと教えてください。

○成原水産政策課長 就業者の原因について

は、さまざまな要因が考えられます。委員御指

摘のとおり、資源の減少の問題、収益性の低下

の問題、それから、他産業との比較において、

残念ながら就業先に漁業を選択されなかったと

いうような複数の問題が介在しているものと考

えております。

質問の中にございました、どれぐらいの就業

者の数が必要か、適正かというお話については、

我々としては、できる限り現状維持をさせない

と、今の漁業の経済、それから地域の経済の状

況を見ましても、非常に逼迫していると認識を

しておりますので、これ以上減らさないという

ことを目標に掲げたいと思っております。

○太田委員 ２つあるんですが、一つは、先ほ

ど黒木委員が質問したときに関連で言うべき

だったかなと思いますが、予算説明資料の190

ページの鳥獣被害の対策事業。３億円ほど組ん

でありますが、環境森林部のほうでは、有害鳥

獣対策は駆除をしていくということで、大

体1,000万円ぐらいの規模なんですよね。この

予算書の説明によると、３億の中で防止対策と、

指導者の育成、技術開発等に対する経費とあり

ますが、一番大きいのは何か設備とかそういっ

たものでしょうか。内容はどんなものですか。

○河野食の消費・安全推進室長 今回の補正予

算につきましては、国の交付金の配分がありま

したので、その分の金額が３億ということで

入っております。ハード、ソフト事業につきま

しては、この交付金を利用しまして、市町村に

おいて計画を進めていくわけですけれども、当

初に上げられている予算で、ソフト事業の部分

も今のところは進んでいるという状況ではあり

ます。

○太田委員 例えば、最近、延岡でちょっと郡

部を回って、農家を回ってみると、金網が田ん

ぼの周りに、本当に強烈に巻いてあるような感

じで。びっくりするような景観もありますけれ

ども、これがこういったものの財源と見ていい

んですか。この１年で急激にふえた気がしたも

んですから。

○河野食の消費・安全推進室長 鳥獣害におけ

る農地の対策としましては、侵入防止柵を設け

るということで、それが、電気柵であったりと
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か、ワイヤーメッシュの柵であったりというよ

うな形で、基本、農地を囲んでいくという形に

なります。

あとそれだけじゃなくて、ソフト事業として、

地域として追い払いをやっていただくという部

分で、地域での学習会だとか研修会、そういっ

たものも行っているところであります。

○太田委員 ここでいえば、説明のところに、

国それから事業主体と書いてありますが、市町

村でという話がありました。事業主体は、市町

村ということになるんですか。

○河野食の消費・安全推進室長 事業主体は、

各市町村で協議会というものを組織しておりま

すので、市というわけではなく、協議会という

ような形になっております。

○太田委員 確かに農業・農村を守るために、

ああいう金網、相当力を入れてせざるを得ない

んだなと─本当は誰でも出入りできるような

田んぼであったんですけれども、それほどまで

力を入れて、３億ということですから、そうい

う対応をせざるを得ないんでしょうねと思った

ところであります。

次に、説明資料の38ページ、工事請負契約の

変更についてということで、この分については、

設計労務単価等が変わりましたということであ

るわけですが、これは、600万程度の増額とい

うことです。これは、県土整備部あたりでも言

われていたんですが、こういった設計労務単価、

２月にさかのぼって追加で出して上げるという

ことで、いいことだと思うんです。そういうふ

うに出るとするならば、ぜひそういうものがそ

こで働く人たちの賃金とかに影響するようない

い傾向があってほしいなと思うわけですが、会

社経営の経理上の問題とかで、それが実際どう

なるのかなということもあって。これは県土整

備部でも質疑したところなんですけれども、農

政のほうでありますので、実際働く人たちに還

元されるというものがあってほしいと思うんで

すが、実際はどうなんでしょうか。

○河野農村計画課長 この特例措置につきまし

ては、先ほど農村整備課長も申し上げたとおり

で、通常４月に全面改定をやっております。あ

とまた、物価の変動等に応じて随時やる場合も

ございますが、基本的には、最近、労務賃金の

ほうの上昇が高いということで、昨年度も２月

に前倒し、今回もまた２月に前倒しということ

で、できるだけ業者さんのほうに迷惑がかから

ないようにということでの措置でございます。

今、委員のほうから御質問のありました、実

際、そのお金が労務者の方々に支払われている

かという部分になりますが、実態的にはちょっ

と十分把握はできておりません。ただ、県のほ

うからは公共事業につきましては、下請なり、

そういったものも適正に支払うようにというよ

うな指導もしておりますし、当然労務賃金につ

いても適正な単価で支払っていただきたいとい

うふうには考えておりますが、そこ辺は十分に

は把握はできてないところでございます。

○太田委員 地方創生とか、そういった視点も

あるわけでしょうから、例えば部長あたりから

もそういったメッセージを発せられるようなこ

ともあっていいんじゃないかなと思うんです。

会計上の扱いについては、あんまりとやかく言

うことはできないかもしれないけれども。やは

りそういうことでされているわけでしょうか

ら、名目は設計労務単価ということですから、

そういうふうに反映されますようにという方向

で、ぜひそういった、指導とは言わないが要望

で、業界に発せられるといいと思いますけれど

も、ぜひお願いしたいと思います。
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○右松委員 ちょっと戻りまして、押川委員の

農地中間管理機構の件で、先ほど話がありまし

たように、政府に対する規制改革会議が答申で、

課税権を使ってでもという、かなり農家のほう

は混乱を来して、大変大きな懸念を受けるよう

なものを、躍起になっているような状況かなと

感じているんです。

そういった中で、本県の取り組みで、平成26

年度が2,265ヘクタールの目標を掲げている中

で、借り受け希望者の公募を３回実施され

て、4,420借り受け希望者があったと。そして、

実際には、16市町村で845名から借り受けて、373

ヘクタールの農地を貸し付けたということであ

ります。

これをよく見ると、地域間の格差がかなり激

しいのかなというのを感じてまして、例えば、

かなり成績がいいほうでいくと、日南市あたり

は、297の借り受け希望に対して134貸し付けら

れています。あるいは、小林市については、343

希望がある中で100、99.9が貸し付けができて

いると。

こういう状況の中で、一方でかなり厳しい状

況の数字が。例えば、借り受け希望者が一番多

いのが都城で、1,791ヘクタールある中で1.5の

みの貸付という状況で、かなりこの地域間格差

が大きいなと感じてまして。いろいろ一生懸命

やっていただいているとは思うんですが、借り

受け希望のニーズを掘り起こすことはもちろん

大事なんですけれども、現在これだけニーズが

あるところに対しては、やはり大きいところに

対するマッチングも含めて、取り組みを強化を

していく必要があると考えてますけれども、今

後27年度、3,000ヘクタールということであり

ますけれども、具体的な取り組みの強化につい

て、とりわけこの地域間格差の部分についてど

う対策を講じていかれるのか、そのあたりを

ちょっと教えてください。

○山本連携推進室長 我々もこの点が一番頭の

痛いところなんですけれども、全国の傾向を見

ましても、やはり水田地帯で集落営農組織がで

きているところは、この事業が浸透しやすかっ

たと。本県でも、そういう傾向にございます。

今御指摘のありました都城市は、特に畑作が多

いということもございまして、大型の農業法人

が、公募にエントリーはしてきて、1,700ヘク

タールというような公募をかけております。た

だ、それに対して、実際の土地利用の状況を見

ますと、既に土地がないと。要は、大型の耕作

に適した土地は奪い合っているという状態で、

一方で、分散錯圃してしまって、非常に効率の

悪い土地利用にもなっているという形になって

おります。

昨年もやりましたけれども、法人間それから

農協、合わせまして土地利用に係る意見交換、

具体的な方策を考えようというところを始めて

おりますけれども、今、検討しておりますのは、

先ほど押川委員からもありましたけれども、農

協出資法人、それから大型の農業法人あたりに、

具体的に土地のコーディネーターを配置できな

いかというような検討をしております。そうい

うものをしっかり具体的に、ここの分散錯圃を

解消するマンパワーというものを、この中間管

理事業の中で確保できれば進んでいくのではな

いかなと言われてます。その辺も含めて、何か

実効性のあるものを早急につくっていきたいと

考えております。

○右松委員 先ほど答弁されましたけれども、

マンパワーの確保ということと、その市町村推

進チームですか、この体制を強化されるという

ことで、機構に対して７名の地域駐在員の配置
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と、専任嘱託職員ですか、これがかなり倍増に

近いふやし方をされてますので、とりわけター

ゲットといいますか重点地区に関しては、125

地区ということでありますけれども、具体的に

答えられる部分で構いませんけれども、その辺

も含め、マンパワーの投入と重点地区との組み

合わせを含めてちょっと伺いたいと思います。

○山本連携推進室長 現在、この市町村の中で

専任嘱託職員をふやされているところは、農地

整備の予定地区であるところ、それから、人・

農地プランにかなり重点的に力を入れられてい

るところが、やはり意識が高いということもあ

りまして、かなり職員数をふやされております。

一方で、特徴的なのは、高千穂とか西臼杵で、

今100ヘクタールを超えるような事業規模が出

てきております。山間地域では非常に進めにく

いという話もありましたけれども、この事業の

中には、農地が連坦化してなくても、団地化し

なくても、先ほど申しました協力金が出るとい

う制度もございますので、そういうものをしっ

かりと浸透させて、駐在員とか専任の嘱託職員

が動いていくといったような環境をつくってい

くことで、事業を進めていきたいと考えており

ます。

○右松委員 頑張っていただきたいと思いま

す。

○渡辺委員長 議案に関する質疑はほかにあり

ますでしょうか。そろそろ時間的にもいい感じ

かという気はしておりますが。よろしいですか。

では次に、報告事項に関する説明を求めます。

○戎井農政企画課長 常任委員会資料の40ペー

ジをお開きください。

平成26年度宮崎県繰越明許費繰越計算書につ

いてであります。こちらは、平成26年度に議会

におきまして承認いただきました繰越事業につ

きまして、繰越額が確定いたしましたので、御

報告を行うものであります。

41ページの中ほどより下の合計の欄に記載し

ておりますとおり、農政水産部全体で33の事業

で、繰越額は38億5,774万7,412円となっており

ます。なお、繰越事業の執行につきましては、

関係機関との連携を図って、早期完了に努めて

まいりたいと考えております。説明は以上でご

ざいます。

○渡辺委員長 執行部の説明が終了しました

が、報告事項についての質疑はございませんで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 よろしいですか。それでは、そ

の他報告事項についての説明を求めます。

○戎井農政企画課長 お手元の委員会資料42ペ

ージをお開きください。

第七次宮崎県農業・農村振興長期計画、こち

らの後期計画の策定についてでございます。

本長期計画につきましては、おおむね10年先

を見通したものとしまして、平成23年に策定を

しておりまして、各種施策を推進してきたとこ

ろでございますが、その中間年に当たりますの

で、今般、今後５年間における施策を見通しま

して、後期計画として策定を進めてございます。

今回の改定につきましては、１月28日に知事

のほうから農政審議会に諮問いたしまして、今

月11日には、農政審議会において計画の構成で

ありますとか、また、その重点プロジェクトに

ついて御審議いただいたところでございます。

本日はその内容につきまして、御報告をさせて

いただきたいと思っております。

資料の42ページでございますが、１の計画策

定の趣旨でございます。

農業・農村を取り巻く情勢変化や国の新たな
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食料・農業・農村基本計画、さらには地方創生

の動き等も踏まえまして、農業者の所得向上を

基本に、みやざきの農業の成長産業化を目指す

とともに、消費者の視点も加味しながら、大き

な変革の時代に対応できる本県農業の指針を策

定するものでございます。

２の計画の構成等でございますが、後期計画

は、改定からおおむね10年先を見通しながら、

今後５年間における施策を検討してまいりま

す。構成につきましては、右側で構成を示して

おりますけれども、長期ビジョン、また基本計

画、重点プロジェクト、地域別ビジョン、推進

体制の５編で構成をしております。

このうち、１つ目の長期ビジョンにつきまし

ては、第１章で、宮崎県農業・農村の現状を、

第２章で、社会情勢の変化と時代の潮流、第３

章で、危機事象への備えと対応を記載しまして、

第４章として、国の農政改革でありますとか、

基本計画、地方創生といった農業政策をめぐる

動きを章立ていたしております。第５章の計画

の目標とめざす将来像につきましては、別冊の

資料で御説明をさせていただきたいと思いま

す。

別冊に第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

の関連資料というものがございます。こちらの

１ページをお開きいただければと思います。

計画の目標としましては、現行計画の後期計

画に当たりますので、現行計画を継承しまして、

みやざき農業の成長産業化としてございます。

また、めざす将来像としましては、目標の実

現に向けまして４つの視点から提起をしており

まして、１つ目は、儲かる農業の実現としまし

て、マーケットインによる価格形成力強化、隣

県と連携した輸送システムの構築、輸出の拡大、

イノベーションによる次世代経営、企業的感覚

を持った経営体の育成、女性農業者の活躍、あ

るいはフードビジネスの展開を目指してまいり

たいと考えております。

その下の環境に優しく気候変動に負けない農

業の展開といたしましては、環境保全型農業の

展開でありますとか、バイオマス資源の活用、

温暖化に対応した技術開発、また新品目の導入

を目指してまいります。

右上の人口減少社会における農村地域の再生

としましては、集落営農や多様な担い手の育成

でありますとか、６次産業化等の創出による人

口流出抑制、都市農村交流、活力ある中山間地

域づくり、鳥獣被害の軽減を目指してまいりま

す。

その下の責任ある安全な食料の生産・供給体

制の確立といたしましては、災害等へのセーフ

ティーネット・防疫体制の強化、食の安全・安

心、地産地消の取り組み拡大を目指してまいり

ます。

２ページをごらんください。右手になります。

基本計画につきましては、施策体制を示させ

ていただいております。目標や将来像を実現す

るための施策の展開方向を、先ほど説明をさせ

ていただきました儲かる農業の実現を初めとす

る４つの視点から、総合的かつ体系的に整理し

てまいりたいと考えております。また、あわせ

て、右手にありますように、品目、畜種別にも

施策を記載することでわかりやすい構成に努め

てまいります。

３ページをお開きください。

後期計画で新たに設ける重点プロジェクトに

ついてでございます。

この重点プロジェクトにつきましては、施策

や品目区分を超えまして、県農政水産部内の組

織や関係機関、団体が総力で対応すべき重要な
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項目を、プロジェクトとして立ち上げて、組織

横断的な推進チームを設置をしまして、これに

よりまして、５年間で進捗管理をしながら進め

ていく考えでございます。

まず、重点プロジェクト設置の考え方でござ

いますが、高齢化や担い手の減少など、農業を

取り巻く情勢は厳しくなる中で、マーケットの

ほうは急激な変貌を遂げてきております。この

ような中、産地が今後も生産力や競争力を持っ

ていくためには、マーケットインの発想による

面的な課題解決アプローチが重要となってまい

ります。

このような観点から、中ほどの赤字で書いて

ある部分でございますが、従来の個別経営体の

育成に加えて、生産者が連携し、あたかも一つ

の経営体であるかのごとく、迅速な意思決定能

力を持ち、マーケットニーズに対応したリクエ

スト生産に戦略的に応じられる集団を産地経営

体と称しまして、これを育成することによって、

産地全体の底上げを図ってまいりたいと考えて

おります。

このための方策として、販売力の強化、生産

力の向上、人財の育成の３つの視点から、右側

のページの重点プロジェクトの構成にございま

すように、６つのプロジェクト、契約取引推進、

また物流改革推進、生産技術高度化、産地生産

力向上、未来を切り開く人財確保、トップラン

ナー育成、この計６本のプロジェクトを立ち上

げまして、農業者、関係団体・関係機関が一体

となって産地改革を推進して、成長産業化を加

速させていきたいと考えております。

５ページをお開きください。

６つのプロジェクトにつきまして、個別に御

説明をさせていただきたいと思っております。

まず、契約取引推進プロジェクトについて御

説明をさせていただきます。左下のグラフにあ

りますように、年を追うごとに、外食や加工食

品など、食の外部化が進んでおります。また、

消費者志向は健康でありますとか、簡便化、ま

た安全、国産などに変化をしてきておりまして、

このため、下の写真にありますような商品であ

りますとか、右の取り組み事例でお示ししてい

るように、消費者に求められるような、例えば

カット野菜でありますとか、機能性野菜など、

新しい商品を開発・提供できるように、産地が

一体となった対応が求められているところでご

ざいます。

このため、上の本文に戻りますけれども、各

産地におきまして、グループ内で自身の位置づ

けがわかる産地分析を行ったり、また意欲の高

い担い手の底上げを図るとともに、市場ニーズ

に対応した商品開発やマッチングなどの契約取

引につながる指導を行いまして、ＪＡ、農業法

人、また卸売市場の枠を超えた多様な連携を促

進してまいりたいと考えております。

また、みやざきフードリサーチコンソーシア

ム等の技術を活用しまして、食の安全・安心・

健康に着目した新たな付加価値の創造による商

品開発でありますとか、ブランド化を進めると

ともに、コンビニ、外食など、新たなニーズ把

握や産地調整を推進してまいります。

次に、右側、物流改革推進プロジェクトでご

ざいます。左下の図にありますように、本県青

果物輸送の現状としましては、トラックが９割

を占めまして、残りをＪＲ及び海上コンテナ輸

送で対応しておりますけれども、トラック運転

の規制強化でありますとか、またドライバー不

足等を受けまして、効率的な物流体制の構築が

求められているところでございます。

このため、上の本文に戻りますが、新たな輸
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送体制としまして、南九州３県の連携による、

鳥栖を拠点とした幹線輸送体制の構築に向けた

検討を行うとともに、レストラン等の小口取引

向けのパック機能の強化でありますとか、卸売

業者との連携を強化してまいりたいと考えてお

ります。

また、ＪＡや農業法人、卸売市場が有する集

出荷施設等、既存の経営資源を有効活用した物

流の合理化にも取り組んでまいりたいと考えて

おります。

７ページをお開きください。

生産技術高度化プロジェクトでございます。

図の上側にありますように、農業の競争力を

向上させていくために、自動制御技術でありま

すとか、ＧＰＳ、こういったＩＣＴ技術を活用

したデータに基づく営農の省力化等を図ってい

く必要がございます。また、その下の図にあり

ますように、裏作導入など、耕地を効率的に利

用するための地下水制御システムの導入であり

ますとか、天候に左右されない畑かん営農を進

めていく必要がございます。

このため、上の本文に戻りますけれども、Ｉ

ＣＴ技術を活用した省力営農システムの構築で

ありますとか、加工・業務用に適した品種等の

開発・普及を行ってまいりたいと思います。ま

た、水田の汎用化、畑かんによる栽培品目の多

様化、基盤整備等を行ってまいります。

次に、右側、産地生産力向上プロジェクトに

ついてでございます。担い手が不足していく中、

農地を維持し、かつまた生産性を高めるならば、

農地の効率的利用は必須の課題となってまいり

ます。また、地域内や地域間で連携を行うこと、

あるいはその生産工程を連携・分業化すること

で、地域としての生産性を向上させていく必要

がございます。

このため、左下の図になりますけれども、圃

場整備と農地中間管理事業を活用した農地の団

地化、またゾーニングによる効率的な利用を推

進するとともに、その右の図にありますように、

市場が求める品質やロットに対応できる複数の

産地が連携できる体制を構築してまいりたいと

考えております。

また、左下の図になりますけれども、周年雇

用体系で多品目の農作業受託に対応できる農業

組織の育成でありますとか、産地が戦略的に連

携したみやざき版農業クラスターの構築、その

右の図にありますように、繁殖センターやＴＭ

Ｒセンターの整備でありますとか、コントラク

ター組織の強化による高収益型畜産経営を確立

してまいりたいと考えております。

９ページをごらんください。

未来を切り開く人材確保プロジェクトでござ

います。

左下の図にありますように、新規就農者を自

営させ法人化する、あるいは法人就農してのれ

ん分けをするなど、さまざまな就農ルートを想

定するとともに、十分な規模で生産・経営が合

理化された認定農業者を育成していく必要がご

ざいます。

このため、上の本文に戻りますけれども、東

京有楽町に設置した宮崎ひなた暮らしＵＩＪタ

ーンセンターの活用等によりまして、大都市圏

や他分野からの就農を促進するとともに、農業

高校、農大校、また大学が連携した人材育成プ

ログラムの構築、女性農業者など多様な人材が

確保、活躍できる場づくりに取り組んでまいり

ます。また、革新的技術や豊富な経営資源を有

する企業と地元が連携した企業の農業参入を促

進してまいりたいと考えております。

最後に、右側でございますが、トップランナ
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ー育成プロジェクトでございます。左下の図に

ありますように、産地の核となる担い手のスキ

ルアップには、経営の発展段階に応じまして、

基本技術でありますとか、資金管理、そういっ

た基本的な基礎的な部分から、経営拡大の局面

におきましては、機械化、システム化、雇用管

理が求められてまいりますし、多角化の局面に

おきましては、新技術であるとか、新品種、ま

た販路拡大や６次化が必要になります。

このため、上の本文でございますけれども、

経営・技術カルテを作成した経営・技術指導で

ありますとか、農大校と企業や先進農家との連

携による先進的・実践的な研修環境の整備・提

供、また、グローバル人財の育成を行ってまい

ります。また、民間コンサルタントや金融機関

との共同による指導チームの設置、ＩＣＴを活

用した指導体制の整備など、効果的・効率的な

システムを構築してまいりたいと考えておりま

す。

以上、述べさせていただいた６つのプロジェ

クトにつきましては、今回の６月補正等でも予

算で説明させていただいている内容ともリンク

してまいります。事業を効果的に活用しながら、

こういったプロジェクトを来年度以降しっかり

と進めてまいりたいという思いで、この長期計

画に記載してまいる考えでございます。

常任委員会資料の42ページにお戻りくださ

い。

３の策定のスケジュールでございますけれど

も、今後、７月から８月にかけまして、農業者

や市町村を交えた地域別の意見交換であります

とか、また、農業団体との意見交換を行ってま

いります。その後、10月に計画素案を審議会の

ほうで審議いただきまして、その際には、県議

会にも御報告させていただきたいと考えており

ます。

また、12月にパブリックコメントをする予定

で、翌年２月には計画原案を審議会で審議いた

だき、答申を受けまして、また、県議会へ議案

上程をさせていただきますので、よろしくお願

いしたいと思います。

私からの説明は以上でございます。

○成原水産政策課長 水産政策課でございま

す。

委員会資料の44ページをお開きください。

第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計画（後

期計画）の策定につきまして御説明をいたしま

す。

まず、１の計画策定の趣旨でございますが、

先ほど農政企画課のほうから説明があったのと

ほぼ同じでございますが、平成23年６月に策定

をいたしました現計画の中間年に当たりますこ

とから、一層厳しさを増しております水産業を

取り巻く情勢変化や、これまでの施策の成果と

課題を踏まえまして、今後５年間に取り組むべ

き施策を見直しをしまして、基本目標の実現に

向けて、全ての関係者と行政が一体となって取

り組むための指針とするものでございます。

次に、２の計画の構成等でございますが、次

のページの計画の全体構成をごらんください。

計画は４編で構成いたしまして、第１編の長期

ビジョンでは、第１章におきまして、計画策定

の背景。第２章で、基本目標とめざす将来像及

び施策の基本方向をお示しを申し上げます。第

２編では、施策を着実に進めるため、今回新た

に設定する重点プロジェクト。第３編では、施

策の具体的な内容を示します基本計画。第４編

では、計画実現に向けた推進体制をお示しする

ものでございます。

各項目の説明につきましては、別冊の第五次
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関連資料を使って御説明をいたします。

資料の１ページをお開きください。

１の社会情勢の変化と前期計画の取り組み、

（１）漁業を取り巻く社会情勢の変化について

でございますが、社会情勢におきましては、人

口減少社会の到来、燃油の高どまり、飼料価格

の高騰。国際情勢においては、日台漁業取り決

めなどのマグロはえ縄漁業に影響を与える国際

ルールの決定、あるいは、ニホンウナギのレッ

ドリスト掲載などがありまして、総じて、本県

漁業を取り巻く情勢は厳しさを増しておりま

す。

（２）の前期計画の主な取り組みの成果と課

題でございますが、これまで、現計画に基づき

まして、３つの柱、資源管理、経営安定対策、

漁港・担い手を取り組んでまいりました。具体

的には、表に書いておりますように、資源管理

においては、19魚種に及ぶＰＤＣＡサイクルに

よる資源管理に取り組みまして、カサゴにおい

ては、資源が回復しつつございます。

しかし、右側の欄に掲げておりますように、

課題として、依然として低水準な資源が多く、

長期的な取り組みが必要であり、資源水準の高

い魚種の利用を一層進める必要がございます。

また、経営安定対策におきましては、漁業の収

益性回復の取り組みにおいて、カツオ一本釣り

漁業等における高収益モデル漁船の実証が進

み、効果が確認されたところでございますが、

その普及が課題となっております。

２ページの上のほうをごらんください。

漁港・担い手につきましては、漁港の災害や

施設老朽化対策、それから新規就業者の確保、

定着に取り組んでいるところでございますが、

南海トラフ地震への対応や就業者の定着及び経

営体への育成が課題となっております。施策に

よる一定の成果はございますが、下のほうに２

つグラフを示しておりますように、漁業経営体、

それから、右側ですが、生産金額ともに減少に

歯どめがかかっていない状況でございます。

３ページをごらんください。

長期ビジョンについてでございます。

（１）の基本目標につきましては、ただいま

御説明いたしました社会経済情勢の変化、それ

から施策の成果・課題を踏まえた上でも、資源

を持続的に利用すること、それから、漁業の収

益性を高めていくことが変わらず重要でありま

すことから、前期に引き続きまして、資源回復

と経営力の強化による持続可能な水産業・漁村

の構築を実現することとしております。

下の（２）の将来像につきましても、引き続

き、持続可能な水産業（儲かる漁業）・漁村と

しており、施策の方向としては、地域を担う経

営体づくり、水産資源の適切な利用管理、漁港

施設等の防災対策の強化と機能の保全の３つと

してございます。

４ページをごらんいただきたいと思います

が、今、申し上げました３つの施策の方向を、

そこに示します施策体系の大きな３つの柱とし

て整理をしているところでございます。

次の５ページをごらんください。

４の重点プロジェクトは、今回初めて設定を

するものでございますけれども、これまでの前

期の取り組みの効果と課題を踏まえまして、施

策を効果的なものとするため、関連する施策を

一体的に進めるためのパッケージとして策定を

するものでございます。

まず、（１）の基本目標を達成するために必

要な視点についてでございますが、下の図をご

らんいただきたいと思います。４つのサイクル
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を書いておりますけれども、地域の漁業あるい

は経営体が持続的に漁業を行うためには、図に

お示しする経済サイクルが円滑に循環する必要

がございます。しかしながら、漁業生産段階で

は資源の減少。収益段階では、燃油を初めとす

る経費増大等に伴う収益性の低下。資本の蓄積

段階では、収益の低下に伴う債務の増加。再投

資の段階では、代船や設備更新の停滞。それぞ

れ各段階で課題を抱えております。

それで、これらを解決するために必要な視点

をⅠからⅣでお示ししています資源の利活用の

促進、それから高収益型漁業の構築・普及、そ

れから新規参入・承継の促進、関係者の連携・

協力といったところで整理をさせていただいた

ところでございます。

具体的には、次の６ページの上から２つ目の

○でございますけれども、漁業生産段階にあっ

ては、視点Ⅰとして、資源水準の高いものや回

遊性のものについて、資源の利活用の促進を進

めることが重要でございます。

次に、収益及び資本蓄積段階では、視点のⅡ

として、高収益型漁業の構築・普及が重要であ

り、小型化等の収益性の改善実証を進めるとと

もに、これを広く普及する仕組みが必要でござ

います。

再投資の段階では、視点のⅢとして、地域を

担う漁業経営体の新規参入・承継の促進が重要

であり、収益が低下し続けている中で、高収益

型漁業への転換や参入に安心して取り組める環

境整備が必要でございます。

さらに、このような取り組みを進めるために

は、視点のⅣとして、漁業者はもちろんのこと、

水産関係団体など、関係者の連携・協力が必要

不可欠でございます。

これらの視点を具体的に進めるため、全ての

関係者が認識を共有し、一体となって取り組め

るよう、下に掲げます２つの重点プロジェクト

を展開してまいります。

その下の（２）の重点プロジェクトの内容で

ございますけれども、プロジェクト①、魅力あ

る水産業の構築プロジェクトは、経済循環のう

ち生産、これは量と価値、両面でございますけ

れども、この拡大を目指しまして、資源水準の

高い魚の漁獲を促すため、需要の拡大あるいは

付加価値の向上を行いますとともに、漁業許可

制度の見直し、漁場の整備に取り組んでいくも

のでございます。

プロジェクト②、未来へつなぐ漁業担い手プ

ロジェクトは、経済循環のうち、収益を回復し、

再投資を促進するため、高収益型漁業の普及に

よる漁業の抜本的な改革を進めるとともに、新

規参入や事業承継が円滑に行える仕組みを構築

し、地域を担う漁業経営体の確保・育成を図る

ものでございます。

これらのプロジェクトによりまして、経済サ

イクルを循環させ、収益性の高い漁業づくりに

つなげていくことで、持続可能な水産業・漁村

の構築を強力に推進していきたいと考えており

ます。

申しわけありません。常任委員会資料の44ペ

ージのほうにお戻りをいただきたいと思いま

す。

一番下の３の今後のスケジュールでございま

す。

お示しをしておりますように、７月から８月

にかけて、各地域の漁業者の皆様、漁協等の関

係団体の皆様等と意見交換を行いまして、10月

には水産業漁村振興協議会に計画素案を提示を

して、意見をお聞きします。11月には、当常任

委員会に計画素案を報告し、12月のパブリック
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コメント等を経て、最終計画案を来年２月の議

会に上程する予定でございます。

水産政策課は以上でございます。

○原ブランド・流通対策室長 ブランド・流通

対策室でございます。

資料の46ページをお願いいたします。

農水産物の輸出の現状と今後の取り組みにつ

いてでございます。

まず、１の輸出体制の整備でございますが、

県では、平成24年３月に、みやざき東アジア経

済交流戦略を策定しまして、当戦略に基づいて、

オールみやざきの体制でもって、東アジア市場

への販路開拓とか経済・人的交流の拡大に取り

組んでいるところでございます。同年の４月に

は、副知事をトップとしましたみやざき食と農

海外輸出促進協議会を設立しまして、県と関係

団体との連携強化を図っているところでござい

ます。さらに、平成25年６月には、香港事務所

を設置しまして、輸出体制の強化を図り、現在、

県職員２名、現地採用職員２名の計４名の体制

で、情報収集とか取引先づくりなどに努めてい

るところでございます。

次に、２の本県産農水産物の輸出実績につい

てであります。

まず、（１）の品目別実績ですが、真ん中の

列に平成26年度の実績を記載しておりますが、

一番上の農産物は、数量が580.6トン、金額は

１億7,960万円となっておりまして、前年度比

で、金額で117％となっているところでありま

す。そのうち２行目のカンショですが、金額で

１億3,540万円と農産物の約75％を占めており

まして、香港を中心に輸出が伸びているところ

であります。３行目の花卉につきましては、主

にアメリカ向けのスイートピーでありまして、

まだ金額的には1,690万円となっておりますが、

大きく伸びたところであります。

次に、畜産物ですが、平成26年度は、数量

が286.4トンで、金額は13億5,860万円となって

おりまして、前年度比で、金額で123％となっ

ております。その下の行にありますように、牛

肉が金額で13億2,840万円とほとんどを占めて

いる状況にありますが、北米やＥＵなどへの輸

出が伸びているところであります。

次に、水産物ですが、平成26年度の数量は263

トン、金額は２億2,670万円となっておりまし

て、前年度比で、金額で140％となっておりま

す。これは、主に香港向け養殖ブリの輸出が安

定していることなどが主な要因でございます。

その結果、計の欄にありますように、数量

で1,130トン、金額が17億6,490万円となったと

ころでございます。

次に、（２）の国・地域別実績ですが、一番

上の東アジアにつきましては、平成26年度は、

金額が９億5,520万円となっておりまして、全

体の過半数を占めております。そのうち香港と

シンガポールが８割以上を占めておりまして、

また、その下にあります台湾につきましては、

カンショや日向夏の輸出増によりまして、大幅

な増となったところであります。

また、東アジア以外では、平成26年度は８

億970万円となっておりますが、その下のアメ

リカとＥＵで大半を占めている状況でありま

す。

次に、３の今後の取組についてであります。

（１）から（３）の事項につきまして重点的に

取り組んでまいりたいと考えておりますが、ま

ず、（１）の品目別の課題に対応した輸出拡大

としまして、①のスイートピーなどの花卉につ

きましては、台湾向け直行便を活用して、まず

は、宮崎空港から台湾経由で香港へという空輸
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モデルによりまして、スイートピー及びスイー

トピーと出荷時期の違うその他の花を組み合わ

せまして、１年を通した出荷体制を構築したい

と考えております。

次の②の牛肉につきましては、東アジアに加

えまして、北米やＥＵなどへの輸出拡大、また、

③の水産物につきましては、養殖ブリに続く新

たな魚種の輸出拡大に取り組んでまいります。

次に、（２）の輸出に挑戦する産地・県内企

業づくりにつきましては、香港事務所及び香港

に設置している貿易アドバイザー、さらには県

内の各産地等と十分連携しまして、海外マー

ケット情報に基づく出荷体制の構築などに取り

組んでいきたい。

また、②にありますように、ＪＥＴＲＯと連

携しましたセミナー開催等によりまして、県内

の産地や企業の人材育成にも取り組んでまいり

たいと考えております。

最後に、（３）の海外における取引先づくり

では、①のように、香港の大手商社あるいは国

内の物流業者等と連携した、新たな取引先づく

りを進めますとともに、②のように、北米やＥ

Ｕなど、牛肉以外の品目につきましても、東ア

ジア以外の地域への販路開拓に努めたいと考え

ております。

ブランド・流通対策室は以上でございます。

○竹下畑かん営農推進室長 畑かん営農推進室

でございます。

常任委員会資料の47ページをお開きくださ

い。

大淀川左岸地区（広沢ダム管理制御システム）

の更新についてでございます。国営かんがい排

水事業大淀川左岸地区は、裏面の48ページの位

置図にございますように、宮崎市、小林市の旧

野尻町、そして綾町の農地1,664ヘクタールを

受益としまして、ダムや頭首工、幹・支線水路

などが整備され、平成16年度に完成し、現在供

用されているところでございます。

47ページにお戻りください。

国営事業で整備されました施設のうち、水が

めとなります広沢ダムの管理制御システムにつ

きましては、１の現状にありますとおり、設置

から17年が経過しまして、老朽化や更新時期を

迎えておりますことから、国や県、市町、土地

改良区の関係機関で更新に向けた協議を進めて

いたところでございます。

しかしながら、平成27年１月、管理制御シス

テムの一部でございます監視モニターに故障が

発生しまして、貯水量や放流量、取水量などが

表示されず、ダムの流入量や越流量のコンピュ

ーター処理ができない状況となったところでご

ざいます。現在は、土地改良区の職員が目視に

よりまして、データを収集し、手計算で対応し

ているところでございますが、洪水時などの警

報活動におくれが生じるおそれがあるため、早

急な対策が必要となっているところでございま

す。

したがいまして、関係機関で対策の検討を

行ってきたところでございますが、３の対応に

ありますように、故障が発生した箇所につきま

しては、本年度、国営施設応急対策事業により

まして、事業費5,700万円で応急対策を実施す

ることにしたところでございます。また、今回

の故障箇所以外の監視システム全体の更新につ

きましては、この国営施設応急対策事業の中で、

更新箇所の特定や更新方法、費用などの調査を

行いまして、平成30年度には着手していく予定

としております。

なお、国営施設応急対策事業の事業負担につ

いては、３の対応の下側に記載しておりますよ
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うに、①の応急対策と③のシステム全体を更新

する対策事業が国庫３分の２、②の原因究明等

調査が全額国庫となっております。また、※に

ありますように、①の国庫負担残につきまして

は、③の対策事業の着手年度まで国が立てかえ

ることとなっておりまして、今後、県や市町、

改良区で負担割合を協議していくこととしてお

ります。説明は以上でございます。

○渡辺委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終了いたしました。

その他の報告事項についての質疑を行いま

す。質疑はございませんでしょうか。

○徳重委員 海外輸出についてですが、積極的

に取り組んでいただいておりまして、大変あり

がたいと思っているんですが、結果として、生

産農家の手取りにどのように反映しているもの

か、ちょっと疑問があるんですが、教えていた

だくと。肉にしてもあるいは農産物にしても、

花にしてもそうですが、どのように反映してい

ると思ってらっしゃいますか。

○原ブランド・流通対策室長 例えば、花で申

し上げますと、スイートピーなんですけれども、

国内で１本当たり30円であるものが、香港では

一般的に50円と1.6倍で売れているということ

でございまして、こういうふうな付加価値をつ

けた売り方というものが可能であるということ

も考えておりまして、今後も輸出拡大に取り組

んでいきたいと考えているところであります。

○坊薗畜産振興課長 牛肉について申し上げま

すと、輸出される牛肉というのは、農家から出

荷された中から輸出されておりまして、この農

家のこの牛を輸出するという、前もって段取り

しているわけではございませんので、通常の一

定価格で農家からは買い上げられております。

それに海外輸出するためにいろんな経費がかか

りますので、それを上乗せした形で海外に輸出

されるという状況ですので。普通の一般出荷と

同じ形で収益としては出てるということであり

ます。

それと、海外はいい物を、ロインとか高級部

位を出しておりますので、国内での需要等を考

えますと、一定価格では出せているんではない

かと考えております。

○原ブランド・流通対策室長 済みません、先

ほどの花で申し上げたところなんですけれど

も、委員御質問の農家の手取りにどう反映され

たかという話で申し上げますと、実際、今、畜

産振興課長も申し上げましたとおり、それに係

る費用等もかかっております関係で、手取りが

どうなったかというところになると、十分把握

している状況ではありませんけれども。実際、

国内の販路がある程度限られてくる中で、今後

販売先を拡大していくことが、非常に重要であ

ると考えておりまして、そういうふうな面で、

輸出拡大にも取り組んでいきたいということで

ございます。

○徳重委員 私が思っているのは、肉でも、日

本のＡ４、Ａ５というのはすばらしい肉です。

買い上げてそれを売ることはわかるんですが、

日本の販売が最大公約数だと思うんです。経費

を出しただけ安くなっているんだったらいかん

と思うんですが、それ以上あると理解していい

んですか。

○坊薗畜産振興課長 確かに輸出には経費がか

かりますが、その経費を引いて売っているとい

うような状況ではございません。ですから、価

格はそれにオンされた形で売られておりますの

で、安く売っているという状況にはないという

ことです。

○徳重委員 カンショにしても、先ほどスイー
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トピーについても高く売れているということで

すから、私は非常に期待しているんです。肉に

しても、今、ＴＰＰで入ってきても、日本の肉

をつくれるような国はないと思ってますし。だ

から、絶対有利に販売できる、攻めの農業がで

きるんだなと思っておりますので。その面につ

いて非常に期待しているんです。今、積極的に

宮崎県が取り組んでいる海外輸出については、

より積極的に取り組んでいただきたいなと期待

をいたしております。

○有岡委員 第七次の農業の目標という項目の

中の防疫についてお尋ねしたいと思いますが、

ファックスで、ＰＥＤの現状についてデータを

いただくんですが、１年半たって、完全な終息

はまだ見えてこない。原因が何かわかっていれ

ば報告いただきたいと思います。

○久保田家畜防疫対策課長 ＰＥＤにつきまし

ては、先般、今の状況をお示ししたところでご

ざいますけれども、今、県内におきまして、10

農場において鎮静化を見てないという状況にご

ざいます。国のＰＥＤのマニュアルが決められ

まして、症状がなくなって８週間後に、正常の

農場に復帰するというようなことになっており

まして。今10農場の中では、死亡が継続してい

るのは１農場のみという形になっております。

この１農場につきましては、大型農場というこ

とで、小規模の農場でありますと、豚を寄せま

すとか、オールアウトはなかなかできないんで

すけれども、そういう手法がとれるんですけれ

ども、大型農場につきましては、常に豚がいる

状態ということで、今ちょっとそこの大型農場

については、経営者の方々とも話しまして、重

点的に指導を行っているところでございます。

○有岡委員 ワクチン接種すれば広がらないと

いうふうなイメージでいたものですから、大型

であるとか小規模であるとか、そういったこと

を抜きにして対応できるという理解があったん

ですが、それができてないというのは、もう少

し原因がわかれば教えていただきたいんです

が。

○久保田家畜防疫対策課長 普通のワクチン

は、発症防止であるとか感染防止のためにワク

チンを打たれるんですけれども、ＰＥＤのワク

チンについては、ちょっと専門的で申しわけな

いんですけれども、乳汁免疫という形で、お母

さん豚にワクチンを打ちますと、乳汁、おっぱ

いの中から抗体が出てくると。小さい子豚がそ

れを飲むことによって腸管が守られるという、

ちょっと方式が違いますので。ＰＥＤのワクチ

ンにつきましては、被害を軽減するためのワク

チンという形になりますので、日ごろの防疫の

積み重ね、消毒の徹底でありますとか、そうい

うのを組み合わせないと、完全にワクチンのみ

では防げないという状況にあります。

○有岡委員 その辺をうまく理解してないんで

すが、１年前にワクチン接種して、いまだに継

続しているというのが、どの段階だったらじゃ

あ終わるんだろうかというのが見えないと。こ

の後期の計画をつくる中で、防除というテーマ、

安全だということを示すためには、やはり終わ

りが見えないといけないと思うんです。そう

いった意味で、その終わりが示せないというこ

とが大変不安だと思うんですが、その流れの中

で、ワクチンだけでは解決できないということ

ですし、じゃあどうすれば終わりが見えるのか

という、それが技術的にまだ確立されてないと

いうことで理解すべきなんでしょうか。

○久保田家畜防疫対策課長 ＰＥＤにつきまし

ては、特に大型農場等におきまして慢性化をす

る事例があるというふうに昔から言われている
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病気でございまして。ただ、そこに残すという

ことは、ほかに感染のウイルスがいる状態が続

きますので、ちょっと長く期間が要しておりま

すけれども、少しずつこの１農場につきまして

も、死亡等については徐々に軽減されておりま

すので、今、関係者や管理獣医師等で協議して

おりますので、ちょっと時間はかかりますけれ

ども、正常化の方向にいくと思っているところ

です。

○有岡委員 ぜひよろしくお願いします。広

がってないということが救いですので、終息を

待ちたいと思います。

○押川委員 大事なのは、人材育成の中で担い

手をどう確保するかだろうと思うんです。９ペ

ージにありますように、人材の育成の中で、ひ

なた暮らしＵＩＪターンセンターの活用の中

で、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンという形の

中で、どういった農業なり水産業に誘導してく

るかということが大事だろうと思います。きょ

うの宮日、3,000ぐらいの調査あたりをされて、

意向あたりもされていますが、こういったもの

を活用して、しっかり担い手をどうやはり確保

していくかだろうというふうに思います。

実は、私も志布志のピーマンの実態調査に

ちょっと行ったんですが、あそこは500万円の

預金があって夫婦限定で、10人ぐらい応募が

あって２戸ぐらいしか実習としては入れないと

いうことで。１年間はしっかり技術を学んで25

万円で、２年目は、それこそもう独立採算制と

いうことで、経費以外は全て研修生に与えます

よということで、３年目から実質３反あたりを

準備されて就農を始めると。

具体的にそういう試みをしていくのかという

ことあたり。それから、農業高校、農大校、特

に25年度でも新規は117名ぐらいで。本県が290

名ぐらいが、農業の担い手という形で計画にあ

るようでありますけれども、しっかり目標を

持って後継者育成に当たっていかないと。書い

ているものは確かにこうだろうと思うんです

が、じゃあ具体的にどうなのかとなったときに

は、足を運んでしっかりそういった農業後継者

を育てるようなものにしていかないと、これか

ら大変かなと思います。

そして、今報道がされているとおり、アメリ

カ議会においても、ＴＰＡ、どうももうそうい

う方向になるということで。ＴＰＰになれば、

さらに安い輸入農畜産物が入ってくるというこ

とになるから、ここらあたりもしっかり、やは

り計画の中に入れてやっていかないと、なかな

か担い手あたりの確保は難しいのかなという気

がしておりますので。具体的にある程度計画を

持った形の中で、年度ごとの担い手あたりの

しっかりした目標の中で進んでいただくとあり

がたいなと思いました。

あとはもうこのスケジュールに沿っていかれ

るわけでしょうから、しっかりやっていただけ

ればいいのかなと思ったところです。

○有岡委員 第五次の水産業の件で、直接では

ないんですけれどもお尋ねしたいと思います

が、水産資源の回復ということで、海の状態に

よって環境が変わるということで、油津のマグ

ロですか、かなり大量に今とれているという話

を聞いたりしますが、一昨年までの話になりま

すが、オニヒトデというのがかなりサンゴを白

骨化するという事案がありましたけれども、こ

ういったことが最終的には小魚が減ったり、い

ろんな影響があるのかなと思うんですが、その

後の影響というのは情報としてお持ちでしょう

か。オニヒトデの繁殖被害、影響。情報として

ありましたら教えていただきたいと思います。
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○兼田漁業・資源管理室長 オニヒトデの類い

につきましては、全て取り上げまして駆除をす

るという形になるわけですけれども、ウニ等の

食害動物と同様に駆除をするということで、一

定の効果は出ていると考えております。

○有岡委員 直接関係ない問題ですが、日南と

か串間のほうで被害が大きかったと聞いており

ますが、これがやはり今後も広がる可能性があ

るんでしょうか。もしあるんであれば、やはり

はっきりした対策をとるべきかなと思うんです

が、いかがものでしょうか。

○成原水産政策課長 ダイバーの方々と漁民の

方々の意見交換とか、活動交流の場をつくって

いるということがございますので、そういった

ところの活動を通じて、できるだけ抑制をして

いく、駆除をしていていくという取り組みを

やっていただこうかなと考えております。可能

性としては、やはり専門家の方々によると、増

殖する可能性があるんではないかという見解が

出されてますので、その状況を把握するととも

に、その対策も進めていきたいと考えておりま

す。

○渡辺委員長 よろしいですか。ほかにござい

ますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 よろしいですか。それでは、そ

の他の報告事項についての質疑を終わります。

先ほどの水産政策課の分は、今、御説明可能

ですか。

○成原水産政策課長 先ほど答弁ができなかっ

たことにつきまして報告させていただきます。

まず、黒木委員の御質問で、ウニの漁獲量とい

うことでございましたけれども、５年ごとの数

字で申しわけないんですが、平成15年で194ト

ン、平成20年で30トン、平成25年度で63トンと

いうことで、一旦減ったもので少し回復傾向が

あるという状況になってございます。県全体の

漁獲量ということでございます。

それから、トラガニについてでございますけ

れども、隣の大分県で種苗生産をしていて、平

成20年まで放流という形で取り組みが行われて

いたということでございます。現在は中止をし

て、やっていないという情報でございます。

本県でうまくいかなったという点について

は、共食いが結構多いということで、技術的ク

リアができなかったというのが原因で、技術開

発ができなかったという状況でございました。

それから、徳重委員から御質問のあった沿岸

漁業の儲かる関係の質問でございますけれど

も、私、アマダイとイセエビとウニというふう

に申し上げましたけれども、ほかの沿岸漁業の

種類も含んだ形で、２億4,900万円という事業

効果でございました。

内訳としていえば、20年後というところでい

えば、アマダイが3,300万円、イセエビが3,700

万円、ウニが１億円ということで計算、その他

の漁業がプラスされて最終的には２億4,900万

円ということでございます。

それから、アマダイの漁獲をされている方々

の人数についてでございますけれども、現在の

ところ30名ということでございます。

○渡辺委員長 黒木、徳重両委員は今の件につ

きましてよろしいですか。

それでは、次、その他で何かございませんで

しょうか。

○右松委員 農地中間管理機構の件ですが、先

先ほど水田と畑作のことも言われましたけれど

も、農家の方々が、結局、先祖伝来の土地を他

人に預けることをちゅうちょするという中で、

もう一つ、農家の方々は一度貸したらもう戻っ
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てこなくなるんじゃないかという誤解を持って

らっしゃるということを伺ってまして。

実際は、10年などの契約期間を過ぎれば、貸

し出しを打ち切ることができるというわけであ

りまして、例えば、この目標達成率が99％とい

う全国で一番高い富山県は、農家の方々の不安

を和らげるために、そういったことをわかりや

すく、漫画形式のパンフレットを作成をしてい

ると、７万部作成をしたということであります。

ですから、やはり、先進的に取り組んでいる、

そして、実績を残している県、やはりこういっ

た目標達成率の高い県というのは参考になる取

り組みもありますので、そういった意味では、

いかにその農家の方々の不安を和らげる、誤解

を解く工夫、こういったところもやはり重要だ

と思ってますので、それに対してちょっとお考

えを伺いたいと思います。

○山本連携推進室長 農地制度というのは３つ

の法律で成り立っておりますけれども、一番根

幹になってます農地法の３条での貸借をやりま

すと、これは、使用する側の権利を守る法律に

なっておりますので、委員がおっしゃったとお

り、一旦貸すと、ある意味、お互い合意ができ

ない場合は、県知事の裁定がないと解約ができ

ないといったような法律になっております。

この制度が先行したために、一旦貸すと戻っ

てこないというイメージが非常に強く残ってい

るのは、本当に御指摘のとおりで、この辺を払

拭するために、我々もここ20年ほど頑張っては

きたんですけれども、いまだにやっぱり最初に

入ったトラウマが残っているという状況にあり

ます。御指摘のとおり、その辺を払拭する対策

についても今後検討していきたいと思いますの

で、頑張っていきたいと思います。

○右松委員 後継者の有無を調べていくとい

う、そういう農家の事情をリサーチすることも

そうですし、市町村との連携強化もわかって

らっしゃると思いますけれども、ぜひ取り組み

をさらにまた進めていただければと思ってま

す。

○徳重委員 先ほど目標額についての説明いた

だいたところですけれども、30名の方がアマダ

イを中心に漁業をされているということで、こ

の30名の方が20年後に２億4,900万円という数

字と理解していいんでしょうか。

○成原水産政策課長 漁業者の数については、

これから、アマダイの資源回復のために、どの

ような管理を行っていくかというところも関係

するわけですけれども、最終的には、多くの方

々に資源を利用していただくという方向が望ま

しいと思っておりますので、必ずしも30名とい

うことにはならないと思っております。

○徳重委員 漁場の整備についても21億3,400

万円。漁業を進めるためには、船、港の整備と

か魚礁の整備とか、いろんなものが相当かかる

わけです。今、おっしゃったように、30名で２

億5,000万円ということになると、単純計算

で800万円程度の数字になってくるわけです。

それだけでないということはわかるんですけれ

ども、やはり現状も非常に厳しいんだなと思う

もんですから。どうしたら漁業で生計が立てら

れるのかなと、どの程度の漁業収入というのか、

それぞれいろいろあると思うんです。あると思

うんだけれども、船１そうについて云々という

数字の出し方もあるでしょう。

漁業に携わっている人たちの所得がどのよう

な形になっていくものかなというのが全くわか

らないものですから、水揚げが幾らで、大体手

取りというか、生活に使えるお金というのは幾

らぐらいなもんかなと想定できないもんですか
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ら、今お聞きしたところですけれども。こうい

う数字が出ている以上、それぞれの家族がある

し、子供がいたりするわけですから、どの程度

の収入があったら、漁業で生計が立てられるの

かなと思ったところですけれども、そういう数

字は出てないもんですか。

○成原水産政策課長 そのような具体的な数字

はなかなか出しづらくて、私のほうはまだ持っ

ていないんですけれども、やはり勤労者の一般

世帯の所得が目標にはなるんだろうというふう

に思います。漁業によっては、兼業したり、そ

れから、夫婦２人で共稼ぎの形でやったり、い

ろんな形態があり得るので、その形態に応じた

それぞれの所得の目標的なものも、今後の議論

の中で設定をしながら進めていきたいと考えて

おります。

○押川委員 農業法人、県外とか県内でもです

けれども、いろんなところに調査にいくんです

が、最近、外国人労働者の方が結構いらっしゃ

るんです。県内で外国人の労働というのは、今

どのぐらいあるんですか。第１次産業、農業水

産業で結構です、

○戎井農政企画課長 毎年、大体200名程度、

中国・東南アジアを中心に来ていただいており

まして、多くがＪＡを通じて、あるいは法人の

ほうに入っているという状況でございます。大

体毎年200名程度で、３年間実習できますので、

掛ける３で600人程度県内にいらっしゃるとい

う状況でございます。

○田原漁村振興課長 今、農政企画課長からお

話がありました研修制度で、大体３年間で、３

年度合わせて１年間いる人が213名。それと、

漁業のほうは、マグロ船等でマルシップとか、

そういうふうに漁船員を雇用できるんですけれ

ども、それが大体220名。合わせて大体440名弱

だということでございます。

○押川委員 今回、なかなか労働者がいないと

いうことで、援農隊地域労力サポートという事

業をされた。一方では、外国人の安い経費で法

人経営をしていきたいということで、どこか窓

口があるんですかという問い合わせがあるんで

すけれども、県はどこか、ここに問い合わせを

すれば、そういった労働者あたりの相談ができ

るとか、そういうところはあるんですか。

○大久津地域農業推進課長 研修制度そのもの

については、私どものほうが一応所管はしてお

りますけれども、具体的にこういう活動をされ

ているのが、今は、ＪＡ都城さん、ＪＡこばや

しさん、それと、農業法人の露地野菜等の法人

さん方が一括で外国人を受け入れるということ

で、都城の法人さんが窓口で具体的に動かれて

おります。また、ＪＡグループでも、中央会の

ほうでしっかり研究しようということで、ＪＡ

中央会の担い手のほうが窓口となりまして、情

報活動とか、いろんな情報を集めて指導とか、

いろいろなことも含めて今やっているところで

ございます。

○田原漁村振興課長 水産の場合ですと、研修

生の話なんですけれども、大体カツオ船のほう

で研修生を主として受け入れてございまして。

南郷漁協、日南市漁協、それと、最近では日向

市漁協ですとか、今進めているのが島浦町漁協、

こういったところに聞いていただけるとわかる

かなと思います。

○押川委員 県の方針の中で、この外国人研修

生の今後の取り扱い、ふやしていこうという考

え方とか、そういうものは部内の中にはあるん

でしょうか、ないんでしょうか。

○戎井農政企画課長 今回御審議いただきまし

た中で、ベトナムのナムディン省との連携を強
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めるというものも御説明をさせていただきまし

た。その中でも、やはり、これから県内でも担

い手が必要な中で、外国の実習生あるいは外国

の方々との連携を強めて、担い手を確保してい

くということも考えていかないといけないと

思っております。当然、地域で担い手がいる場

合には、そこに頼る必要はないんでございます

が、なかなか他産業のほうに行ってしまう人も

いますので、総合的に考えてまいりたいと考え

てございます。

○押川委員 今回いろいろ質問をさせていただ

きましたけれども、年度初めというふうなこと

で、いろいろ本当に勉強になりましたのであり

がとうございました。計画に沿って一生懸命、

部長を中心に頑張っていただきますように要望

しておきたいと思います。

○渡辺委員長 ほかにございませんでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 よろしいですか。それでは、以

上をもって、農政水産部を終了いたします。

執行部の皆様、大変お疲れさまでした。あり

がとうございました。

暫時休憩いたします。

午後３時24分休憩

午後３時31分再開

○渡辺委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

次に、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うこととなっておりますので、

あす行うことといたします。再開の時刻を13

時10分といたしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

そのほか何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 ありませんので、以上をもちま

して、本日の委員会を終了いたします。

午後３時31分散会
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午後１時９分再開

出席委員（８人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決前に、

意見等含めて、何か発言漏れ等ありましたら、

御発言いただければと思います。必要がありま

したら、十分に休憩等もとって進めたいと思い

ますが、いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 よろしいですか。それでは、特

にないようですので、議案の採決を行います。

議案については、議案ごとがよろしいでしょ

うか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第７号、第10号及び第11号につ

いて、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案１号ほか３件につきましては、原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。

次に、委員長報告の骨子についてであります。

委員長報告の項目及び内容について御意見をお

伺いしたいと思います。

休憩いたします。

午後１時10分休憩

午後１時15分再開

○渡辺委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

委員長報告につきましては、皆様からいただ

いた御意見を参考にしながら、正副委員長に御

一任いただくということで御異議ありませんで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、次に、閉会中の継続

調査についてお諮りいたします。環境対策及び

農林水産業振興対策に関する調査につきまして

は、引き続き閉会中の継続調査といたしたいと

思いますが、御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩をいたします。

午後１時15分休憩

午後１時20分再開

○渡辺委員長 では、委員会を再開します。

７月22日の閉会中の委員会につきましては、

今、皆さんからいただきました御意見をもとに

平成27年６月26日(金)
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正副に一任をいただいて委員会を開催するとい

うことで御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほかになりますが、何かございますで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時20分閉会


